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刊行にあたって 

　1951年に制定された社会福祉事業法が、2000年６月に社会福祉法へと制度改正され、住

民が初めて、地域福祉の担い手として位置づけられました。地域福祉の推進が基本理念の

ひとつとして掲げられ、これに基づいて2003年４月から、全国の自治体で地域福祉計画の

策定が始まりました。 

　地域福祉計画は、地域における福祉サービスの適切な利用の促進、地域における社会福

祉を目的とする事業の健全な発展や地域福祉活動への市民参加促進に関する事項を定める

ものとされており、計画の策定・変更にあたっては、あらかじめ、市民、社会福祉事業経

営者その他社会福祉活動をおこなう者の意見を反映されるための手続きをとるものとされ

ています。 

　このような中、当センターでは、地域福祉推進にあたり、ＮＰＯの役割、社会福祉協議

会の役割、地域福祉資源の開発、地域福祉推進システムの構築等をキーワードに、４人の

ゲストスピーカーを迎え、連続講座を開催し、それぞれのゲストスピーカーの講演終了後、

講師と参加者による意見交換会を実施しました。 

　本書につきましては、この講座における講演の要旨をとりまとめたものです。本書が、

住民主体の地域福祉政策の参考になれば幸いに存じます。 

　終わりになりましたが、ご多忙の中、ご講演いただきました講師の方々にあらためて

お礼申し上げますとともに、この講座の指導助言者として、各回の意見交換や論点整理な

どコーディネートをお務めいただきました澤井　勝先生（奈良女子大学名誉教授）に厚く

お礼申し上げます。 
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第1回講座（平成17年6月23日実施） 

テーマ：「住民主体の地域福祉政策」 
（基調講演として一般公開） 

講　師：澤井　勝（奈良女子大学名誉教授） 
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奈良女子大学名誉教授　　　　 
澤　井　　　勝 

「住民主体の地域福祉政策」 

１．はじめに

こんにちは。１時間半ほどお話をさせていた

だこうかと思います。

今日の講座の標題は「住民主体の地域福祉政

策」となっていますが、すでに大阪府内の市町

村の場合は、地域福祉計画の策定が終了してい

るところがけっこうあります。ですから、今は

地域福祉計画をどう推進するかという話が進ん

でいると思います。私は堺市の地域福祉計画策

定委員会の委員をこの３月までやっており、市

民委員会のほうの市民・行政協働部会の副部会

長になっています。この市民・行政の部会は三

つの部会ができましたが、すべて部会長は市民

のかたにしていただきまして、我々のような研

究者は助言者として副部会長をやり、市民が部

会長をやるという形です。

今は堺市には地域福祉計画の推進委員会があ

ります。堺市の場合、今は中核市で、今度政令

指定都市になります。社会福祉審議会を持って

いますので、私はその地域福祉部会の委員に

なっており、今度の７月７日に最初の部会があ

るのです。そこでワーキンググループをやれと

いう話になっているのですが、どうなるか全然

分かりません。

一応そういう形で地域福祉計画の推進の面か

らも少し勉強させてもらおうと思っています。

あと、奈良県の大和郡山市のほうで、介護保

険事業計画・高齢者保健福祉計画策定委員会に

最初のときからずっとかかわっており、明日、

第３回めの介護保険事業計画策定委員会があり

ます。つまり、昨日介護保険法が通りましたの

で、そういうことを踏まえて来年に向けての議

論を始めるということです。また大和郡山市の

場合は、介護保険課が地域福祉計画を作るとい

うようなことをしており、大変だなと思いなが

らそのお手伝いをしていました。

ほかにも、大阪の隣の當麻町と新庄町が合併

して４月１日から葛城市になっていますが、そこ

の介護保険・福祉計画策定委員会の委員長もさせ

てもらって、先週第１回めを行ったところです。

２．「規制改革」と「市場原理導入」の流れ

今日のテーマの「住民主体の地域福祉政策」

ですが、住民主体で地域福祉政策を推進してい

く政策的な流れとして、大きく分けて二つある

のです。

一つは分権改革の流れです。もう一つは、規

制改革に伴う住民主体の地域政策の推進というこ

とです。規制改革というのは要するに市場原理導

入の流れですが、この二つが住民主体の地域福

祉政策というものに統合されていると思います。

すなわち、どちらを強調するかによってかな

り政策的な色合いが変わってくるのですが、具

体的な政策段階をどのように考えたらいいか、

どちらにウエートを置くかというのは、その地

域あるいは自治体の今までやってきたことや考
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え方で変わってきます。しかし、この二つの流

れがあることを押さえたうえで、どういう流れ

の中で議論しているかという整理をしつつやっ

たほうが混乱が生じにくいと思います。

この二つの分権改革の流れと規制改革の流れ

というのは、実は小泉首相が言っていることな

のです。一昨日、いわゆる骨太方針第５弾が閣

議決定されましたが、その流れがその中に出て

きているということです。

（１）分権改革の流れ

その点でまず、分権改革の流れを押さえてお

きたいと思います。これについては、すでにご

案内のとおりなので改めて言うことはないので

すが、確認だけさせていただきます。「分権改

革で行政の在り方は変わりましたか」と聞くと、

２年前なら全然変わらないという反応だったの

です。しかし、最近は少し変わってきている可

能性があります。

分権改革というのは具体的にいいますと、

2000年４月の地方分権一括法です。これで475

本の法律を一括改正したのですが、それから大

体５年たっているのです。５年たってどのよう

に変わってきたか。分権改革の基本的な中身は、

権限移譲という問題もありますが、実際には機

関委任事務制度を廃止して、これを基本的には

自治事務にしたということです。つまり、分権

改革の中心は、法令の解釈権が市町村・都道府

県に付与されたということなのです。ただ、や

っている仕事は変わらないわけですが、それを

どういうふうに解釈するかという国の有権的解

釈というものがなくなったわけです。つまり、

その法律を所管している各省大臣が権限ある解

釈を示して、市町村や都道府県はそれに従うこ

とという形での法的な体系があったのですが、

それが機関委任事務制度の廃止に伴い、国・都

道府県・市町村の関係が対等になりましたので、

国や大臣のほうから個別の法律についての解釈

を示し、それに市町村・都道府県が従わねばな

らないという構造が終わってしまったわけです。

具体的に申しますと、今ここにいらっしゃる

皆さんが法律を解釈する責任があるわけです。

解釈し、住民に対して運用する責任がある。こ

ういうことを、「通達行政の廃止」と言ってい

るわけで、大森彌さんなどが口を酸っぱくして

言っているものです。

従来、国が都道府県や市町村に関与するしか

たとしては、指導、あるいは通達による指導と

いう関与がありました。ただ、2004年の分権一

括法施行に伴い、指導という形態の関与は廃止

されましたので、業者に対する指導という言葉

はありますが、国が都道府県や市町村を指導す

るという文言は消えています。例えば今から４

年前に中央省庁が統合されて現在は総務省にな

っていますが、それに伴い旧自治省の財政局は

自治財政局となっています。そして、従来は自

治財政局の中の指導課が、財政再建あるいは起

債制限についての指導を行っていました。たし

か大阪府の財政再建の話で自治財政局の指導課

のかたがいらしたのではなかったでしょうか。

それが分権一括法に伴う機構改革の中で、自治

財政局指導課という名称を自治財政局調査課に

変更しています。だから、今は調査課なのです。

具体的には相談という仕事があります。つまり、

基本的には国が自治体に関与する形態では、

98％まで技術的助言をする。あと指示、告示と

いうものは残っていますが、指導という言葉は

一切ありません。注意深く読んでいただければ

分かりますが、いわゆる通達類の中に指導とい

う言葉は一切入っていないのです。ただ、自治

体のほうからすると、指導という言葉があるよ

うに見えるのです。まだ指導されていると思っ

ているところが問題です。これは、実はジャー

ナリストでもそうなのです。そういうことを分
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かっていないので市町村を国が指導すべきだと

いう文章を書くわけですが、そういうのはジャ

ーナリストの勉強不足です。

別の言い方をしますと、皆さんは法律を読ん

で、それを解釈して、適切にその地域に合った

運用をする責任があるのです。通達はたくさん

出てきています。この通達はすべて技術的助言

に伴う通達と思ってよろしいわけですから、あ

くまでも参考資料です。ですから、通達どおり

にする必要は毛頭ありませんが、大いに参考に

していただきたい。それなりの知恵などが入っ

ていますので、そういう意味での通達は大いに

活用されるべきですが、しかし、通達に従って

何かやったときに、申し開きがつかない。「こ

れは通達でこうありましたから」というのと違

うのです。責任は、それを運用したほうの自治

体にあるのです。

各省庁のほうを見ますと、そういうことをま

だ分かっていないのは農水省などです。また、

厚生労働省系統や文部科学省系統にもけっこう

残っています。それは法的にいいますと、地方

自治法上の国と地方の関係を律する規定に従わ

ざるをえませんので、それら通達で指導という

言葉がもしも残ったとしても、その指導は技術

的助言以上のレベルではありません。まず、そ

の辺を押さえておいてください。つまり、地域

福祉計画あるいは介護保険の運用については、

責任はすべて市町村にあって、自らその仕事を

やるかどうかは市町村で判断しなければいけな

いのです。

（２）改正職安法に見る地方分権の流れ

最近私がなるほどと思いましたのは、職安法

の改正です。去年の３月17日から施行されてい

る改正職安法の中心は、無料職業紹介事業をや

る権限が市町村・都道府県に来ているというこ

とです。雇用労働行政は、2000年４月の一括法

によって国にいったん吸い上げられたのです。

それで、府県にあったハローワークが国の機関

になって労働局に統合されたわけです。そうい

う点では雇用労働行政は国のほうに統合された

のですが、実際にはうまく回らなかった。これ

は年金に似ています。国民年金の徴収事務を取

り上げた結果、社会保険事務所が徴収をするこ

とになりましたが、その能力不足で徴収率が大

幅に下がった。

それと同じで、雇用労働行政も労働局に統合

してやはりなかなかうまくいかない。特にニー

トとか、新しい問題がたくさん出てきています

し、若年層の失業問題ということで議論もあり

まして、一昨年の６月に改正職安法が成立して、

昨年の３月から施行されて、そこで再度分権化

が行われたわけです。そこで出てきたのが、無

料職業紹介事業の市町村への権限移譲です。つ

まり、ハローワークと同じ仕事を市町村ができ

るわけです。

この点については大阪市がすでに始めている

のではないかと思いますが、いちばん早く関西

で始めたのは和泉市です。和泉市がたしか去年

の４月から無料職業紹介事業を始めているはず

です。いわゆる地域就労支援事業というのを４

年ぐらいやっていますが、それを拡張する形で、

地域就労支援事業をさらに強力に推進するため

に、無料職業紹介事業をやる。これは届け出を

するのです。大臣に対する届け出によって、無

料職業紹介事業ができるようになりました。今

はハローワークと連携しながらハローワークと

同じ仕事をやっています。

これについては東京都のハローワークの職員

や区の職員などの研究会にも行きましたが、そ

のときの最初の反応は、一昨年６月に改正職安

法が成立して昨年３月中旬には施行されるだろ

うというものでした。では何をしたらいいかと

いうことを議論したのですが、そのときに、大
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体どこのハローワークも、改正職安法の施行に

伴う政省令が出るはずであるから、それを待っ

て議論したいという反応だったのです。最初は

厚生労働省のほうも政省令を示す姿勢でしたが、

結局示しませんでした。要するに、政令・省令

が出ても関係ないのです。

（３）政省令の拘束力

基本的にいいますと、地方自治体は法令に基

づいて仕事をするということになっています。

その場合の法令の解釈なのですが、地方自治や

行政法をやってきた日本自治学会レベルの議論

でいきますと、法令の中身は法律と政令で、省

令は法令の中に入らないという理解です。です

から、施行規則類は自治体を拘束しないだろう

ということです。政令は各大臣が署名しますの

で内閣の命令ですから、これは地方自治体を拘

束するでしょう。しかし、省令というのは一大

臣の命令に過ぎないですから、これが地方公共

団体を拘束すると考えるのはちょっと無理だと

いうので、省令については従わなくても違法の

とがめを受けることはまずなかろうという考え

方です。もちろん、それについてまだ争いが生

じていませんから、どう決着がつくか分かりま

せんが、基本的なスタンスとしては、省令につ

いては拘束されないというスタンスで考えたほ

うがいいのではないかということです。

まず省令レベルのことは自分たちで考えなけ

ればいけない。もちろん省令レベルの施行規則

は立法過程の子細を知らなければ分かりません

から、立法過程の情報をつかんでおく必要があ

ります。その点は、各地方出身の国会議員など

からお聞きして、委員会での議論をちゃんと踏

まえたうえで、省令レベルぐらいの議論は各都

市でやるべきです。

補足しますと、今、知事の中でいちばん目立

つ人は鳥取県の片山さんです。今度、大阪まで

片山さんが来て大阪市の厚遇問題について何か

やりますが、片山さんはご存じのとおり自治省

の市町村税課長だったかたです。地方税法とい

うのは、通達の固まりです。それで仕事をされ

ているわけです。自分で通達を作っていたその

片山さんが、「地方税法の施行通達に唯々諾々

従っている自治体の気が知れない」と言ってい

るのです。

法的な仕組みとしては以上のようなことなの

です。これを共通の認識にしていただきたいの

です。すなわち、地域福祉計画についてはほと

んどその内容が示されていません。通達として

は出しませんでした。それは当たり前のことで

す。地域福祉計画とは自分たちで地域福祉の在

り方を考えないといけないものなのです。です

から、通達待ちという考え方は、仕事を遅らせ

るだけです。

昨日通った介護保険法がそうです。法におけ

る介護報酬の在り方など非常に難しいですが、

そのいちばんの問題は、例えば地域包括支援セ

ンターをどうするかです。実はこれについては

どうも厚生労働省の見解がころころ変わるので

す。最初は地域包括支援センターや訪問調査に

ついては市町村の責任で行うというニュアンス

で言っていたのに、途中から委託も可能だと言

い始めて、ぐらぐらしたわけです。皆さんどう

思われますか。だから、これは自分たちで判断

するしかないのです。

ほかに例えば介護予防事業です。このケアマ

ネジメントの内容についてはほとんど何も言っ

ていませんから、ケアマネジメントの内容につ

いては我々自身が規定する必要があります。そ

のためには人員が要るし、例えばどういう形で

やれば、１年後に100人中60人がケアマネジメ

ントから解放されて元気な高齢者になるとか、

そういうようなケアマネジメントのあり方を自

分たちで作っていかなければいけないのです。
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幾ら待ってもそういう仕組みは出てこないので

す。ですから、私たちがそのようなケアマネジ

メントの仕組みを作っていく必要があるのです。

これについては、今後開催されるこの特別研究

の２回めの牧里先生が専門家ですから、ぜひ相

談していただきたいと思います。今はそういう

時代だということです。

実は最近気になっていることは、国会のほう

でたくさんの法律ができて、市町村へそれがど

んどん来ているわけです。例えば改正児童福祉

法、改正児童虐待防止法、さらにドメスティッ

ク・バイオレンス法があります。それから、発

達障害者支援法というように、たくさんの仕事

が来ています。また、介護保険法の中で今言っ

た介護予防事業というのが、市町村の仕事にな

っています。さらに、国会で成立するかしない

か微妙なところですが、障害者自立支援法が審

議されています。これは大きな仕事です。これ

らが全て市町村の肩にかかってきているのです

が、それをどういうふうにとり組んでいくのか。

これは地域福祉計画の中に、全部落とし込んで

いかなければならない。しかし、だれも前を歩

いていないところを歩いていくわけですから、

未開の分野です。特に精神障害者福祉というも

のも統合されてきますので、それをどういうふ

うに市町村レベルで考えていったらいいのか、

具体的に精神障害者の自立を市町村がどのぐら

い支援できるのかということが、法案が通れば

来年の４月から現実の問題になってきます。

ですから、この分権改革の中では、法的な解

釈・運用について市町村の責任があるわけで、

政省令を待たずに動いていかざるをえないとい

うことです。その場合に何ができるかを考える。

もう一つは、権限移譲が本格的に来て、市町村

の責任が重くなるということです。これが分権

改革の流れです。

（４）福祉国家から福祉社会へ

次に、規制改革の流れについてです。これは

今、受け身で考えて法的に対応する感じになっ

ていますが、実はこれでは対応できません。規

制改革というのは圧倒的な流れでやって来ます

ので、積極的に対応していかないと、うまく地

方公共団体の存在を活性化できません。つまり、

これは公共の役割、公務労働をどういうふうに

民間に開放するかということになっていますの

で、どういうふうに自治体の仕事を守るかとい

う感じでやってしまうと、非常にまずいことに

なります。特に自治体の職場の士気が落ちます。

どんどんはぎ取られる感じになりますから。そ

うではなくて、もう少し違う角度でこれを積極

的に活用していくようにスタンスを変えていっ

て、その中で公務労働の在り方全体を変えてい

くように考えていかないといけないと思います。

規制改革の流れは、日本だけでなく、先進諸

国全体で起きています。先頭を走っているのは

イギリスです。これはイギリスの1979年のサッ

チャー改革から始まったものです。サッチャ

ーが79年に政権に就いて、80年にレーガンが

政権に就いた、それ以後の20年間に浸透して

きたようです。それがヨーロッパ諸国に多か

れ少なかれ入っていったＮＰＭ（New Public

Management）の流れですが、これがまず北欧諸

国のスウェーデン、デンマーク、ノルウェーに

入り、次にドイツ、フランス、イタリア、スペ

インに入り、それからカナダ、オーストラリア、

ニュージーランドというところに入っていきま

した。これは多分後戻りはきかない流れです。

この流れの背景でいちばん大きいのは、やは

り財政的な壁です。20世紀は福祉国家を形成し

てきた時代でした。福祉国家の原型は1943年

のイギリスにおけるビバレッジ報告です。ビバ

レッジさんが委員長をした委員会でビバレッジ

報告を作り、第２次世界大戦後の1946年に福
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祉国家システムを作り上げました。その中心は

ＮＨＳ（National Health Service）というもの

で、現在でも基本的にプライマリーな医療は無

料です。サッチャー改革や続く改革でも一部の

変更はありましたが、基本的にその形は残って

います。その後、年金、失業保険が1950年の終

わりにできて、それがヨーロッパ諸国に取り入

れられていったのが1950年代でしょう。ですか

ら、1960年ごろには福祉国家システムが先進諸

国ででき上がったというわけです。

それが、1980年ごろに大きな危機に直面する

わけです。それは国家財政がもたなくなったと

いうことです。その前の1973年のオイルショッ

クで従来のエネルギーシステムが変わってしま

ったのです。すなわち、インフレーションの中

で各国が非常に大きな財政危機に陥った。それ

を克服するために出てきたのがサッチャリズム

やレーガノミックスなのです。ヨーロッパ諸国

の場合、特に北欧、ドイツ、フランスあたりは

当時、非常に国民負担率が高かったのです。そ

して税金でサービスをやっていこうとしていま

した。イギリスの場合は現在でも福祉システム

を税金で行っているわけです。保険は入ってい

ません。介護もＮＨＳも税金でやっています。

ですから当然、税の負担率は高いわけです。つ

まり、税と社会保障の保険料を合わせたものの

国民所得に対する割合、これを国民負担率と言

っていますが、これが非常に高いわけです。大

ざっぱに申しますと、現在スウェーデンなどは

70～73％ぐらい、つまり国民所得のうちの７割

以上が、租税ないしそれに似た保険料に回って

いるわけです。ノルウェー、デンマークなども

そうです。あと、フランスやドイツも高いです。

フランスも60％を超えていて、ドイツもそのぐ

らいなのです。イギリスが56～57％ではないで

しょうか。それで現在の社会福祉システムを維

持しているわけですが、それが限界に来たのが

1970年代の終わりです。

その背景にある一つの流れは、高齢化です。

高齢化に伴って福祉の受給者が増える。その中

で、目一杯まで租税を取っていますので、それ

以上は租税を取れない。サービス水準を下げる

かといって、今の民主主義制度ではなかなかサ

ービス水準を下げられない。ということになる

と、サービスの内容を変えていかなければいけ

ないというので、民営化の議論が入ってきた。

流れとしてはそう思います。

（５）日本における福祉国家の形成

日本の場合の国民負担率は現在35％ぐらいで、

アメリカは34％ぐらいです。ですから格段に低

いのですが、日本の場合は実は隠れ負担があり

ます。それは国債です。その国債分を入れると、

日本の国民負担率は45％ぐらいになります。で

すから、ヨーロッパ諸国の場合は税で福祉国家

財政をやっているわけですが、日本の場合は税

金＋国債で福祉国家財政を賄っているわけです。

その結果、借金の利払いが必要になっています。

ヨーロッパ諸国のほうが税率は高いですが、利

子はただで済みます。そのように、日本は非常に

大きなハンディキャップを持っているわけです。

なぜ税金を取れないかというと、要するに、

政治家がだれも責任持って税金を取るような政

策を出さなかったからです。つまり、日本では

福祉国家を作るとだれも言わなかったのです。

イギリスは1943年にビバレッジ報告を作って、

福祉国家を作ると言った。つまり、そのときに

War国家かWelfare国家という選択肢を国民に

示したのです。戦争している当時の国民に対し

て、この戦争に勝ったらどういうふうにするか

と問い、国民はWar国家よりも福祉国家を作る

とみんな言ったわけです。アメリカでもこの報

告書が数十万部売れました。それで、戦後の国

の在り方について福祉国家でいくということが
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イギリス国民の意向となったと言えます。そし

て、それが戦争に勝つための意欲を作ったわけ

です。それが福祉国家の発祥です。

私がすごいと思うのは、1943年当時のロンド

ンには、毎日Ｖ１ロケットやメッサーシュミッ

トが飛んできて、機銃掃射していたのです。

ドーバー海峡の向こう側にドイツ軍がいて、ロ

ケットが飛んでくるわけです。今、北朝鮮から

ロケットが飛んでくるかどうかとピリピリして

いますが、実際にどんどん飛んできているわけ

です。そのときに、空襲を受けながら、戦後の

国家のデザインを福祉国家として定めた。そう

いう意味ではやはりすごい肝っ玉だと思います。

戦争国家ではなくて福祉国家を選択するという

民主主義国家としての意志があった。ただ、そ

のときの首相はチャーチルでしたが、チャーチ

ルは福祉国家をあまり好きではなかったようで

す。戦後、労働党が政権を取って、福祉国家を

実現していったわけです。

日本の場合は1995年以降一貫して自民党政権

で、福祉国家を作ると言いませんでしたが、実

際には作っていったのです。私は日本の福祉国

家は1960年にできたと思うのです。要するに国

民皆保険ができた年です。国民年金法と国民健

康保険法ができて、医療保険においても年金保

険においても社会保険が成立した年です。それ

を一つのメルクマールとするという意味では、

福祉国家ができたわけです。そして、そのあと

1973年に「福祉元年」という年があるのです。

これは老人医療費の無料化が国の政策についに

入った。老人医療費の公費負担です。あるいは

児童手当も入ります。ですから私は、1960年の

国民皆保険、その10年後の児童手当と老人医療

費の公費負担制度によって日本的福祉国家ができ

たと思っているのですが、それについてだれも福

祉国家を作ったとはなかなか言わないわけです。

医師会やそういうステークホルダーの議論が

いろいろあるうちに、今の仕組みができてきた

のですが、プラスイメージの福祉国家ですとは

言われたことはない。では、野党の社会党、共

産党は何を言ったかというと、福祉国家は階級

的欺瞞だと言ったのです。福祉国家とは労働者

階級を支配するための欺瞞的政策である、国家

独占資本主義だと、福祉国家批判をしたのです。

ですから、政策としては福祉国家的施策を要求

しているのですが、福祉国家システムについて

は批判的だった。つまり与野党ともに福祉国家

を積極的に位置づけたことがないまま、中身だ

け福祉国家ができたのです。それが日本の国の

面白さというか、かわいらしさというか、理念

をあまり大事にしないということです。

ヨーロッパ諸国は、政治理念を大事にします。

民主主義国家はそうです。理念を大事にしなけ

れば民主主義国家ではありえない。それは単な

るご用聞き国家です。例えば理念といいますと、

フランス革命の青・赤・白のフランス国旗があ

ります。あれは自由・博愛・平等という理念を

表現しているわけです。博愛というのは連帯と

いう意味ですが、自由と平等というのは民主主

義の理念で、それを実現するのがフランス国家

だ、フランス共和国だという旗です。だから、常

に理念が表へ出てぴらぴら動いているわけです。

ところが、自由と平等というのは対立する概

念です。自由を追求すれば平等は破壊されます。

今、日本で規制改革をやっているということは、

自由を最大限にして平等性を破壊する流れです。

一方で、平等を徹底的に追求したらどうなるか。

それは自由の抑圧になります。それこそ社会主

義国家です。

ところが、フランス革命というか、そのとき

の民主主義国家の民主主義革命の理念は、自由

と平等の実現なのです。この二つは両方とも実

現しなければいけない理念なのです。自由も大

事、平等も大事。ではどうするかというと、そ
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の間を調整する。それが民主主義の自由です。

議論する中で、どの程度の自由とどの程度の平

等を我々はよしとするか。どういう組み合わせ

をいいとするか。それを政治的仕組みで決めて

いるわけです。このように見てくると、理念と

いうのは一つの理念でできるわけではありませ

ん。人間の社会は複雑ですから、一つの理念で

構成される社会ではありえないわけです。した

がって、自由という理念、平等という理念を同

時に実現する形は何か。それを追求するのが政

治というものなのです。

要するに、二つの理念を同時に実現するのが

政治の在り方、あるいは行政の在り方です。理

念を調整しながら、自由の追求の到達点と平等

の実現の度合いとをどう調整するかということ

なのです。そういう点でも、理念を明確にして

いくということは大事なことです。

（６）ＥＵの先例に学ぶ

ちょっと話が横道にそれますが、ＥＵという

のがあります。ＥＵというのも1940年代の第２

次世界大戦中に議論が始まって、戦後まず石炭

鉄鋼共同体という概念ができたのです。これは

要するに、20世紀の反省なのです。20世紀のヨ

ーロッパというのは、第１次世界大戦、第２次

世界大戦という２回の大戦でお互いに殺し合い

をしたわけです。これで双方合わせると数千万

の人が死んだのです。つまり、労働者が死んで

いるわけです。こういうことがあってはいけな

いというので不戦の誓いをする。誓いだけでは

なくてそういう社会を具体的にどう作ったらい

いか。そのためには国境をなくしていこうとい

う議論が始まって、まず取りかかったのが、ラ

インにおける石炭鉄鋼共同体をドイツとフラン

スが一緒に作っていくということでした。

そういう点では今、教科書問題や日・韓・中

の関係が問題になっていますが、それにはヨー

ロッパ共同体の議論を学ばなければいけないと

思います。ヨーロッパでは殺し合った仲同士で

共同体を作っていくということがあった。最終

的にはマーストリヒト条約で1992年に合意がで

きて、2000年に通貨が廃止されて一つの通貨に

なっています。考えてください。円とウォンと

元がなくなるわけです。今、ヨーロッパではな

くなっているのです。

ＥＵ憲法が批准されなくて少しごたごたして

いましたが、ヨーロッパのリーダーたちからす

れば、あれは当然予測したとおりになっている

のです。つまり、1940年代から60年かけてここ

まで来ているわけです。その中心は、ヨーロッ

パをどうやって統一するかです。戦争しないた

めに国境を低くするという理念があって、それ

に従って60年やってきたわけです。

それは、例えば自治体ごとの基本条例を作る

場合の理念をどう考えるかという問題になりま

す。どういう自治体を作るか。それは力を尽く

して考えていただいて、具体的にそれをどう実

現していくか。それが、我々に課せられている

使命なのです。

その点は規制改革の話にもつながります。規

制改革の流れ自身は、実はとうとうたる流れな

のです。今言ったように、福祉国家は非常に重

い国民負担を伴うので、それでは21世紀の福祉

課題にこたえられない。したがって、民間の活

力、あるいは民間への権限の委譲も含めて考え

ていかなければいけない。それが実はガバナン

ス論になっているのです。行政だけではもう

やっていけないのです。

行政だけでやっていけないという意味は、ヨ

ーロッパではもっと深い意味があるのです。日

本の場合はそれがちょっとあいまいです。ヨー

ロッパの場合は、例えば７割が国民負担です。

恐らくこれ以上は取れません。しかし、なお福

祉的な政策をやっていかなければいけないし、
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増えていくでしょう。そうすると、民間の力を

借りなければいけない、市民の力を借りなけれ

ばいけない、市民の力をつけなければいけない

というのは、切実な議論です。それがサッチャ

ーをはじめとするヨーロッパでのいろいろな行

政改革の流れの基礎を作っているわけです。民

間へどういうふうに行政の権限を委譲していく

のか。新しい市民社会を作って、その市民社会

とともに行政や政治が社会のシステムを担って

いくように変えないといけない。これがガバナ

ンス論であり、そのガバナンス論の基礎にある

のは、租税による福祉国家の限界をどう越えて

いくかという議論です。その点では、今の流れ

はある意味必然的な流れなのです。

３．日本における規制改革の歩み

（１）三公社の民営化、ＰＦＩ、指定管理者制

度の導入、市場化テスト

日本でいいますと、まず民営化の議論があり

ました。すなわち、国鉄と電電公社と専売公社

という三公社の民営化がありましたが、これに

ついては国民的に歓迎されているのではないで

しょうか。ただ、その限界というか問題点が発

現したのがＪＲ西日本の事故です。競争原理が

コンセプトになる中で安全を確保するにはどう

するかという点での民営化のマイナス面が出た。

そのために百何人も亡くなってしまったという

ことです。そういう反省点が出てきていますが、

しかし、国鉄の民営化、電電公社の民営化につ

いては、それなりの評価はあるのではないでし

ょうか。

また、最近ではＰＦＩ（Private Finance

Initiative）ということがあります。さらに指定

管理者制度の導入です。指定管理者制度につい

てはすでに６月議会にかけて争っていらっしゃ

るでしょうが、いずれにしても来年の９月まで

に決着をつけなければいけません。この指定管

理者制度のねらいの中心は、公の施設の管理に

株式会社をどう導入するかということです。基

本としてはＰＦＩ法が1999年にできましたが、

なかなか進んでいません。そのための受け皿作

りという面もありますから、明らかにこれまで

官が独占していた公の施設管理をどういうふう

に民間に開放するかという流れです。ただ、今

の指定管理者制度の議論についていいますと、

ＮＰＯなどでもできますので、分権改革に市民

の活動をどうするかという議論と絡んできます。

つまり、民間という中に市民の力が入ってくる

ので、それをどういうふうに活用するかという

もう一つの議論になってくるということです。

このように、二つの流れは現場で融合していく

のです。

それから、市場化テストがあります。今年か

ら市場化テストのモデル事業が始まっていて、

モデル事業の受託先がこの間決まりました。つ

まり、ハローワークの仕事の一部を市場化テス

トにかけるということです。市場テストという

のは、基本的にいいますと、公務労働を民間と

を対等に争わせることです。完全な公募で指定

管理者制度をやりますと、市場化テストと同じ

になります。従来の公の施設の管理者と第三セ

クターの一部、公社・民間のコスト・パフォー

マンスを株式会社等の応募者と比較して、望ま

しいほうに落とす。そういう意味では、市場化

テストと同じことです。市場化テスト法という

のを今年中に作るというのが、先ほどの骨太方

針第５弾に書いてあるので、これは進むでしょ

う。

（２）大学の独立行政法人化と公立病院、公共

交通の民営化

もう一つが独立行政法人化です。大阪市の場

合は大学でこれが進んでいます。私が経験した

奈良女子大学は、昨年の４月１日から独立行政
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法人となりました。非公務員型ですので、我々

は国家公務員から独立行政法人職員になったわ

けです。何が変わったかというと、何も変わり

ませんが。共済は延長してそのまま来ています。

これはいいのですが、ただ、１年たって変わり

ました。最初は全然変わらなかった感じでした。

しかし、今はひたひたと意識の変化が先生がた

の中に出てきています。大学というのは大体、

先生がたが委員会を作って運営しているのです。

ところが、独立行政法人型で管理権の学長への

集中が進んでいます。その学長を中心にして７

か年計画を作りました。その一番のねらいは、

学生確保です。どんな学生を育てるかというこ

とで、それぞれの計画を作るということです。

また、独法化１年で、今年の春の試験はともか

く、来年の春の試験でかなり差が出る可能性が

あります。定数を割れていたら大変です。毎年

結果が出てしまうというのは、大学にとっては

非常につらいところです。

今いちばん大きく効いているのは、今までは

国の金が来たのですが、その国の金が毎年１％

ずつ削減されることです。毎年１％ということ

は、削減率が５年で７％ぐらいになりますから、

あっという間に締まってきます。

そこで今、何が起こっているかというと、助

手のコストの削減と研究費の削減です。しかし、

学生は確保しなくてはいけないから、それでな

くとも金を使うでしょう。そうすると、今まで

やってきた仕事はうんと圧縮しないとだめなの

です。もう一つ、私の場合は文科系ですからあ

まり金はかからないのです。大体こうやってし

ゃべっていればいいのです。金がかかるのは本

代かパソコンのソフトか何かですが、理系は大

変です。数億円の機械を買わなければならない。

そうすると財政的に締まってきますので、産学

連携、地域連携で企業とどうやって組むかとい

うので走り回っています。そういう面で意識が

変わってくるでしょう。みんなそういう意味で

は「利益をあげろ」という感じになってきます。

皆さんも地域の大学をもっと使ったほうがい

いです。大学は人材の固まりですから、自治体

からすれば優秀な人をうんとつかんでおくと、

後々いいと思います。

次に、公立病院の民営化です。もうすでに関

西では進んでいます。僕が直接かかわったのは、

福岡県立病院です。５病院ありますが、すべて

民営化が決まって、もう基本的には話が終了し

ています。医師会立病院への転換です。

ほかには公営交通の民営化です。バスの民営

化の流れは、ほとんど止まりません。高槻のバ

スはけっこうそうなっています。大阪市営のバ

スはどうでしょうか。札幌の市営バスはすでに

民営化されています。先進の都市はどんどんや

っています。地下鉄は装置が大きすぎるのでそ

う簡単には受け皿がないかもしれないので、どこ

かで切り売りするかもしれません。いずれにして

も、市場化テスト、指定管理者制度、ＰＦＩ、

これで周辺部分の民営化が進んでいくし、それ

がけっこう反映してくると思っています。

４．規制改革の問題点

ただ、問題は市場化テストのような規制改革

の流れの弊害もはっきりしてきているというこ

とです。今度のＪＲ西日本の事故もそうですが、

要するにサービスが低下する。それから、公務

員というか、働く者の士気が低下するというこ

とがはっきりしていますので、その辺の改革が

必要となります。それが実はブレア改革なので

す。1979年にサッチャーが首相になって、メー

ジャーがそのあとを継いで、1997年に労働党に

政権が変わりました。つまり、約17～18年間保

守党政権があって、その後ブレア政権になって

労働党になった。この５月に議席数は減らしま

したが、労働党が総選挙で勝って、あと４年は



第１部 

14

続きますから、これで労働党政権が12年続くこ

とになります。

その労働党の改革はどうなっているかという

と、改革の中心は、サッチャー、メージャーが

やってきた規制改革を継承しつつ、民営化の弊

害をどう取り除くかということで、民営化の路

線は引き継いでいるわけです。すなわち、ＰＦ

Ｉを作り、市場化テストを引き継ぎながらどう

変えるかというので、ＰＦＩをＰＰＰ（Public

Private Partnership）に変えています。1998年

の白書、「住民重視の近代的な地方政府

（Modern Local Government in touch with the

People）」は非常に有名な文書ですが、これで

もってブレア政権はこれから何をするかという

宣言をしました。つまり、彼の言ったことがそ

の後の改革の中心を成すのですが、その中身は

要するにサービス水準をどう上げるかです。つ

まり、ベスト・バリューという言い方がありま

すが、市民たちは税金を払っているのです。そ

の税金に見合うサービスを確保しようというの

がベスト・バリューだということです。

サッチャー改革の場合は、サービス水準が下

がっているので、民営化して公務員数を減らす

ことが中心だったわけですが、それだと非常に

大きな問題点が出るということで、労働党はそ

れを批判して総選挙に勝っているのです。です

から、基本的には民間への委譲など、サッチャ

ー改革を引き継ぎながら、そこで出てきた弊害

であるサービスの低下などをどう是正するかと

いうことで、ベスト・バリューという言い方で

公共サービスの水準の引き上げを地方自治法で

規定しているのです。つまり、ベスト･バリュ

ーとは、投下した資本に対して最も高い価値の

行政サービスを提供するために、計画策定、業

績評価、監査、是正などを総合的に行うという

システムであり、これを法で決めていくのです。

ですからこの中心は、政策評価システムの確立

なのです。

この間の事情について最近いろいろ調べてい

るのですが、その中で優れている本が二つあり

ます。一つが『イギリスの政治行政システム』

という竹下さんたちが書かれたもので、最近の

ブレアの第１期の改革までカバーしている、非

常に分かりやすい優れものの本です。竹下さん

はイギリスの専門家ですが、共著の横田さんは

総務省の企画総合審議会をやられて、クレア

（ＣＬＡＩＲ）のロンドン事務所の所長を長く

やっておられたかたです。松井さんもクレアの

かたです。稲沢さんというのは群馬県の職員だ

ったかたで、やはりイギリスに出張してクレア

で働いていて、今は四日市大学の助教授になら

れています。

このブレア改革の中心は、実はＰＤＣＡ

（Plan Do Check Action）サイクルの確立なの

です。ですから、行政の中でもＰＤＣＡという

のはよく入ってきています。流れとしてはこの

流れから出てきたものです。

５．公共サービスの新しい三つの担い手

と協働

もう一つ、この過程で、公共サービスの新し

い三つの担い手は行政、企業、市民組織である

ということも明確になってきています。それは

サッチャー改革の中でいいますと、1990年のコ

ミュニティケア改革なのです。イギリスではコ

ミュニティケア改革というのが1990年に行われ

ましたが、実はこの延長線上に日本の介護保険

制度があるのです。それまでイギリスというの

は中央集権的な福祉システムだったのです。そ

れがコミュニティケアの展開になった。そして、

それが日本の地域福祉政策、あるいは今回の地

域福祉計画のいわばバックグラウンドになって

きたのですが、そのコミュニティケア改革も福

祉国家の反省から出てきたと思ったほうがいい
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と思います。そこでもやはり主体としての市民

というのが出てきています。コミュニティが支

えるということです。

もう一つ出てくるのが、行政、企業、市民組

織という三つの主体の協働の考え方です。これ

がガバナンスの議論なのです。今や各自治体で

協働という言葉を使わないところはありません。

イギリスから始まったヨーロッパにおける福祉

国家への反省から、「福祉国家」ではなくて

「福祉社会へ」という考え方になったわけです

が、それは中央集権的な国家に依存するのでは

なく、福祉システムを社会的に支える。その場

合は住民や企業が中心になってくる。そういう

考え方なのです。この福祉社会へという考え方

自身は日本でもいろいろ議論されてきました。

その延長線上に地域福祉計画があるわけです。

私はこの流れについては賛成なのですが、ど

ういう形をとるかはそれこそ我々自身が考えて

いく必要があると思います。ただ、日本の場合、

国民負担率をどうするかという議論に決着がつ

いていません。全然議論されていない。私は国

民負担率は例えば60％、イギリス程度にしても

いいのではないかと思うのですが、皆さんはど

う思われますか。

昨日、今日あたり、見ていますと、今度の骨

太方針第５弾で明確になっているのは、増税路

線だということです。増税路線の中心は、まず

は所得税の各控除の見直しです。当然増税にな

ります。その増税に合わせて、再来年から所得

税から住民税への移譲が行われて、分権改革と

いうことになります。これはもう確実に来ます。

皆さんのところでは今、住民税の徴収率はど

のぐらいですか。滞納も含めて90％維持できて

いるでしょうか。徴収率95％なければ、まじめ

に納税している人がばかに見えます。まじめに

働いている人は天引きされてやっていますが、

そこのところちゃんとやらなければいけません。

実は分権改革で、所得税の一部が住民税に移

譲されて、住民税は一律10％になります。そう

すると、徴収率が低いところはせっかく税源移

譲されてもその恩恵に浴せません。今はその分

は地方特例交付金で来ていますので、丸ごとも

らっているのです。三位一体の改革で補助金が

なくなった分は、徴税率の低いところも高いと

ころも地方特例交付金で一律に来ているのです

が、今回、税源移譲されると、徴収率の低いと

ころは損をする。大阪と東京を比べると、東京

は徴収率が高いのです。大阪は低い。ますます

大阪は陥没します。ですから、今のうちに徴収

率を上げるか、徴収率を上げるための算段を考

えておかなければいけないのです。

６．協働原則の明確化の必要性

こういった動きに対応する中心的なテーマは、

協働の原則の確立なのです。協働の原則の明確

化とコントラクトです。これは要するに、ＮＰＯ

団体との協定になります。これはイギリスが

やっているものです。それを市役所のかたにど

うやって徹底するかです。協働といっても、今、

奈良市のほうで７月には一応まとめることにし

ていますが、これをどういうふうに行政の中に

浸透させるかが大事です。同時に、市民にも公

開して、市民の共通の原則を作らなければいけ

ません。それは対等、相互理解、自主性の尊重、

自立化の推進など全部で八つの原理にかかって

きています。これをどうやってきちんとやって

いくかです。

地域福祉の議論をもう一度繰り返しておきま

す。すなわち、分権の流れと企業への公務労働

の開放という側面を持った規制改革の流れ、あ

るいはコミュニティケア改革の流れの中に社会

福祉法の改正があって、そこでこういう規定に

なっているのです。

社会福祉事業法を改正した社会福祉法では、
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その第４条で、「地域住民、社会福祉を目的と

する事業を経営する者、及び社会福祉の関する

活動を行う者は、相互に協力し、・・・地域福

祉の推進に努めなければならない」と規定して

います。これは初めての規定です。その内容は、

第１に「地域住民」と書いてあります。これは

地域住民が初めて福祉の推進主体として法的に

位置づけられたということです。今までの住民

はサービスの受益者だったのですが、ここでは

サービスを推進する、社会福祉を推進する者と

して位置づけられています。２番めが「社会福

祉を目的とする事業を経営する者」ですから、

これはいわゆる社会福祉法人というもので、そ

ういった第一種、第二種社会福祉事業者の中に、

社会福祉事業を経営する立場での市町村や都道

府県、国などの社会福祉事業者が入るのです。

そして３番めに「社会福祉に関する活動を行う

者」、すなわちボランティアです。

このように、社会福祉法上の地域福祉の推

進主体は、2000年の６月の改正ではこうなって

いるのですが、その後さらに指定管理者制度の

条文のように、これに民間の法人も入ってくる

し、ＮＰＯも入ってくるようになっているので

す。ですから、そういうふうに分けますと、協

働の主体、推進の主体というのは、細かく言え

ば五者です。

７．分権型分散型都市の形成に向けて住民、

市民の力をつけるために必要なこと

（１）たまり場を作る

ただ、いちばん難しいのは、住民を主体にす

るというところです。そこが分からないわけで

す。どうしたら住民主体になれると思われるで

しょうか。その考証が、今回の講座のテーマに

なります。すなわち、これができるかどうかで

地域福祉計画の成否が決まってくるわけですが、

まず１番め、住民、市民の力をつける、そのた

めの投資を意識的にやる、具体的にはたまり場

を作るということです。要するに、福祉を推進

する市民は、ばらばらな個々の市民ではないの

です。これはやはり何らかの形で組織された市

民である、個々の市民はボランティア団体に

入っていただく。

私は菟田野町（うたのちょう）という所で地

域福祉行動計画と地域福祉計画を作るお手伝い

をしましたが、菟田野町の場合、20歳以上人口

の約１割が登録ボランティア団体に入っていら

っしゃったのです。皆さんの所はどうですか。

そのボランティア団体に入って活動しているか

たをいろいろな形で支援している人を入れると、

大体人口の２割ぐらいがボランティア活動にか

かわっているというのが菟田野町の特徴なので

す。そういう基準で考えてみたらどうでしょう

か。

住民が全部やるということではないし、そん

なことはできないですから、２割のかたがそう

いうボランティア活動に何かかかわるというよ

うな形で考えてもらったらいいと思います。そ

ういう点では大阪は、ボランティア協会やボラ

ンティア団体がけっこうあって、すごく活発な

ところがありますから、そういったボランティ

ア活動の活性化、そのための支援の仕組みをも

っと前に進めていく。

それから、たまり場というのもいろいろあり

ます。堺市でたまり場を探したのですがなかな

かなくて、各課が持っている遊休施設があるの

ではないかと探すのですが、みんな使っている

とか何とかと言って、出してくれないのです。

それをどうやって突破するかということがあり

ます。あと、地域で老人クラブに使っていると

ころは、なかなかほかには使わせてくれません。

そこのところも突破するのがけっこう大変です

が、要するにそういう物理的なたまり場が必要

なのです。
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私は北九州市に４年半ほどいましたが、北九

州市の場合は三層構造といいまして、市民福祉

センターというのを全小学校区に作ったのです。

もう３年前にでき上がって、全部で144の市民

福祉センターを設置しましたが、その半分か３

分の１ぐらいが旧公民館を転用してそこを福祉

センターにしたものです。こういうことは普通

できないのですが、やってしまったのです。や

ればできるのです。あとは新設ですが、北九州

市は幸いなことに土地が安く、人口も減ってい

るということで、二階建てコンクリートでちょ

っとした集会所もついたようなものを作って、

それが拠点になっています。

（２）継続的に討論する場を作る

同じことですが、そういったところも含めて、

継続的に討論する場を作ることが必要です。こ

の討論する場というのが大事なのです。人に話

を聞くとかというのではなくて、市民同士、そ

れから行政と市民、事業者との討論をどう継続

していくか。これはワークショップです。ただ、

一つの作業の系統を作るためのワークショップ

だけではなくて、継続・推進するために、ワー

クショップ形態を含めた討論する場が必要なの

です。また、そのためにはファシリテーターが

必要です。そういう討議を組織していく、そう

いう能力を持ったファシリテーター、または援

助する人、コーディネーターと言ってもいいで

す。これを当面きちっと配置できるようにする。

今はその役割を、コンサルに頼んでいるところ

がけっこうあります。コンサルもいいのですが、

そのコンサルの技を盗んで職員がファシリテー

ターになる必要がある。

それから、徹底的に討論する場合、篠原一

『市民の政治学－討議デモクラシーとはなにか』

という本を、参考文献としてぜひお読みくださ

い。これは昨年の１月に出た本ですが、著者の

篠原一さんは80歳です。元東大の教授ですが、

川崎市のほうで川崎市民大学をずっとやってお

られた経験も含めて書いておられます。「21世

紀は討議民主主義であり、その前の20世紀は代

議制民主主義だった。代議制民主主義の場合は、

ほとんどの市民は選挙のときだけ投票するだけ

で、あとは寝ているしかない。しかし、21世紀

は討議民主主義で、市民一人一人が参加してい

く民主主義である。そこに新しい公共空間が生

まれる」と、篠原一さんはおっしゃっています。

また、Ｊ．ハーバーマスの『公共性の構造転

換』という本もあります。これは古典ですが、

彼もそういうことを唱えていますし、大体その

方向で来ているのではないでしょうか。つまり、

議論をどのぐらいちゃんとできるか。そういう

場をどのぐらい設定できるかということが一つ

のポイントになります。そういうものはワーク

ショップ型でいろいろやっていく中で生まれて

くるのだと思います。

（３）情報の公開をより徹底する

これは当たり前のことですが、協議する、議

論する、参加する前提は、情報の共有です。先

ほどのＮＰＯとの協働の原則で、我々が奈良市

でＮＰＯの人たちと議論しながらやった一つは、

企画段階からの協働でした。企画自身を公募し

て、それについて一緒に議論していったのです。

今、多いのは、全部立案できてから「これ、や

らない？」という形ですが、それでは下請化し

てしまいますので、できれば企画段階から市民

の力を借りて議論していくことがそのポイント

です。そのためにはやはり情報公開しておかな

いと、なかなかそういう機会が出てきません。

（４）行政はまちに出よう

これはアウトリーチといいます。デスクに座

っていないで外へ出てくださいということです。
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もちろん今日のような場にも出ていかないとい

けませんし、住民の要望によって土日に出なけ

ればいけないかもしれません。そういう形も含

めて現場に行って議論を聞く、話をするという

ことも必要です。もちろん、まちを行政の中に

取り込んでもいいのです。そういう形での動き

が必要だということです。

このようなまちへの出方では、コーディネー

ターの設置が必要です。これは牧田先生がおっ

しゃっていますが、コーディネーター、あるい

はベンチャーの話、ソーシャルワーカーの話と

いうような形での議論があることが必要です。

今の職員配置を変えてこれを実現しないといけま

せん。全体の人事政策の問題があるのですが、そ

の辺も含めて作っていく必要があると思います。

８．企業文化を変える

また、我々はこれから規制改革の流れの中で、

いずれにしても企業とつきあっていく必要があ

ります。そうだとすれば、いい企業を育てたい

と思いませんか。育てるというとおこがましい

のですが、やはり社会的貢献ができるような企

業にしたい。

自治体の場合、公共サービスを推進するわけ

ですから、そのために企業にある程度自助努力

をお願いする。その場合の企業活動というのは、

やはり公共サービスを実現するような、公共的

な価値を実現するような企業活動であってもら

わなければいけないので、そのために行政で使

える提案については使っていくということです。

例えば、総合評価一般競争入札制度という仕

組みがあります。これは大阪府、大阪市がやっ

ていらっしゃるし、和泉市もやっていらっしゃ

いますが、企業が社会的責任を果たしているか

どうかという要素を入札で考慮していく。ＩＳＯ

14000の取得状況とその後の管理システムの稼

動状況や障害者の雇用基準を達成しているか、

あるいは男女共同参画社会に親和的で、ファミ

リーフレンドリー企業になれたかという基準を

入れて、それを入札に参加する条件にする。そ

れをとおして企業文化を変えていく、そういう

企業に転身してもらうことが行政の仕事ではな

いかということです。

ＩＳＯ14000、ＩＳＯ9800の取得というのは、

実はそういう意味なのです。あれは環境基準や

品質基準ですが、同じようなことを考えていか

ないといけない。せっかく企業へ民間委譲して

いいサービスをといったときに、中身が低賃金

労働では「地方自治体は低賃金労働を勧めるの

か」ということになってしまいます。地域最賃

も守れないような企業と自治体は契約すること

はできません。そういう基準を作って企業文化

を変えていかなければいけません。また、そう

いう企業はたくさん出てきていると思います。

９．行政を変える

そして最後に、行政をどう変えるかですが、

これがいちばん難問です。ただ、行政を変える

基本のポイントは権限移譲だと思います。予算

執行と権限移譲です。つまり、現場で決定がで

きるか。ぐるぐる回しの決定権で、起案してか

ら３か月もたって動いていくのでは困るのです。

やはり現場がいちばん情報をつかんでいるとい

う自信を持って、現場が決定すればそれでＯＫ

というふうにしてもらいたい。そうすると、意

思決定の時間も短縮できます。それがいちばん

のポイントです。要するに権限の移譲と予算執

行権の移譲です。現場で判断できるようにして

もらいたい。それは簡単だと言ってしまえばそ

れまでで、それがいろいろ組織形態の変化につ

ながっていくだろうということです。

時間が来ています。問題提起としてはこの辺

にしたいと思います。どうもありがとうござい

ました。



第2回講座（平成17年7月29日実施） 

テーマ：「住民の視点に立った地域福祉推進システムの構築に向けて 
─市町村行政の未来を占う地域福祉計画を考える─」 

講　師：牧里  毎治（関西学院大学社会学部教授） 

19



第１部 

20

１．はじめに

皆さん、こんにちは。私は地域福祉が専門で

す。この間、大阪府内で地域福祉計画の策定に

かかわっていたことが多くて、研究室の中での

研究というよりも、自治体に出向いていって、

あるいは社協に出向いていっての実践的な研究

内容になっています。ですから、皆さんと同じ

レベルでいろいろと考えていると思っていただ

いてけっこうかと思います。

２．市民参加型福祉社会における地域福

祉イメージ

すでに地域福祉計画を作られて、その効果や、

施策化していくうえでハードルが高くて苦慮さ

れているところ、今から計画を作ろうというと

ころ、計画を策定途中のところ、それぞれ局面

によって課題が違うのだと思いますが、それは

皆さんとの意見交換の中で補うことにします。

とりあえず、でき上がったところ、これから作

るところ、策定中のところ、いろいろとありま

すが、地域福祉計画というのはどんなイメージ

で立てればよいのかという話をまずさせていた

だきます。アトランダムですが、イメージを作

り出していく特徴、考え方と言ってもいいかも

しれませんが、７点ほど挙げてみました。

全体としては、社会が随分変わりつつありま

す。もちろん日本の社会だけでなく、世界の

国々も随分変わってはきていますが、一口で言

えば、市民参加型の社会というものを前提とし

て、地域福祉計画なるものを考えなくてはいけ

ないという状況にあるのではないかと思います。

もちろん日本的な意味でいうと、社会福祉法

である意味規定されて、市町村が計画的な福祉

行政推進のために計画を作りなさいというのが

現実的な要請だとは思うのですが、その背後に

ある基本的な考え方や、これからの自治体の地

域福祉政策をどのように考えていけばよいのか

といったこととの関連で、地域福祉のイメージ

を描いてみたいと思います。

（１）「受ける福祉」と「創る福祉」

──受益者と供益者という人権視点

これまでの福祉とこれからの福祉の基本的な

大きなターニングポイントは、「受益者」と

「供益者」です。「供益者」というのは私の造語

で、利益を提供するということです。受益者で

あり供益者でもあるという市民や住民のとらえ

方、あるいは福祉の援助を受けている人に対す

るものの見方です。受益者と供益者という、あ

る意味で統一した人間像が前提にならないと、

地域福祉というものは出てこないのではないか

と思っています。

それを少し柔らかい言葉でいうと、これまで

の福祉というのは受ける福祉です。利用者が

ずっと待っているとか、それを行政の立場でい

えばちゃんと世話をしてあげなければいけない、

関西学院大学社会学部教授　　　　 
牧　里　毎　治 
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それが行政責任というものだとか、そういう発

想でやってきたと思います。

そういうかたがたも依然いらっしゃるのです

が、すべてがそういう人ばかりではありません。

むしろ新しく求められているのは、自分たちの

福祉を創っていきたい、そこにかかわっていき

たいということで、そういうかたがたも増えて

きています。

いちばん大きなインパクトは、言うまでもな

く高齢化です。高齢者自身が自分たちの福祉を

作り上げていきたいという思いを持っています。

介護保険もその一つだと思います。そういう人

間像としてとらえていかなければ、本来的な福

祉の在り方は姿を現してこないのではないかと

思います。

ですから、いつでも受益者ではなくて、ある

ライフステージといいましょうか、そのステー

ジは供益者にも変わってきます。今までは提供

する側として納税したり、ボランティアをした

り、事業者、労働者としてかかわってきたけれ

ども、高齢になって自分が今度は受益者に変わ

ってくる。そういうものとしてとらえます。

そう考えてまいりますと、市町村の人口は、

当然、就業人口と扶養人口に分かれてくるわけ

ですが、どちら側が多すぎてもよくないし、そ

のバランスをいつも考えなければいけません。

ある意味で自治体経営というのは人口政策とい

ってもいいかもしれません。そういう観点で物

象を見ていくことが大事です。

（２）ＮＰＯはネットワーク──住民参加、ネッ

トワーキングによる自己発展

昨今、ＮＰＯなどが増えてきていますが、福

祉に限らず、これは新しい市民活動、市民運動

を合法的に展開する組織だと思うのです。そう

いう新しい住民組織なり市民組織が、ある意味

で自治体の福祉経営に参画していかなければ、

一人ひとりが個々に何か意見を言っていても、

力になりません。むしろ一人ひとりの声を組織

的に作り上げていくルールが、地域福祉のイメ

ージなのではないかと思います。

さまざまな地域の中にある、行政も含めた市

民組織や住民組織、専門職組織をつないでいく、

ネットワークしていくということは、なかなか

難しいことなのです。背景にイデオロギーの違

いがあったり、階層的な差があったり、さまざ

まなものがあるのですが、ともかくそれらをつ

ながなければ形になりません。一人ひとりの創

る福祉、参加する福祉ということでいくと、参

加の乗り物ということです。これまでは多分、

福祉の分野では社会福祉協議会や民生委員など

に限定されていたと思うのですが、もっとほか

の市民参加の乗り物が要るという時代になって

います。

（３）一元的な中央集権国家統制から多元的な

地方分権市民社会づくり

今、申し上げたことは、基本的には、結局今

までの福祉政策の在り方、一元的な中央集権統

制から地方分権的な市民社会づくりに軸足を変

えようとしているということです。もちろん、

これにはいろいろな要素があると思います。国

家財政が厳しくなったから負担を地方に押しつ

けるということもありましょうし、地方自治体

としては負担が多くなって、地元の人にとって

は自治体の負担になるということになると、そ

の負担を市民にかぶせるということもないとは

いえないわけですけれども、そういうふうにス

トーリーを描くか、そうではなく、そもそも自

治体というのはそこに暮らす市民や住民のもの

であって、市民・住民が自分たちの街づくり、

福祉のビジョンをどう作るか、その取り組みの

中でそれを実質的に遂行するのが地方自治体で

あると考えるかは、ストーリーの書き方の違い
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だと思います。

なぜそういうことが起きたかというと、私た

ち自身が中央集権というか国家に依存しすぎ

たからです。これは私の専門ではありません

が、素人的にいえば、結果としては日本の中

央集権というのはどこからスタートしたかと

いうと、織田信長あたりぐらいからでしょう。

国家を統一する。それまでは戦国時代という

ことであちこちに国々ができて、それなりの

自治なるものを持っていたわけです。秀吉の

時代になると刀狩りとか国家統制の道具がそ

ろっていたわけです。そのまま明治維新に突

入して今日になるということを考えますと、

自治体はなかったにしても実は自治というの

はあったのではないか。それを奪う、奪い返

すという戦いの中に、私たちの暮らしはある

のではないかと思います。

もちろん戦国時代に入る前には鎌倉時代もあ

りますが、ある意味では天皇家が武家集団に政

治を委託するという時代もあったかと思います。

しかし、その鎌倉時代の後半には、例えば山城

の国一揆など、いろいろとあるわけです。大阪

でいうと堺でしょうか。堺の自治都市は織田信

長に滅ぼされていきますが、そういう歴史的な

事実の中に、やはり地方は地方で政治を作るな

り、政（まつりごと）をするという時代もあっ

たのだと思います。

そういう意味でいくと、福祉は追いつけ、追

い越せ、福祉先進国に追いつくためにいろいろ

な整備をしていく。その過程で中央集権的な政

策の作り方、財政構造を持っていく必要があっ

たのだと思います。しかし今、求められている

のは、そのうえにどのように地方らしい福祉を

創っていくかということで、こういう時代の背

景の中で、地域福祉計画を考えるという認識を

持つかどうかだと思います。

（４）提案型市民活動の促進と計画行政の推進　

──住民提案・住民投票

先ほどＮＰＯのことを言いましたが、それを

地方自治あるいは住民自治というところまで下

ろして具体化しようと思うと、少なくとも提案

型の市民活動を促進させる必要があります。そ

ういうことを通じて計画行政を進めていきます。

行き着く先は、例えば住民提案、場合による

と住民投票です。そうなると議会との関係をど

うするのかということが問われますが、住民提

案とか住民投票というのは、必ずしもいつもプ

ラスのイメージではなく、マイナスもあるので

す。特にアメリカを見ていると、移民の統制、

排斥も住民提案でできていて、特にカリフォル

ニア州では州自体が移民を排斥する案を通して

いるわけです。

そういうことでいくと、市民・住民一人ひと

りがどれだけ人権意識や普遍的な市民意識を持

てるかどうかということにかかわってくると思

うのですが、そのことはともかく、そういう住

民提案や住民投票という仕組みを作るところま

でいくと、福祉の政策がかなり大きなインパク

トを持つのではないかと思います。

これは必ずしも地域福祉計画そのものにかか

わるわけではないのですが、そういう一つの流

れの中で見ると、福祉計画の策定に市民が参加

して、意見を述べ、ある形に合意形成していく。

これは住民提案、住民投票に代わる政治的行為

だと考えてもいいのではないかと思います。

（５）情報公開と情報開示、監査システム、オ

ンブズマン制度などの推進

結局、今までの中央集権的な福祉というのは、

一言で措置制度といったらいいかもしれません。

要するに、国が地方自治体にいろいろな形で信

託してやってもらうわけです。そういう意味で

は行政対行政の関係ですから、多少はお互いの
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緊張関係はあるかもしれませんが、信頼のもと

に政策が行われています。

ところが、今日の状況は、ある意味で福祉の

政策で立案されたものであっても、ものによっ

ては民間委託してしまって、必ずしも全幅の信

頼が置けるわけではありません。当然不正や不

公正やトラブルも起きてきます。

そうなってまいりますと、そういうことがら

について情報公開、情報提供、説明責任という

言い方もありますが、やはり、ガラス張りで透

明性が高いということが求められてきます。当

然その前提として監査システム、苦情処理、オ

ンブズマン制度というものが同時にないと、公

正性は担保できないという構造になってきてい

ます。

福祉の政策を行政が独占しないのだと決めれ

ば、民営化やアウトソーシングといったことに

なりますが、それは逆にいえば、行政がすべて

完璧に独占してできない時代になったというこ

とです。それが民間委託になると、民間がちゃ

んとやれているのかどうか、あらゆる手段で公

正性を担保する仕組みを作らなければならない。

そういうことを同時にしなくてはいけなくなっ

てきています。これが地域福祉計画の中に求め

られる別の流れの要素ではないかと思います。

（６）セーフティネットの構築と予防的・福祉

増進的インフォーマル・ネット

たくさんのことを言いましたが、最終的に地

域福祉というのは一体何をしようとしているの

でしょうか。今申し上げたのは、自治体の仕組

みなり、市民社会のレベルのネットワークの在

り方なり、あるいは行政を進めていくには単に

提供するだけではなくて、企画・立案から、そ

れがうまくいっているかのチェックの仕組みま

で含めてシステムを作りなさいということです。

これが地域福祉だというのは分かるけれども、

では、それは何のためにやっているのだという、

ここがなかなかわかりづらいところだと思いま

す。

それを無理やり一言でまとめると、一人ひと

りの暮らしの重層的なセーフティネットを作っ

ていこうということです。その一人ひとりの暮

らしのセーフティネットは、行政だけで全部完

成しませんし、専門家だけでも全部作れません。

行政も専門サービスも市民も住民もかかわり合

う中で、暮らしのセーフティネットはできるの

ではないかと考えていくわけです。

通常、社会保障でセーフティネットというと、

ほとんど生活保護と考えてもいいかもしれませ

ん。元はそうでしょうけれども、そういう意味

ではなくて、重層的にさまざまな市民や専門家

や行政がかかわっていく形を作り上げていく。

一人の市民、一人の住民という視点に立てば、

自分の暮らしを作っていく際には行政に支援を

してもらうこともありましょうし、地域の中で

声をかけてもらうこともありましょうし、ある

いは医者のような専門サービスにもつながって

いくでしょう。そういうものとして自分たちの

暮らしがあります。

今、そのネットがいろいろな意味で崩れてき

ています。虐待でいいますと、ひどい虐待ケー

スになるまでなかなか発見されず、発見したと

きにはほとんど手遅れです。むしろそこに至ら

ない状況を作り出していくとか、引きこもりを

なくすとかといったことは、行政だけではでき

ません。地域の人たちがボランタリーに助け合

ったり、ＮＰＯがかかわってくれたりという下

地があって、そこでなおかつこういう問題は高

齢者の虐待防止チームにお願いしなければいけ

ないとか、虐待防止の子供チームにお願いしな

ければならないということになるわけです。

そのチームだけ作っていて待っていても、ケ

ースは来るけれども本当に手がつけられないよ
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うな状態です。夫婦の関係の問題もありましょ

うし、精神的な問題もかかわってくるでしょう。

警察ざたなども絡んできますから、ある種の多

問題家族ということで登場したときにはもう遅

いのです。遅いと言ってはいけないかもしれま

せんが、そういう状態で出てきても、援助の効

果はかなり薄いのです。むしろそうならないた

めの予防的な、福祉増進的な取り組みを作って

おくことが、地域福祉の究極の目標であり、単

純にして永遠の課題なのではないかと思います。

それを少し別の言い方にすると、一人ひとり

のセーフティネットが、その人の暮らしの人間

関係で構成されるとするならば、専門機関や行

政サービスにつながるものが縦糸、住民の発見

機能や助け合い機能、見守り機能などが横糸で、

その縦糸と横糸をつないでいく仕事を組織的に

やっていこうというのが、地域福祉なのではな

いかと思います。

（７）地域ベースの福祉ワークシェアリング

（労働とボランティアの融合）

専門のレベルでいえば、人とのかかわりを有

償、無償も含めて作り上げていこうというのは、

福祉の分野に限定はされますが、ある種のワー

クシェアリングではないかと思います。もちろ

んこれは見方が変わると人員削減の話になって

しまいますが、行政だけが全部やっていた仕事

をＮＰＯにやってもらおうとか、ボランティア

にやってもらってもいいのではないかといった

ことで、労働とボランティアの融合のようなワ

ークシェアリングのしかたはできていないので、

これは全部行政の仕事、これはボランティア、

地域の仕事というように線を引いてしまってい

ます。しかし線を引くのではなくて、グレーゾ

ーンといいますか重なり合う部分をどんどん作

っていくというのは、、福祉のワークシェアリ

ングをやろうとしているのであって、それが

ネットワークづくりや専門職の連携などを指し

ているのではないかと思います。

この発想はどこから来ているかというと、ア

メリカの自治体です。特に市の職員数は日本の

自治体に比べると10分の１以下です。もちろん

業務がすごく限定されているということもあり

ます。日本的な発想でいうと、自治会で自分た

ちのタウンミーティングでいろいろとやる。で

もそれがなかなかできないから職員を雇うとい

うことになります。

例えば、その伝統はどういうところから来て

いるかというと、市長は選挙で選ばれるのです

が、助役は多くの場合、市長が指名するか全国

に公募するのです。シティ・マネジャーが欲し

い。財政に強いとか政策立案に強いとか、こう

いう経験のある人ということで応募するのです。

日本でも最近、時々実験的にやっている市町村

がありますが、日本的ルールになじまないので

うまくいっていない場合が多いです。

もちろん海外の自治体のようにしなさいと言

うつもりはありませんが、そこで見る光景は、

プロ集団として仕事をしているフルタイムの専

門家がいて、うまくできないので非常勤のパー

トタイムの専門職を引っ張り込んでくる。中に

は専門ボランティアが認められて自治体の庁舎

の中で働いているというものです。

同じことが、例えばシニアセンター、日本で

いうと老人福祉センターでも見られます。老人

福祉センターは、アメリカの場合ほとんど市の

直営です。市の建物ですが、運営しているのは

運営委員会で、みんなボランティアです。事務

をやっているのは職員ですが、実質的な運営は

自主管理のような状態になっています。ですか

ら、日本人的な感覚でいうと最初は奇異な感じ

がするのです。自治体の職員の中にフルタイム

の人もいればボランティアの人もいるし、入り

乱れています。
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日本もそういうイメージになりつつあるので

はないでしょうか。むしろそのほうが愛される

自治体になるのではないかとか、福祉の問題に

ついては、意図的にそういうものを作らないと

できないということもあるかもしれませんが、

そういう方向に向かっていっているのではない

かというのが、地域福祉のイメージです。

３．地域福祉の計画の特徴

そのように考えたうえで、地域福祉計画の特

徴だけをとらえて挙げたのが、以下の６点です。

地域福祉の性格と言ってもいいかもしれません

し、やらなければいけない課題ととらえてもい

いかもしれません。

（１）市町村総合計画（マスタープラン）と個

別福祉計画との中二階的存在

（吹き寄せ・吹きだまり計画か積み上げ・上乗

せ計画か）

一つは、地域福祉計画の位置づけというか、

居場所というか、今３プランというのでしょう

か。従来でいえば、高齢者保健福祉計画、障害

者計画、児童育成計画です。今はそれぞれ名前

が変化しているのですが、例えば老人保健福祉

は介護保険事業計画とある意味でセットという

か、非常に密接な関係の計画になっていますし、

児童育成は次世代育成支援計画という具合に、

少し対象が広がって計画が位置づけされなおし

ているという側面があります。

それぞれの計画によって特徴は違うにしても、

福祉の部分だけを取ってみると、お金がかなり

絡みます。学童保育所を増やすにしても、ある

いは増やさないで民間委託にするにしても、増

えるか減るかはともかく、やはりお金が絡みま

す。お金が絡みながら計画が作られて、ある意

味で目標値が設定されます。計画というイメー

ジは基本的にはそういうものです。都市計画も

そうです。広くいえば市のマスタープランでも、

市の財政事情を考えて、人口増を見なければ、

どれだけ税収があるかが分からない。要するに、

それを見て何年後にはどれぐらいの財源費用で

どんなことができそうだという形でお金と絡め

て目標値を考え、その結果として計画を描くと

いうのが、皆さんにはいちばんなじむ計画のイ

メージだと思います。

しかし、どうも地域福祉というのは、補助金

がまともについていないのです。それはもちろ

ん権利擁護事業や第三者評価事業など、若干の

メニュー的な補助金はありますが、地域福祉計

画自体を促進していくための費用および計画の

中に盛り込んでいく事業の補助金は、国のレベ

ルではないのです。幸いというか、大阪府には

コミュニティ・ソーシャルワーカーや、拠点整

備のための地域福祉の立ち上げ資金の補助など、

５年に限るといった期限付きですが、幾つかの

補助金があります。あるいは例のコミュニティ

ビジネスという、生活関連、福祉関係で新しく

事業を興すなら立ち上げ資金を100万程度提供

しましょう、そのＮＰＯを審査するためのイン

ターミディアリ（中間支援）組織を作りましょ

う、そのインターミディアリに対する補助金も

年間1000万程度提供しましょうといった、幾つ

かお金が絡むメニューを作って、それで市町村

に作っていただきましょうというスタイルに

なっていますが、実は地域福祉計画を支える都

道府県が作る支援計画を、まともに作っている

ところはほとんどありません。大阪府がいちば

ん進んでいるのではないかと思っています。

話を元に戻しまして、そういう３プランとは

違って、個別福祉計画と市町村が持っている総

合計画の間をつなぐものが地域福祉計画なので

はないでしょうか。これがなかなかつなげない

のです。これまで総合計画に携わられたかたも

いらっしゃるかもしれませんが、どこの自治体

の総合計画の福祉部門を見ても、そんなに変わ
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り映えしないのです。老人保健福祉計画に書か

れてあること、介護保険事業計画に書かれてあ

ること、障害者計画に書かれてあること、その

一部が入っているだけで、何の工夫も要らない

というのが実態ではないでしょうか。もちろん

努力しても一般会計から独自のお金をつけても

らえないのです。むしろ逆に、国から補助金が

来る、大阪府から補助金がもらえる、だから、

これにあと市町村自己負担を乗せればできます

よということで総合計画に乗せている、という

ものが多いのではないかと思います。

今まではそれで済みましたが、これからはあ

る意味でこの個別計画をリードしていくものが

必要になってきます。このリードしたものを総

合計画につないでいく。例えば今、介護保険の

ほうも地域包括支援センターを作ろうとか、地

域密着型事業者は選定を含めて市町村にお任せ

しようとか、このような動きが出てきました。

その中で、日常生活圏を設定してというように

サービスエリア設定をすることになってきます。

ではどのような原則で、どのような方法で設定

するのでしょうか。これまでは、高齢は高齢、

障害は障害、児童のほうは児童にまとめてやる

という形で、ちぐはぐにやってきていたのです。

総合計画で作ったブロックと老人福祉計画で

作ったブロックとが違うとか、もちろんそれは

それぞれの自治体の歴史があって、福祉のほう

はどちらかというと民生委員さんのブロックで

物事を考える。だから、それに合わせて校区社

協の支援をしましょう、デイサービスセンター

の配置もおおむねそれで考えましょうというこ

とだったわけです。それに対して、介護保険で

は社会福祉法人の立地などを考えてやりましょ

う。特に民間の事業については、エリアなど設

定せず、都道府県単位で動いていく。大阪市に

事務所があっても吹田市で事業展開してもいい。

もう規制するなということでやってきたわけで

す。一つの市町村を見ても、規制が強すぎると、

土地を提供して、社会福祉法人を作って老健施

設を作りますというのがいなくなるのではない

か。もっとフリーになったほうがいい。エリア

だとか日常生活圏などとは言わないでくれとい

うのが、今までの一般的な考え方だったと思い

ます。

しかし、本気で地域福祉計画を作ろうと思っ

たら、エリアのことについては地域福祉計画で

立てた方針を守ってくれというぐらい強いもの

がなければ、多分その自治体の中における地域

福祉計画の位置は弱いものになってしまいます。

そこまで踏み込むか、大体、社会福祉法第

107条に書いてある程度のことをやっておいた

らいいのではないかとか、反応はさまざまだと

思います。いろいろと自治体の事務局体制を見

ていると、地域福祉計画への取り組みの度合い

がよく分かります。その事務局を担当している

のが保健福祉総務のかただけとか、同じ福祉の

エリアでも介護保険事業部の人はだれも来ない

とか、かなり広いところでは男女参画や人権部

も来ているとかという具合に、実際見ていると

面白いです。市長さんがどんな思いでこれをや

っているかによって並ぶ陣容が全然違ってきま

す。当然、担当課の庁内における位置、発言力

が違ってきます。それこそ本当に頼み込んで来

てもらって事務局に座っていただいているとい

うところもあれば、積極的にみんなでかかわっ

ているところもあります。また皆さんのところ

はそれぞれ違うのでしょうけれども、そういう

ところでも見られるように、地域福祉計画とい

うのは中二階というか、ある意味では中途半端

に見えますが、そういう役割を期待されていま

す。吹き寄せ、吹きだまりの計画なのか、いろ

いろと個別計画を積み上げて上乗せをして全体

を取りまとめていく計画なのかということが問

われているわけです。
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（２）保健・医療・福祉の統合から隣接施策と

の連携・融合

（住宅・交通・通信・労働・教育・文化など）

二つめは、保健福祉の統合ということではい

ろいろとやっていらっしゃるのですが、医療は

独特な世界なので、医師会の意向を無視して何

もできません。こういうことは程度の差はあり

ますが、やはりできる範囲で何がやれるかとい

うことしかないかもしれません。

沖縄の浦添市が面白かったのです。医師会と

の話をいろいろとつけて、医師会として何かで

きないかということで、医療情報を一元化しよ

うとしました。どこの病院ではどんな科があっ

て何が強いとか、うちの病院はホテルみたいで

すよとか、そういうものもあるのですが、いち

ばんポイントは何かというと、市長と医師会が

共同宣言をしたのです。健康日本21（21世紀に

おける国民健康づくり運動）の取り組みもある

のですが、要するに成人病や生活習慣病をなく

そうということです。健康日本21はこういうも

のがメインだとは思うのですが、それだけでは

ちょっと妙味がないということで、成人病や生

活習慣病をなくすために１人３キロ体重減運動

をやろう、３キロやせようということです。要

するに肥満の人は３キロやせる。３キロやせる

ために積極的に協力してくれる病院は星印が三

つ、一つとか、そういうことから始めようとい

うことです。これは一つの取り組みです。

医療との関係は何もできないといっても、そ

ういうことだったらできるのです。それを市民

と一緒になってやっていこうということです。

３キロやせるにはスポーツもしなくてはいけな

いではないかということで、プロ野球のキャン

プ地になっているのですが、老朽化した県営野

球場を改装して、そこを使ってくれということ

です。野球場はキャンプのときは使っています

が、そうでないときは使っていないので、市民

に開放して、３キロ体重減量作戦の一つのプロ

グラムメニューにしました。ほかにもたくさん

あるのです。そういうものを市民と一緒に開発

していくという面白いことをしているのです。

つまり紋切り型に保健・医療・福祉の統合と

いうのではなくて、具体的に連携したり統合化

するということが、どういう政策に落とせるの

かということを考えなくてはいけないのではな

いでしょうか。いちばん手っ取り早いのは保

健・医療・福祉の総合相談窓口を作ろうという

ことで、これは府のプランにもワン・ストッ

プ・サービスで書いてあるのですが、そういう

ものも一つの取り組みかもしれませんし、もう

少し広げて、先ほどのワークシェアリングでは

ないですが、労働、教育、文化行政、あるいは

交通・通信等々、今、福祉というのはリングを

広げてものを考えなくてはいけないのではない

かと思います。そのとっかかりを作るのが、地

域福祉計画なのではないかと思います。

今まで福祉といったらもう保健福祉に任せて

あるので、意見が言えない。けれども、こう

あってほしいと、それぞれの部局でいろいろと

考えている人も多いと思います。そういう人に

参加してもらう場なのです。私は、基本的に地

域福祉計画がうまくいくか、いかないかという

のは、市町村職員の職員体制、参加度合いにか

かっているのではないかと思います。人員削減、

事業費の削減の厳しい状況にあって、日々職場

に行くのが息苦しくてつらい。しかもお金もつ

いていない地域福祉計画を作れと言われたら、

みんな大抵ひどいところに回されたと思うので

はないでしょうか。むしろお金がよく回ってい

る介護保険のほうに行きたいと思っているので

はないでしょうか。

それは総合計画もそうだと思います。人口は

減るわ、税収は減るわ、そこでどんな絵を描け

というのか。人口が増えて税収が高まってとい
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うのであれば、こんな建物を造ろうとか、立派

な道路を造ろうという絵も描けますが、どんど

ん減っていく中で夢があるプランを作るには、

なかなか工夫が要ります。

いわば自分たちの自治体自体をどう夢のある

街にしていくのか。そういう取り組みだと思い

ます。それを福祉という切り口から作っていこ

うと考えてもらったらいいのではないでしょう

か。同じ福祉といっても行政が金を使っている

のではなくて、ある意味で市民がいろいろと福

祉活動をする。そのことをお金のネタにする。

これはまた後で申し上げたいと思いますが、そ

のためのいろいろな連携・連合なのではないか

と思います。

（３）市民参加・住民参画の計画策定──はみ

出し・横だし計画

何度も同じことを言っていますが、三つめは、

市民活動・住民参加というものが出た計画とい

うことです。これがほかのところと少々違いま

す。市民活動や住民活動、住民運動というもの

も計画の内容なり目標として入れ込んでいくと

いうことは、今まででは考えられませんでした。

民間の活動は民間がやる。行政が作る地域福祉

計画と民間が作る住民福祉活動、地域福祉活動

計画を一本化してやる場合の話、分かち書きに

して二つずつ作って、それは一本のものですよ

というやり方もあります。さまざまだと思うの

ですが、市民活動、市民運動を行政が認知して

いくということを示したものです。これがほか

の計画と違うところかと思います。

（４）立案、実施、評価、監視のプロセスにお

よぶ市民・住民参加

（福祉政策と福祉活動の総合的システム設計）

その事業を立案して、実施して、評価して、

それがうまくできているかどうか監視して、そ

ういうものを市民・住民参加のもとで行ってい

こうという仕組みを作っていくのが四つめの課

題です。

（５）フローからストックの計画フレームづくり

（右肩上がりの補助金漬け行政から地域資産

を活用した創出行政）

五つめは、お金がないからと補助金や税金だ

けで財政を考えるのではなく、民家でもいいし、

商店街の空き店舗でもいいし、工場街の倉庫で

もいい、地域の中に残っている資源、地域の持

っている資産をいろいろと活用しようというア

イデアを集めてきて、それで実際にやっていく

のです。そういうスキマ行政を新しく作り出し

ていく。新しい建物、保健福祉センターを建設

するといったものではなくて、今あるものをこ

んなふうに変えれば、もっと小さな分散型の地

域のセンターができるという発想です。今ある

ストックを生かしていこうという行政の在り方

が、地域福祉にいちばんなじむのではないかと

思います。

（６）エリア計画、コミュニティ計画の重視

（ニーズ・問題発見の名人から資源発見・サ

ービス創出の達人へ）

六つめは、エリア計画・コミュニティ計画の

重視です。これは市町村の規模にもよりますが、

市民が参加しやすい計画というのはきめ細かく

行政施策が考えられています。つまり市民も自

分の意見が言いやすいサイズになっているので

す。あまりにもサイズが大きいと、特定の人し

か意見を言えないので、ふだん着で意見が言え

る場をたくさん作っていくということが大事だ

と思います。

もちろん今までのスタンスでいけば、住民も

行政には要求するものだと思っていて、自分が

何かやるとかアイデアを出して一緒になって考
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えるということを考えている人はほんの少数だ

と思います。

地域福祉計画で必要なのは、場なのです。本

当は自分もそういうものを作ることにかかわっ

てみたい、こんなアイデアがあるとか、地域に

こんな民家があるけれども市が活用してくれた

ら私は提供したいという人もいます。定年退職

して団塊の世代がちまたに出てくるわけですが、

会社人間でやってきたのだけれども、何か世の

中のためになることをやりたい、地域のために

なることをやりたい、しかし、どこにどう言っ

ていいか分からない、そういうエネルギーが余

っています。そういうものを引き出してつなご

うと思ったら、できるだけ参加しやすい場をた

くさん作って、そこでやってくださいというこ

とを積み上げていくことが地域全体の福祉のパ

ワーアップなる。そのように考えられると思い

ます。

そういう点で見ますと、これまで、私を含め

て福祉の人間は、とにかく問題発見をするのは

うまいのです。ここに問題がある、行政はこう

いうところが問題だ、民間はこういうところが

問題だ、地域の役員はここが問題だと、問題ば

かり言うわけです。ところが、「では解決法

は？」といったら「いやいや、問題が多い」と、

先に進まないわけです。むしろ逆なのではない

か。こういう資源がある。これをちょっと工夫

すればサービスになる。そういう新しいものを

生み出していく資源探しの達人を増やさなけれ

ばいけません。

今、ピアヘルパー、つまり同じ障害を持った

人が障害者のヘルパーになるとか、ピアカウン

セラーもそうでしょう。これは大阪では少ない

でしょうけれども、登録ヘルパーがなかなか行

かないような地域、奥深い山の上にはヘルパー

さんは来てくれません。そこで、集落の人全部

に登録ヘルパーになってもらうようにヘルパー

講習会を受けてもらい、お互いがお互いを見る

ようにして、若干報酬は出るようにする。そう

いう工夫を山口県ではしています。ヘルパーを

どこかで養成して、そこまで行かなくてはいけ

ないというのではなくて、その集落どうしで助

け合ってもらう。ただ、助け合ってもらうとい

うことではやってもらえないので、仕事もない

し、では登録ヘルパーで登録していただいて、

ご近所さんが助け合う。ものは考えようなので

す。

そういう資源探しの達人というのでしょうか、

これが地域福祉計画が求めているものではない

かというのが、前半でお話をしたかったことです。

４．地域福祉推進における住民参加

地域福祉計画をすでに作られたところについ

ては、振り返っていただいて、次回の見直しや

改定のときにどうするかということで聞いてい

ただければいいのではないかと思います。

（１）地域福祉計画と住民参加（地域福祉計画

における住民参加の位置づけ）

地域福祉計画は、地域福祉なるいろいろな施

策やメニューを盛り込んで作っていこうとする

わけですが、その一つのポイントは、市民にち

ゃんと参加してもらって意見を取り込んでいこ

うということです。

なぜそうするかというと、計画を作ったあと市

民に動いてもらわなければいけないからです。今

までであれば行政が全部用意して、チェックして

もらうために市民参加してもらって市民の意見を

聞くという側面もありました。しかし、地域福

祉計画が根本的に違うのは、これからの福祉は

住民とともに担っていこうということです。

あちこちで市民公募ということでやられてい

ると思います。市民公募されてよかったと思う

ところと、あれは何か形だけだった、苦労した

とか、何か苦々しい思いと後味の悪さだけ残っ
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た市民公募なら、やらないほうがいいというと

ころもあります。

なぜそういうことが起きるかというと、市民

公募して来た市民が、市民を代表して自分はそ

こにいるのだという意識が薄いからです。もち

ろん担保がない。逆は、団体代表というのは、

確かに市民を代表しているのですが、その団体

の代表で来ているのかというとどうもそうでも

ない。一応名誉的には団体の代表をやっている

けれども、委員会で議論したこと、ワークショ

ップでやったことを、自分の所属団体に下ろし

ているかというと全然知らない、下ろしてもい

ない。ここが問題なのです。そこをどう突破し

ていくかです。

もうすでに策定されているところは苦しいか

もしれませんが、やはりいちばん意見を言って

くれる人、ナンバー２、ナンバー３、次のトッ

プになる人、そういう人は上にトップがいたら

なかなか意見が言えませんが、でも意見を持っ

ているのです。だから、むしろ次のリーダーに

なる人にターゲットを合わせて委員になっても

らうとか、出番をたくさん作るのです。そうい

うことが、それから作っていったあとの施策を

進めるうえで助かるわけです。動かないトップ

を持ってきても一応承諾したという文書はでき

ます。でも、文書を作るだけでは何も動きませ

ん。動かすためには何をしなければいけないの

か。つまり計画を作るというのは、策定委員会

の段階からもう始まっているのです。

市民公募もそうです。最近は多少周知されて

きたので大変なところは少なくなってきたかも

しれませんが、当初は市民公募の枠二つを空け

たら、来たのがたった２人だったとか、選びよ

うがありません。

これからは市民公募で応募されてきた人を、

例えばポスト二つのところに10人来て、８人の

かたはモニターとしてずっとかかわってもらう

ような工夫が要ります。なかなか地域福祉に関

心を持ってくれる人はいませんので、せっかく

関心を持って応募しようと思ってくれた人を取

り込んで、また意見を言ってくださいというこ

とで、民間モニターでも、ネットモニターでも、

メーリングリストでも、何でもいいので、その

中にちゃんと入れて認めるだけでも、随分違う

と思います。

（２）住民参加の手法

つまり策定委員会というのは限られた人数し

か委嘱できないのです。けれども、それ以外の

組織は幾らでも作ろうと思ったら作れるのです。

ただ、事務局の覚悟が要ります。作れば作るほ

どお世話しないといけないとなると、もうパン

ク状態になります。できれば、できたグループ

が自立して動けるようにして、まとまった意見

を策定委員会や策定委員会の下部組織に持って

きてもらう。そこにちゃんと持ってくれば上に

上げますよという仕組みにしていくのです。

そういう策定委員会以外のワーキンググルー

プをたくさん作るというのは、ある程度覚悟が

要るのです。それはどういうことかというと、

いろいろな意見が出ても、とりあえず受けます

よという姿勢が要ります。そこのところで多く

の市役所の人たちは、いろいろと意見が出てき

てどうするのだ、困るではないかと二の足を踏

むわけですが、それでもいいのです。どんどん

言ってもらうことが大事なのです。

ただ、ポイントは、いろいろと意見を言って

もらったことを放置してはいけないということ

です。とりあえず言われたことを丁寧に集めて、

意見集を作るのです。これは何かというと、今

までの役所と違うなと思わせることになります。

今までの役人はいろいろと言ったけれども聞い

ているのか聞いていないのか分からない。言っ

ても無駄だ。また同じことになるのではないか。



第１部 

31

大抵みんなそう思いながら来て言うのです。け

れども、しっかりそこで言われたことを意見集

として残せば、ちょっと違うなということにな

ります。

ただ、意見集に残したことが全部政策に反映

するかというとしません。それはもちろん「今

の市政にとってやれそうなことはこれこれで

す」「こういうものは取り上げさせてもらいま

した」「計画の中のここに盛り込まれています」

と説明はします。「この意見については大事な

ことだけれども、今の財政事情からいうと時間

がかかりますよ」と言う具合に、やらないと言

うわけではない。時間がかかる。私が担当して

いるかどうか分からないけれども、でもそれは

次の担当者がこれを見て、考える材料にするこ

とはできます。意見集とはそういうものなので

す。そういうことを丁寧にやっていくというこ

とだけで、だいぶ違うのです。

その次は何が大事かというと、意見の中に施

策に結びつくようなアイデアが欲しい。

行政の持っているカード、市民の持っている

カード、財産を持っている人の提供、それを組

み合わせるのですよ。だから、行政ができるの

はお墨付きを与えること。住民がやっているこ

とはみんな市民に知らしめること。できれば年

度末予算で幾らか余ったものを、何か形を変え

て、行政ができるような、では机の一つ、テー

ブルの一つ買ってあげようとか、一生懸命やっ

ている市民の喜びはこれだけでも違うのです。

アイデアを募るような、そういう意味の参加

を作っていくということが、計画をしていくう

えで非常に重要なポイントではないかというこ

とを最初に申し上げます。そういう行政のかか

わり方を勉強するのが地域福祉計画の策定委員

会やワーキンググループではないかと思います。

その手法は、何も委員会だけではなくて、ワ

ーキンググループもあればワークショップもあ

るし、フォーラムをやってもいいし、シンポジ

ウムをやってもいいし、そういうイベント的な

ものをやって、情報公開します。この情報公開

は嫌々やる情報公開ではなくて、楽しんでやる

情報公開です。

普通、情報公開というと、自分たちがやって

いる情報をそのまま出してしまうでしょう。財

務表は出さないと思いますが、例えば過去の執

行した予算をそのまま出しても市民は分かりま

せん。分からないものは見ません。でも、本当

にそれで意見をもらおうと思ったら、まとめて

棒グラフにするとか、どれだけ財政が厳しくな

っているか、それを出すほうがもっと意識づけ

になるでしょう。そうなのか、こんなふうにお

金がなくなっているのか。そんなことをしよう

と思ったら努力が要るではないですか。生デー

タをそのまま出すのではなくて、加工して出さ

なければいけません。それだけ手間ひまかかる

のです。

情報公開といっても、公開することによって

嫌々やっているのか、それをすることによって

何かを引き出そうとしているのか、その辺の違

いだと思います。せっかく公開するのだったら、

もっと関心を持ってもらって、参加意欲をそそ

るような、ではちょっと努力しようか、こんな

ものを出しても分からないなとか、こういう情

報公開も参加の場、参加の手法だと考えること

が大事だと思います。

あとはメール、ホームページ、よくあるニュ

ースレターなどを、わざわざ作るわけです。手

書きのガリ版か、手書きは今ないかもしれませ

んが、普通のＡ４の紙でもいいです。「計画策

定ニュース」を作って、それを公募委員に配っ

てもらうとか、ただ意見を言うだけではなくて、

汗をかいてもらうとか、そういうことを一体と

なってやっていくということが大事だと思いま

す。これが二つめに言いたかったことです。
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（３）職員参加と住民としての職員

三つめは職員参加です。この計画は何のため

にやっているかというと、職員の意識改革なの

です。自治体職員をやってよかったなというや

りがいというのは、市民が喜んでくれた、自分

の仕事によって市民が元気になってきた、そう

いう職場にしたいということに尽きるのではな

いかと思います。

基本的に考えると、福祉の仕事は人の不幸の

上に成り立っています。そういう人がいなけれ

ば私たちは仕事が成り立たないわけです。そう

考えればありがたいお客さんです。お客様を楽

しませなくてどうするのだというのが、私の持

論です。ただ、税金を払っている株主さんがす

ぐ「うん」と言ってくれるかどうか分かりませ

んから、株主さんを説得するのがちょっと大変

です。というわけで、職員がこういう自治にか

かわる、福祉を通じてまちづくり意識を持つ、

そういう職場にしていく、そのきっかけだと思

います。

宮崎県都城市は早くから地域福祉を作ってい

ます。何回かヒアリングをさせてもらって思っ

たのですが、どの地区の住民集会のワークショ

ップに行っても、１人だけ職員が入っているの

です。その職員は担当課ではないのです。住民

票の窓口にいる職員だったり、教育委員会にい

たり、下水道の職員だったり、とにかくそこに

住んでいる職員、そこの住民でもあるのですが、

それを引っ張り出して、住民の立場もあるのだ

けれども都城市の職員でもあるという人を配置

しています。

なぜそういうことができたかというと、職員

が手を挙げるのです。大阪では考えられないと

思います。いろいろと聞いてみると、要するに

都城市の何十年もわたる政策の方針として、市

役所の職員は都城市を経営するような立場にな

って仕事をしてほしいという姿勢をずっと貫い

てきました。そういう発想なので、他市から都

城市の職員になっていただいても、住民になっ

て住んでいただくのです。そういう人をちゃん

と登用するのです。だから、助役から課長職ま

で、全部住民なのです。よそに住んでいる人も

いますが、そういう人は専門職のような人でな

かなか管理職にはならない。これも一つの見識

だと思います。

自治体に勤めれば20年、30年いるわけでしょ

う。そこが職場になるわけだし、その街をどう

するのかという心意気というか、そういうもの

がないとこの計画は進まないのではないかと思

います。

私も計画のお手伝いをするときに、学識とい

ってもただの応援団にしかすぎないわけです。

むしろそれを変えていくのは職員です。これが

三つめです。

（４）情報公開とＩＴ（情報技術）化

四つめは、何といっても情報公開、それを使

う技術です。参加といってもやればやるほど事

務職員の事務が増えます。データを作るにして

も、ワークショップをやってみるにも、コンサ

ルタント任せにできるわけでもなし、土曜日、

日曜日も出勤しなくてはいけないとか、住民と

おつきあいをしようと思えば、やはりやればや

るほど仕事が増えて、非常に苦しい状態になっ

ていきます。

そのためには今言ったＩＴ技術を使うのです。

これも考えようですが、何も全部自分たちがや

るとか、情報会社に丸投げするのではなくて、

学生さんを使えばいいと思います。今、大学は

どこでもほとんどコンピュータを入れています

し、パソコンがない自治体もないと思います。

情報にちょっと心得のある人はすごくやりたが

ります。

かくいう私も情報はだめだから、学生を見
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繕って、ホームページやメーリングリストを作

るといったことは全部任せてしまっています。

僕はボタンを５回ぐらい押すだけで、こういう

ことをしたいのだということで、５回押したら

画面がぱっと立ち上がるようにしてくれとか言

うわけです。そういう人はすごいのです。技術

を競うというか、そういうことが好きなのでし

ょうね。「こんな絵が欲しいな」と言ったら、

あちこちから引っ張ってきてちゃんと作ります。

みんなは僕ができると思っていますが、僕は全

然できないのです。困ったら学生をいつも呼ん

で「何とかしろ」ということで、全くただとい

うわけにはいきませんので、一杯だけ飲まさな

ければいませんけれども。

市民の中にもそういうことが得意な人もいま

す。団塊の世代を活用するというのがあるでし

ょう。パソコンを練習しても自分のことで使う

のではすぐに飽きがくるのです。メールをやっ

た、楽しい、でも長続きしません。人のために

役に立ちたいというのもあるのです。公民館で

コンピュータの学習をして、ワードとかエクセ

ルをやって、ではそれをこういう地域の施策に

生かしませんかと言うと、たくさん来ます。

「こういう画面を作って」と言えば一生懸命作

ります。一言で「あなたが作ってくれてよかっ

た」と、これだけでどんどんやってくれます。

そういう人材の活用のしかたがあります。

情報システムをやろうと思ったら大層に考え

てしまうのですが、中身はソフトでしょう。光

ファイバーを引いて、ハブがどうだだとか言わ

れたら分かりません。それは専門家に任せなけ

ればしかたがありません。でもそういう基盤を

整備して、使いきれないと意味がないわけです。

使いきれる中身を作るのは我々ですが、その仕

組みをソフトで作ってもらうことは、ボランテ

ィアでもできます。個人情報の問題もあります

が、そういうことです。

（５）行政職員、社協役職員の意識改革

これはどこも苦しんでいるところですが、行

政職員と社協職員の意識改革です。地域福祉と

いえば、社協は老舗です。ＮＰＯが出てきてい

ますが、地域福祉でいえば、やはり社協自体が

変わってもらわないと、地域福祉はなかなか進

みません。従来どおりの古い体質の住民だけで

はなくて、新しい人も含めて社協が包み込むよ

うな組織に変わっていかないとだめだと思いま

す。

そういう点では組織のしかたも従来の地域密

着型組織をどう活性化させるかということと、

地域の中に埋もれたり、地域から外れて動いて

いるのですが、ＮＰＯやボランティアグループ

で動いている人も組織化して地域とつなげてい

くか。この二つが要るのです。ですから、旧い

地付きの住民から新しく町にやってきた層、そ

ういう人の出会いを作ることが大事なのではな

いかと思います。それがいちばん言いたかった

ことです。

５．地域福祉計画の検討を要する課題

地域福祉計画はいろいろと課題を持っていま

す。その課題についてどんなことを考えておか

なければいけないかということを、８点に分け

て挙げています。この８点は、どう工夫するか

という課題でもあるわけです。

（１）財源裏づけのない計画策定（自治事務扱い）

一つは、財源裏づけがない計画だということ

です。補助金がついていないからやりにくいと

いう側面もありますが、補助金がついていない

からやりやすい、自由に動けます。基本的な考

え方は、民間人も出入り自由だし、福祉課以外

の課に来てもらうのも自由だし、自治事務扱い

と書いていますが、どういう自治体にしていく

のかということを描くことができるということ
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があります。セクションに分けた財源は全部地

域福祉のお金だと思えばまた発想が違ってきま

す。

（２）公私協働の計画の可能性（行政責任の解

釈、民間の計画能力）

二つめは、公私協働の計画を作ろうというも

のです。そうなると、今までの行政責任の考え

方や民間の計画能力が問題になってきます。

民間の計画ということであれば、活動計画に

なります。今まで活動は、単年度で今年はどう

いう事業計画、行動計画をするかというのはあ

りますが、３年５年以上の長期で自分たちの活

動を計画的に考えているところはあまりありま

せん。つまりそういうくせを身につけるのです。

地域の中では、後継者がいない、活動拠点が

ない、財源がない、中でも大きな一つの問題で、

人材がいない、跡継ぎがいないということがあ

ります。長期的に後継者をどう育てていくのか

ということを考えていないわけです。むしろ行

動計画はそういうことなのです。５年先に自分

は会長を降りるかもしれない。ではナンバー２

をどう育てていくか、そのための活動は何か、

自治会としてはどういうことをしなければいけ

ないかという民間もやはり長期的に継続的に考

える必要性があります。

行政も金がない、金がないと何もできないで

はなくて、行政責任の取り方はいろいろとある

のではないかと思います。きちんとした情報を

届ける。このようないいことをやってほしいと

いうのを他市から例を引いてきて、それを市民

に伝える。あるいはやっていることを行政とし

て認める。金は出さないかもしれませんが、こ

ういうことをやっているということをちゃんと

広報で伝えたり、行政のイベントに引っ張り出

してくる。こういうことも行政がきちんとやっ

ていく責任のうちだと思います。

住民が株主だとすると、株主にとっていろい

ろといいこと、他市の情報を取ってくる。もっ

といえば他の市町村に下りる特別補助金をわが

市に引っ張ってくる。いい活動をモデル事業に

してもらってお金を引っ張ってくる。これから

の市町村の福祉担当職員は全国に目を向けて、

どこに助成金があるか、そういうことを目ざと

く取ってくることです。全国にばらまくほどで

はない、ファンドがあってどうしようかと思っ

ているところに、ぱっと手を挙げるわけです。

そういうことをしようと思ったら、どうもあそ

こは持っているらしいとか情報が要るわけです。

そのときにただでもらうわけにいきませんから、

「うちにはこういういい活動をしているモデル

があります」と応募すると出しやすいですね。

自治体もある意味では会社のようなものです

から、今までは公平に満遍なくお金が来るのを

待っていましたが、もうそういう時代ではなく

なっています。目ざとく呼び込む能力のある自

治体は面白い事業ができます。そういうことで

いくと枚方市は特区を取ってきたりいろいろと

創意工夫をしています。そういうことが大事だ

と思います。そういう意味では、行政の責任の

取り方ももっと多様であっていいのではないか

と思います。

（３）数値目標の設定と計画評価の可能性（質

的内容、市民活動の評価法？）

三つめはよく出てくる数値目標です。これは

質的なものが多いから地域福祉計画では基本的

に難しいです。もちろん数値目標を作る努力は

する必要はあります。無理やり置いても意味が

ないと思います。例えば今5000人いるボランテ

ィアを来年度は7000人するとか、５年先には３

万人にする。そういうものはある程度立てられ

るかもしれませんが、ではその３万人のボラン

ティアの質はどうなのかというと、「１回だけ
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のボランティア登録をしています」とか、無理

して数値目標を取る必要があるのか、ちょっと

問題が多いです。

もう少し工夫して、ではボランティアグルー

プが幾つできたかというようにすれば、もう少

し実質的にとらえることができるのではないで

しょうか。グループといっても形骸化したグル

ープもあるかもしれませんが、何らかの意味で

まとまってやろうという一つの意思の表れです。

今年はわが市にはボランティアグループが50し

かなかったけれども来年は60にしようとか、そ

のボランティアグループをもう少し落とし込ん

でいったら、それが活躍する拠点を何個作ろう

とか、１拠点にはボランティアグループが最低

20集まれるキャパシティを持たせたものにしよ

うとか、そういうものを下ろしてくると今度は

またお金の問題にまで下りてくるかもしれませ

んが、そのように臨機応変に考えていくという

ことが重要です。

地域イベントを今年１回しかないから来年は

３回にしようとか幾ら言っても、数だけでどう

なのかという話です。ではそこに参加した人数

が増えたけれども、動員をかけただけとか、ど

れだけの意味があるかということになりますか

ら、数値目標を作るということは重要ですが、

それをどう評価するかということが大事なので

はないかと思います。

（４）情報公開の効果測定（策定委員の位置づ

け、議会との関係、市民代表性）

四つめは、情報公開の効果測定です。情報公

開したけれども一体それが本当に意味があった

かどうかということです。市民代表性があるの

かどうかとか、情報公開して、最近はクレーム

をつける人は少ないですが、議会との関係でど

うなのかとか、策定委員会が情報をちゃんと提

供しない、自分だけが独占しようとするとか、

策定委員だからもっと広くそこで知りえた情報

を通じて、みんなの意見を集約していくという

こともしてほしいのですが、なかなかしてもら

えていない。情報公開の効果測定はちゃんとや

られているわけではありません。

（５）計画内容の総合性（縦割り行政、縦割り

市民活動を越えられるか）

五つめは、縦割り市民活動を越える手段、そ

れがなければ縦割り行政を越えられません。

（６）自治体規模の課題（都市のエリア、対象

ごとのエリア設定）

六つめは、エリア設定のことです。

（７）市町村合併と地域福祉計画の考え方（地域

アイデンティティと福祉コミュニティ保存）

合併については一応大きな嵐がありました。

もう台風が過ぎて、熱が引いてきたかもしれま

せんが、広域的な行政の在り方を常に考えてい

かなければいけない。そのことはいつも地域の

アイデンティティや福祉コミュニティを残すと

いうことが重要であり、広域行政を進めるには、

逆にその基礎となる単位、エリアをちゃんと作

っていくことが重要です。分権論でいえば、地

域内分権を進めていくということがないと、広

域化でいちばん不利益を被るのは、ほとんどが

福祉の対象になる人たち、高齢者や障害者で車

など交通手段がない人たちです。

（８）市町村自治体への福祉専門官（福祉計画

プランナーの配置）

八つめがこれから大事だと思います。皆さん

がそうなるかどうか分かりませんが、これから

は自治体単位で創意工夫して福祉政策を作って

いかなければいけません。もちろん、国、大阪

府から補助金をどう取ってくるかという才覚も
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含めて、プランニングできる人、能力が要りま

す。そういう現場と計画部門をつなぐような福

祉専門官のような役割です。

残念ながら今までの福祉職採用では、計画で

いうトレーニングは受けていませんから、そう

いうポジションに配置してもらえないのです。

これからは意図的にそういうところに就くよう

に、現場にいても、そういう才能がありそうな、

可能性のありそうな人を育てていくということ

が大事かと思います。

例えば、神戸市が30年近く前に「神戸市福祉

条例」を作りました。市民調査委員会なるもの

を作って、そこは福祉の計画部門なのです。当

初は、ほとんど総計など本来の職務をやってい

た人が計画ポジションを占めていたのです。片

方では神戸市では福祉職採用の福祉職の人はそ

の計画部門に就いたことがなかったのです。で

も10年ぐらい前から変わってきて、福祉職で入

って計画担当する職員が出てきました。そうい

うことが大事なのです。何も福祉職ばかりでは

いけないということではなくて、現場のことも

分かり、全体のコストパフォーマンスも分かる

ような職員がこれから行政には必要なのではな

いかと思います。

そういう意味でいうと、そういう専門官的な

人を置く。極端にいえば、国にも専門官があり

ますが、それらしき人を置いて、常に福祉政策

の方向性を位置づけてくれるような役割を持つ

人がこれから必要になるのでないか。それを計

画策定を通じて身につけていくということです。

６．今後の地域福祉の展望をデッサンする

いろいろと言いましたが、今後の地域福祉を

デッサンするときに何が課題かということで、

もう何回も言いましたので、まとめということ

にします。

（１）専門家・行政職員と受益者・住民の出会

いの場作り

今日を通じて何をいちばん言いたかったかと

いうと、専門家と行政職員と受益者・住民が出

会う場を作る。計画づくりというのはその一つ

の試みだということです。これが最初に言った

受益者、供益者を超えて一つの存在としてお互

いを見ていこうということの一つの方向性を示

す柱だと思います。

（２）官公私民の寄り合うプラットホームとラ

ウンドテーブル

二つめは、官公私民です。官庁なのか、公共

なのか、私なのか、民間なのか、分かりません

が、官公私民が寄り合って作るプラットホーム、

あるいはラウンドテーブルです。民間だ、公だ

というのではなく、それこそ一つの自治体の構

成団体としてお互いに意見を出し合うというこ

とが重要になります。

（３）イノベーション（改革）とトリアージ

（triage選択）の行政

三つめは、イノベーションとトリアージです。

イノベーションというのは常に新しく改革して

いく。満遍なくお金があるときにはどんどん拡

張していけばいいのですが、お金がないと、新

しいことをやろうと思ったらスクラップ・アン

ド・ビルドだと思います。無駄なことはやめる

けれども、カットして終わりではなくて、形を

変えて次の新しい提案をしてくる。そうでない

と多分財政当局にお金の交渉はできないと思い

ます。

大阪府がコミュニティ・ソーシャルワーカー

や、福祉ＮＰＯ支援、あるいは自治体を生かす

計画支援という事業をやっているのですが、結

局はカットされた補助金のリニューアルなので

す。要するにスクラップ・アンド・ビルドです。
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そうでもしない限りは大阪府の財政は火の車で

すから、よくつけたなと思います。それはやは

り説得力です。これをやめる代わりにこれをし

たい。このときに、市町村にとってみたらコミ

ュニティ・ソーシャルワーカーは５年間だけで

はないか、６年めはどうするのか、また自治体

に負担させるつもりだろう、そんなものは受け

入れるか、となります。

でも、この事業はこれからのお金のつき方を

象徴しているのです。そのようにやらないとお

金が取れない。取ったら評価もなしに永遠に行

くのかという話になりますから、必ず本当に効

果があったのかどうか評価は要ります。効果が

ないところまで金は出せませんよという時代で

しょう。行政評価や事業評価、どこだってそう

です。大学も大変ですから。自己評価、研究評

価、教育評価とか、書類を頻繁に書いています。

それが全体に大学評価といって、それで何かお

金が増えるかというと全然増えないのです。人

も増えないし、もう大変な時代です。ちょっと

愚痴を言ってしまいました。

それはいいとして、そのように変わってきて

います。先の話は分かりません。コミュニテ

ィ・ソーシャルワーカーで５年やった。でも取

ったけれども何もやっていない。何も変わって

いないところに次のお金を出せません。５年で

きっちり成果を出してくれた。そういうところ

にもう５年やってほしい。これがこれからの行

政の補助金の在り方です。今まで既得権でずっ

とやってきたから、こういうものだと思ってい

る。もうそうではないところまで来ているとい

うことです。

そういう点では自治体行政だって民間にお金

を出すときに、出したら投げっぱなしではなく

てきちっと評価をしなければならないのです。

あるところで、民間に出しているお金を総ざら

いで調べたら、80％がお金は出しているけれど

も事業報告書がないのです。自治会に出してい

るお金とか、議員さんを通じて下ろしてもらっ

たりするものや、会館の管理運営を含めて、会

館だって何回使ったぐらい報告書があってもい

いのですが、そういうものもないのです。これ

は普通の会社の感覚でいうと大問題です。背任

行為に等しいと言われるでしょう。そう考える

と、公金である以上、これだけのお金を投資し

てどんなことをやっていただきました、これだ

け成果が上がりました、だから続けてお金をく

ださいというような、そういう仕組みに変えて

いかなければいけません。

コミュニティ・ソーシャルワーカーの取り組

みというのは、そういう実験だと思います。し

かもコミュニティ・ソーシャルワーカーは何を

するのかというと、かかわった人間が言うのも

何ですが、非常に曖昧模糊としています。でも、

曖昧模糊としているから自治体で創意工夫がで

きるわけです。これを確定して、これでなけれ

ばいけないということを出してしまったら市町

村の工夫の余地がない。面白みがない。そうい

う中身も含めてそれがどうだったかという評価

できるようなものを出していくようなものがイ

ノベーションだと思います。

トリアージというのは震災で言われたことな

のですが、優先順位もつくし、限られたお金を

有効に使おうと思ったら、本当に有効に使って

くれるところにしか出せない。やらなくてもい

いところにばらまかない。ばらまき福祉と非難

を浴びていますが、メリハリをつけたお金の使

い方、メリハリのついた仕事のしかた、そうい

うことがこれから地域では大変大事になります。

（４）ボーダレスとオーバーラッピングの福祉

行政・福祉活動

四つめは、ボーダレスとオーバーラッピング

です。すき間を埋めていくような、縦割りで限
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られた予算の中だけでやっていると何もできな

いのですが、それぞれの課がジョイントすれば

いろいろとできるわけです。そういう工夫が重

要なのではないかと思います。

（５）福祉のまちづくり、福祉でまちづくりの

時代へ

五つめは、よく言われることですが、福祉の

まちづくりよりも福祉でまちづくり。福祉を素

材にして事業を興したり、取り組みをやったり

する。こういうことが大事なのではないかとい

うことです。

ご存じのかたも多いかもしれませんが、北海

道の浦河町は精神障害者の取り組みをやってい

ます。なんと浦河町の「べてるの家」というの

は、自分たちで有限会社を作って昆布の通信販

売をやって、年間１億円ぐらい稼いでいます。

その有限会社は社長も社員もみんな精神障害者

です。２年前には精神障害者の理事長、精神障

害者の施設長による社会福祉法人を作ってしま

いました。そういうところもあるのです。福祉

でまちづくりをやっているわけです。

浦河町というのは過疎地で、商店街もシャッ

ター通り化しかかっているのですが、「べてる

の家」は商店街を買い取って福祉の店にしてし

まったり、商店街の大株主になりつつあります。

昆布を売っているのはまだそう大した話ではな

いですが、すごいのは病気を売っていることで

す。体験研究会を作って、自分たちの体験を本

にして全国販売しているのです。幻聴と仲よく

する方法とか、本を読んだだけでは分からない

と言って、「私はこんなふうに見えるのです」

とかと言ってビデオを撮っています。それを全

国の精神障害関係者が買うらしいのです。「べ

てるの家」では、それを精神障害者の社会復帰

ではなくて社会進出ですといっています。それ

を実際にやっているから笑えないのですが、こ

れなどは福祉でまちづくりというか、福祉でビ

ジネスというか、徹底しています。なかなかそ

ういう発想は今までありませんでした。そうい

うことが大事なのです。

そういう意味では、福祉課題というのはある

意味で国民課題になってきています。行政にお

任せ、専門家にお任せという時代ではありませ

ん。まさに隣近所で起こるような問題を生活に

組み込んでいく。そういう時代なのではないか

と思います。高齢者は特にそうでしょう。お金

を持っておられるし、それを使いたいという人

もいるわけで、使いやすいようにしてあげると

いうのも福祉の仕事だと思います。そういう素

材は幾らでもあろうかと思います。

ということで、これからの地域福祉を考えて

いく、住民の視点に立ったということはどうい

うことなのかということで話をさせていただき

ました。
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１．はじめに

私はこの５年間ぐらい、高齢者分野では宅老

所の実践を地域福祉の観点から注目してきまし

た。それが、いよいよ今度の介護保険事業計画

では制度化されます。今日は、そのことの意味

合いや、なぜ課題にするのかというところを話

させていただこうと思っています。

２．地域福祉計画と地域福祉資源開発

（１）地域福祉の目標

「住み慣れた場でその人らしく暮らせる地域

社会の仕組みづくり」「みんなが幸せに生きる

地域づくり」、多分、皆さんのところの地域福

祉計画でもこのような目標を立てますが、これ

では抽象的でわかりづらいですね。ですから、

地域福祉計画を推進する担当者は、漠然として

何をしたらいいかが分かりにくいというのが現

実ではないでしょうか。ところが、この目標は

非常にシビアで、まだ実現されていない課題な

のです。要するに、住み慣れた場でというのは、

生活してきた場です。そのなかで自己実現をで

きる暮らしを保障していく社会とその仕組みづ

くりということですが、果たして、重度の障害

を持っている人に対して皆さんの自治体でそれ

が実現できているのかというと、どうでしょう

か。地域福祉計画というのは、そういう意味で

は非常にシビアな、このような課題を政策実現

していく計画なのです。

簡単にいえば、個人に対する地域自立生活支

援と、その人たちが社会関係や地域関係を豊か

に持ちながら暮らしていくという意味で地域そ

のものを再生していくという地域支援、この地

域自立生活支援と地域支援の統合形態をいかに

つくっていくかということが地域福祉の課題で

あり、計画の目標になるということです。

2000年以降の社会福祉政策は、社会福祉法の

なかで社会福祉を地域における福祉、すなわち

地域福祉として進めていくということが明記さ

れているわけですから、高齢、障害、児童のど

の分野においても、地域自立生活支援と地域支

援の二つを同時にアプローチしていくという社

会福祉計画と実践が求められています。

（２）地域福祉推進の実験的プログラムの必要性

ところが、各分野別計画では具体的な施策が

ありますから策定しやすいのですが、地域福祉

計画のなかではこれに向かって何を施策化する

のかというのが非常に分かりづらい。また充当

する特定財源がない。そこに皆さんの悩みがあ

るわけです。そういう意味では、地域自立生活

支援と地域支援を統合していくような地域福祉

推進プログラムを設定して、それを実験してい

くことが非常に重要です。地域福祉計画におい

て、地域福祉が推進するどのプログラムが有効

かを提案できることが重要です。私もずっとそ

れに悩んでいました。

神戸学院大学総合リハビリテーション学部助教授　　　　 
藤　井　博　志 

「地域福祉資源の開発と地域福祉計画」 
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①プログラム選択の基準

そのプログラム選択の基準には、大きくは三

つあるのではないかと思います。

一つは、それを実現することを通して住民の

地域福祉運営能力を形成していくということで

す。では、地域福祉運営能力とは何なのかとい

うと、実はよく分かりませんが、まちづくりや

地方自治において地域経営という言葉がよく使

われているように、福祉の側面から自分たちに

必要な資源を住民が主体的に生み出して、それ

を運営しながら自分たちの生活を成り立たせ、

それをまちづくりの起点にしていくというよう

なものです。そういう意味では、あるプログラ

ムを動かすことによって、福祉の側面から住民

の自治力形成に寄与していくことができるプロ

グラムです。

次に、行政機構の統合化の促進です。縦割り

の克服、生活視点の徹底ということです。これ

は皆さんもいちばん苦労してお感じになられて

いることだと思いますが、要するに地域福祉と

いうのは、提供者側の論理ではなく生活者側の

論理であるといわれます。生活者側の論理とい

うのは、要するに横つなぎ、総合的ということ

ですが、これが最も行政にとっては苦手なもの

です。地域福祉計画のなかで、いろんな困難が

あっても、住民は連携していくのですが、最後

に残るのは行政機構の縦割りなのです。これら

をどのように具体のところで克服していくのか、

そういうプログラムになります。

最後に、住民と行政が協働していくことが図

れる仕組み、要するに公民協働の促進に寄与す

るものです。

② 具体的教材としての地域福祉（運営）拠点づ

くり

およそ地域福祉計画における実験的・先導的

なプログラムというのは、このような三つの要

素を促進していくものです。そのときに住民に

とっても行政にとっても最も分かりやすい教材

は、地域福祉の拠点形成なのです。どこの自治

体でも、郡部、都市部を問わず、住民のワーク

ショップをすれば、住民からは地域福祉拠点が

欲しいということが必ず出てきます。

住民は、機能として、いつ行っても、誰かが

いて交流できる場、それと自分たちが何かし

たいときに、活動の相談に乗ってくれたりと

か、印刷ができたり、またミーティングがで

きたり、そういう場が欲しいと言います。活

動の拠点です。

それから、何でも相談ができるという相談の

拠点です。特にこれは地域福祉にとってはワン

ストップサービスといわれています。要するに、

住民自身も問題を明確化している住民は専門機

関に行きます。しかし、最も大切なのは、自分

の問題を覚知していないけれども何か悩んでい

る住民への対応です。何か悩みがあるのだけれ

ども、それをどのように伝えていいのか分から

ない、でも相談したい。そういう住民に近いと

ころに相談窓口をつくる必要があります。

最後に、ケアの拠点です。いざとなったらと

にかく対応してくれるところです。特に住民に

とっては、24時間365日の緊急対応の拠点が必

要です。

このような交流、活動、総合相談、ケア、こ

の四つの要素を満たす地域福祉拠点の確保が住

民の高いニーズです。しかも、それは身近なと

ころで欲しいということです。住民は、おおよ

そ小学校ぐらいの日常生活圏域のなかでそれを

求めています。

では、それをだれが運営するのかという点で

は、今の住民は全部行政にやれとは言いません。

行政も財政面で厳しいことは分かっています。

でも、行政も考えて欲しいし、自分たちも何か

できることがあると考えているのです。要する
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に、住民や事業者、行政がある意味では一体と

なって身近なところで交流、活動、相談、ケア

の拠点を地域安心拠点として構想することが大

切です。

ほかにも先ほどのプログラム選択の三つの基

準に合致するものはあるのですが、とりあえず、

どの自治体に行っても、住民が望んでいる地域

福祉拠点づくりを地域福祉計画における実験的

プログラムとして問題提起しておく必要があり

ます。これは、住民も考えないといけないので

すが、こういう拠点形成をいかに施策化できる

かという皆さんへの問題提起です。皆さんは、

どのようにこの問いに対して絵を描けるかとい

うことです。

もう少し見方を変えると、これらの交流、活

動、相談、ケアというのは全部関連してきま

すが、やはり一つ一つ解いていかなければい

けません。とくに地域に住み続けられるケア

拠点のあり方は、住民にイメージがもちにく

く、このケア拠点の具体的提案が必要です。

このケア拠点を相談、活動、交流という要素

を含めながら、どのようにそれをつくってい

けるのかというところが、私が今日、皆さん

にお話しする内容です。

ただ、交流、活動、相談、ケアというのは、

１か所に総合的にこの四つの機能を持ったもの

を整備するというだけではなく、日常生活圏域

のなかでこの四つの機能が別々に備わっていて

も、それらをネットワーク化するなど柔軟な対

応はとれると思います。

３．地域福祉推進プログラムとしてのコ

ミュニティケア開発

（１）今日的なコミュニティケアの概念＝社会

的入所予防

そういう意味で、地域福祉推進プログラムと

してのコミュニティケアの開発ということが課

題になります。

コミュニティケアというのは、イギリスにお

いて1970年から出てきた概念ですが、日本でも

70年以降、この概念はイギリスから輸入されて

きました。コミュニティを地域に置き換えて、

地域ケアといいます。地域ケアとかコミュニテ

ィケア、どちらで呼んでもいいのですが、最も

広義の概念は、専門サービスだけではなく、家

族、近隣のインフォーマルサポートを含んだケ

ア形態です。住み慣れた場でその人らしく暮ら

せるというのは、地域関係、社会関係を壊さな

いケアの形態です。それはとりもなおさず住民

が参加するケアの形態ということになりますが、

そういうものをいかにつくっていくかというこ

となのです。

コミュニティケアというのは、1980年代ぐら

いまでは日本の福祉辞典を読みましても、地域

に根ざした入所施設も含んだケアがコミュニテ

ィケアなのだと解説をしています。ただ、それ

は在宅のほうに資源がなかった80年代から90年

代初期までの話で、2000年以降、地域福祉とい

うことが法律に載って、それが社会福祉の主流

になった時点からは、もう少しシビアにコミュ

ニティケアの概念をとらえて、それを自治体で

政策化するということが重要になってきます。

日本で介護予防が注目されていますが、この

予防概念は要介護化予防と重度化予防の二つを

含みます。しかし、大切なのは、その結果とし

て地域社会参加が可能になるかどうかです。そ

の意味で、社会的入所に対する予防が重要です。

要するに社会的入所予防をいかに地域ケアで実

現できるかということなのです。すなわち、施

設にやらないケアをいかにできるかということ

です。

高齢者分野ではケアマネジメントが制度化さ

れていますが、ケアマネジメントというのは、

もともとイギリスやアメリカから出てきた地域
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ケアの手法です。施設というのはサービスが全

部がパッケージにされていますから、調整は必

要ないわけです。でも、地域生活を支援しよう

としたときには、医療も福祉も保健も、またほ

かの資源も全部ばらばらだから、本人に合わせ

て、本人の生活実現のために調整する手法が必

要です。これがケアマネジメントというもので

す。あくまでも地域生活の維持がケアマネジメ

ントの目的です。

ところが、今の介護保険事業の中のケアマネ

ジャーの仕事は、ちょっと酷ないい方をします

と、施設入所へのソフトランディングをさせる

ためのマネジメントです。これではケアマネジ

メントとはいえません。皆さんは、年を取って、

特別養護老人ホーム（以下、特養）に入りたい

ですか。若い人でも、交通事故で重度の身体障

害者になった時、療護施設に入りたいでしょう

か。要するに、だれも施設入所を望んでいない

わけです。望んでいないのに、専門家も行政も、

私も含めて、みんなそれが仕方ないことだとい

う了解のもとで入所へのソフトランディングす

るための丁寧な援助をしています。これは、福

祉現場にとってはつらい話です。自分はさてお

いて、自分が入りたくないところに勧めている

という話です。このような現状を地域福祉のな

かでできる限り改革していかなければなりませ

ん。

今、厚生労働省もやはり問題にしていますが、

統計上、いろいろな調査をしても、本音はやは

り在宅希望である。しかし、在宅に資源がない

ためにやむなく家族は施設入所を望む。だから、

希望をとれば、わが町に介護施設をつくってほ

しいというニーズが出てくる。住民の本音（本

当のニーズ）と表に出てくる需要とは全然違い

ます。それを受けて、行政も「では、施設をつ

くりましょうか」といっています。これほど間

違った施策はないわけです。

では、財政面で厳しいなかでどのようにコミ

ュニティケアの推進を図っていくのかというの

は、福祉行政にとって非常に大変な、しかしそ

れをやらないと本当の住民の幸せをかなえられ

ない目標になります。

今の目標は、生活の質の保障、とりわけ地域

での生活の質の保障をいかにできるかというこ

とです。

事業者のケアに対して第三者評価があります

が、それはたんなるホームヘルプや施設などの

ケアのサービスの質の評価です。行政が政策的

にそれらを束ねて何を実現するのか、計画のア

ウトカムの次元に立ったときには、アウトプッ

トとしての個々のサービスの質というよりは、

施設には行かず、地域生活の質がいかに保障され

たかという政策評価の観点に立って地域福祉計画

の立案と進行管理をしていただきたいと思います。

介護保険事業を立てて、そこの住民が施設に

入らない体制をつくれたかどうか、また家族が

苦しまない体制をつくれたかどうか、そこを行

政評価としては評価基準にすべきなのです。そ

ういう視点から、もう一度コミュニティケアの

実態を点検することが大切です。

今日のコミュニティケアを点検する要素とし

ては、次の四つぐらいがあります。

一つは、①居住福祉の視点を入れていくとい

うことです。住まい方の選択と良好な住環境を

作るという居住福祉の視点です。これは脱施設

化です。施設解体とまではいいませんけれども

人間らしい住環境を整備しようということです。

これは既に政策的には動いています。例えば

ホテルコストの問題です。今までは特養は、そ

こで包括的に全部面倒を見るという処遇でした。

ところが、この10月からホテルコストを取ると

いうことは、特養という概念をなくすことを意

味します。低所得者の問題は残りますが、住居

費を払い、それとケアを分離するということで
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すから、明確にはいっていませんが、入居施設

をケア付き住宅化しようとすることです。住居

費、ホテルコストを払ったら、今度は住宅の質

が求められます。障害、児童の分野でもそこが

課題になってくるだろうと思います。

それから、②具体的に生活の継続性が保障さ

れるかということです。また、③当事者・住民

参加と参画がそこで図られるかということです。

そして、④ターミナルケアということです。

私は、地域福祉やコミュニティケアの最初の

目標は何なのかというと、畳の上でその人らし

く死ねることを保障するということだと思いま

す。「いや、そんなこと」と思われるかも分か

りませんが、日本でいわゆる在宅死と病院死が

五分五分になったのは、1977年頃です。それま

では在宅死のほうが多かったわけです。だから、

人間は古来、死に方はどうであれ、とにかく家

で死ぬというのが常識だったわけです。家や地

域から離れて、病院で死ぬということになった

この30年間が異常な世界なのです。

同様に、人はどこで生まれていたかというと、

やはり家で生まれていたのです。30何前までは

産婆さんがいた。多分、同じ時期にどんどん産

婆さんが少なくなって、病院で生まれるという

形態が多くなったのではないでしょうか。要す

るに、この30年間というのはコミュニティが希

薄化したり、核家族化したりすると同時に、人

の生と死を地域からなくしてしまっているので

す。それがまた、地域における人間関係の貧困

につながっています。少なくともそういう意味

では、地域ケアというのは生と死をもう一度地

域に戻していかなければいけないということに

なります。そういう要素が地域生活の質の中に

含まれてくるということなのです。

（２）コミュニティケア開発の領域

このことを含めて、私は、コミュニティケア

開発という言葉で言っていますが、コミュニテ

ィケアをどう開発していくのかは重要な自治体

の政策テーマです。地域福祉計画であるとか、

各分野別の計画でいいますと、三つの領域を想

定しています。一つは、具体的なケア資源をい

かに開発していくか。二つには、コミュニティ

をどう開発していくのか。三つには、ケア資源

とコミュニティを結びつける地域ケアシステム

の仕組みをどのように開発していくのかという、

ケア資源、コミュニティ、地域ケアシステムと

いう三つの分野の開発を同時に進めていくとい

うことになるのではないかと思います。

４．「宅老所」が提起した地域密着小規模

多機能ケアの展開

こういうことを考えていった場合に、この10

年間ほど、最も分かりやすく地域ケア資源とし

て登場してきたのが宅老所だったのです。そう

いう意味で私は宅老所を注目しています。

宅老所が生み出したケアが、地域ケア資源と

して非常に注目されていて、しかも、地域福祉

計画のプログラムには財源がないということで

すが、高齢者介護は介護保険財源の裏打ちがあ

って、なおかつこの宅老所のケアが小規模多機

能型居宅介護として制度化されます。そういう

意味では、こういう資源を地域福祉推進とか福

祉のまちづくりとか、具体に畳の上で死ねる地

域ケア資源として使わない手はないという話で

す。先進自治体はそこに注目をして、宅老所ケ

アを重視した介護保険事業計画を使って地域福

祉をつくるという自治体が全国のなかでもかなり

あります。その発想について、今日は宅老所の説

明もしながら、皆さんにご説明したいと思います。

５．施設から宅老所へ－地域と施設の生

活の「落差」

なぜ宅老所が注目されてきたのかというと、
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施設入所の問題と非常に関連が深いのです。も

う亡くなられましたが、京都大学の外山（義）

先生は、施設の居住福祉、居住化を進められて

いた先生ですが、最後の遺作である『自宅でな

い在宅』（医学書院）はぜひとも皆様にも読ん

でいただきたい本です。

そのなかで高齢者が在宅から施設に移ったと

きに、五つの落差があると述べられています。

一つは、「空間」の落差です。今までの施設

建築というのは病院モデルです。近年、つくら

れたのは、外に廊下がつながっていて、内に居

室がある回廊型です。これは何のためにその当

時つくられたかというと、認知症対策なのです。

要するに徘徊するから、永遠にぐるぐる回れる

ように回廊型をつくっていたわけです。これは、

その人間行動の本質に迫らない対処療法の典型

です。

このように、施設は在宅と違い、ケアの提供

者側にとって便利なようにつくられた空間です。

それと「時間」の落差です。家にいれば自分

の生活のリズムの中で動いていますが、病院に

しろ、施設にしろ、集団のリズムの中で動いて

いきます。皆さんは食事を取る時間やおふろへ

入る時間が決まっているかというと、厳密には

決まっていません。ところが施設では決められ

ています。高齢者という最も自分の生活スタイ

ルがある方に対して介護側の業務をはめていく

ということです。

次に「規則」の落差です。要するに他律的と

いうことですから、自己判断を捨てさせられる

ということです。家に規則があるかどうかです。

当然、約束事はありますが、家の約束事という

のは家族の関係性の中でみんながつくっている

もので、施設のように文面化された規則はない

わけです。これがいかに非日常的なことかとい

うことです。

そして「言葉」の落差。これは最近少なく

なってきましたが、まだまだみられます。職員

の赤ちゃん口調や指示口調などで、徐々に高齢

者の尊厳は失われていくわけです。

そして、最大の喪失は何かというと、外山先

生は「役割の喪失」だと指摘しています。地域

の中で生活する人間関係や社会関係というのは

役割関係です。高齢者においても、最も元気な

状態は役割を持っている状態であると説明され

ています。皆さんが元気なのは、仕事がつらい

うんぬんといっても、行政の職場の中において

も家の中においても役割を持っているからです。

入居時に地域関係が途切れ、施設では役割がな

い。だから、高齢者が元気でなくなっていくの

です。

今までのケアというのは、役割の喪失を問題

にしなかったのです。三大介護で、入浴、食事、

排泄の介助をすればいいということでした。そ

の介護を通じて生活をつくっていく、役割をつ

くっていくというケアに思い至らなかったとい

うことです。

外山先生はその本の中で、このように五つの

丸裸にされたお年寄りが自分をだます方法とし

て選択をするのが自分の世界に入っていくとい

うこと、すなわち認知症になることだと語って

います。

宅老所というのは、多くは施設のこのような

大規模処遇に対して失望した人たちが、自分た

ちの本来の人間らしいケアをしたいということ

で施設から飛び出してつくっていったという、

日本のケア改革運動から生まれました。

（１）宅老所・グループホームの動向　先駆的

な取り組み

宅老所の歴史というのは、1980年に京都発祥

の「ぼけ老人家族の会」が制度がない時代に家

族どうしが預かるという「託老所」から出発し

ています。
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1987年に、やはり施設から飛び出して小規模

の施設づくりをした職員がいます。これが「こ

とぶき園」で、この方が小規模多機能施設とい

う名称を使ったのです。

1989年には栃木県の高齢者デイホーム事業が

始まります。この前ぐらいからそうやって施設

から飛び出した人たちや、住民参加型在宅福祉

サービスで市民が宅老所を始めたことに対して、

初めて県単独で市民事業体に対する助成制度が

できました。これが栃木県の高齢者デイホーム

事業と呼ばれるものです、この頃から市民事業

として県単独の事業が各地で出てきます。大阪

府の介護予防型の街角デイサービス事業もこの

系譜の施策です。

1991年に初めて、福岡にある「宅老所よりあ

い」という、住宅の「宅」を使ったホームが生

まれました。これ以降、家のような環境でとい

うことで、この「宅老所」という用語が普及し

だすわけです。

（２）宅老所・グループホームの動向　各地へ

の拡大

1992年にはＥ型デイサービスが制度化されま

した。最も大規模処遇に適応できていないのが

認知症ですから、それに対応する小規模ケアの

制度化も始まります。こういう制度も普及しな

がら、1993年には同じ時期に、「のぞみホーム」

「このゆびとーまれ」という宅老所のなかで二

つのタイプが出てきます。

「のぞみホーム」は今度の小規模多機能型居

宅介護のモデルの一つになったところです。

「このゆびとーまれ」の富山の惣万（佳代子）

さんは非常に有名で、私たちは地域共生ケアと

呼んでいますが、子供、高齢、障害かかわりな

く受け止めていくというケア形態が、同じ宅老

所から派生して出てきます。

（３）宅老所・グループホームの動向　各地へ

の拡大

2000年に介護保険制度が導入されました。介

護保険制度が導入されてから、制度の裏づけが

ないままに施設から飛び出したケアワーカー、

また市民が自分たちでつくってきた宅老所が介

護保険制度のデイサービスとして、これ以降、

急速に増えてきます。そういう意味では、介護

保険制度にはいろいろ課題がありますが、市民

の起業活動の裏支えになっています。

私はかなり施設の集団管理ケアを批判しまし

たが、実は宅老所に行くと、施設で徘徊する高

齢者が見事に料理しだしたり、落ち着いたり、

人らしい顔になってきます。それに驚いた施設

が、施設内に宅老所を取り入れたのが、ユニッ

トケアです。ですから、ユニットケアというの

は施設発でできたのではなくて、宅老所のケア

を施設が取り入れたところから生まれています。

そういう意味では、施設での大規模処遇の限界

から、それを飛び出して地域で宅老所をつくり、

宅老所ケアをもう一度施設ケアに取り入れると

いうのが、この間の高齢者ケアの動きなのです。

厚労省はかなり早い動きをこの間していまし

て、2002年に全個室・ユニットケアの新型特養

を制度化しました。これは宅老所の動きをくま

なく、くみ尽くして制度化した動きです。

それを今度の介護保険事業計画改正のなかで

さらに進めようということです。2003年に

「2015年の高齢者介護」という報告書を出し、

この動きを制度化しようとしているところです。

６．「のぞみホーム」モデル－単独型宅老所

では「のぞみホーム」モデルとは何でしょう

か。これは単独型の宅老所のモデルです。大規

模処遇では対応できない認知症ケアに対しての

小規模ケアモデルです。それから、高齢者夫婦

世帯対応モデルです。これから独居と高齢者夫
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婦世帯が急激に増えてきます。独居対応という

のは今度の介護保険事業計画でもいわれていま

すが、実はその予備軍である高齢者夫婦世帯を

高齢者分野のなかではどうするかというのが非

常に課題なのです。お元気なうちはいいけれど

も、どちらかが要介護になったときにどうなる

かというと、要介護になった配偶者は、地域か

ら離れて、病院・老健・特養と移り、そして特

養か病院で亡くなるという一般的傾向がありま

す。そして、お一人は残ります。人生の最後の

ところで夫婦がばらばらになっていくという福

祉を今しているわけです。このことを、のぞみ

ホームは見事に解決しました。また、先ほどの

畳の上で死ねるケアをするということでは、の

ぞみホームは在宅ターミナルケアモデルでもあ

ります。

それと、事業形態ではＮＰＯ（市民事業体）

モデルであるということです。別にＮＰＯでな

くてもいいですが、市民事業体として、いちば

ん重要なのはニーズ志向であるということです。

私は社会福祉法人と措置制度を擁護する立場な

のですが、社会福祉法人というのは措置制度が

長すぎたこともあって、制度があって、その枠

組みの中で事業経営することにとどまっていま

す。多くは制度の枠組みから出ようとしません。

ところが、この間、出てきた宅老所の人たち

は、制度があろうがなかろうが、ニーズに対応

していきます。ですから、基本的には彼ら、彼

女らにあるのは自主事業なのです。そのうえで、

それが制度に乗るならばその部分は乗りましょ

うということです。

社会福祉法人とは全く逆の発想をしています。

というよりは社会福祉法人も民間福祉として最

初はそうであったはずです。そのニーズ志向が

大規模な施設であるとか、既存の制度で解決で

きなかった認知症や高齢者夫婦世帯の支援モデ

ルを作っているということです。こういう、開

発的、創造的な動きを地域福祉計画や、介護保

険事業計画では積極的に応援しなければなりま

せん。

（１）「のぞみホーム」のあゆみ

「のぞみホーム」が誕生して、まずは宅老所

というのは小規模なデイサービスですから、通

いから始めます。「のぞみホーム」の最初の利

用者は、高齢者夫婦で、90歳ぐらいの夫と要介

護の妻でした。要介護の奥さんがここに通いだ

すわけです。通っているうちに、そこで泊まっ

ていきたいというニーズも出てきます。このこ

とを「お泊り」といいます。制度的にはショー

トスティです。通うのがしんどいという時には、

「では、私の方から伺いましょうか」というこ

とで伺います。これが訪問介護です。

そうやって行ったり来たりしているうちに、

では週に３日泊まろうか、４日泊まろうかとい

うことで、長期のお泊りが始まります。これが

ずっと続くと、最後にのぞみで居住してしまい

ます。要するに、その人の生活状況に合わせて

通ったり、ちょっと泊まったり、来てくれたり、

泊まりと通いが半分ぐらいになったり、最終的

にはそこで住み着いてしまう、これが生活の連

続性なわけです。その人の状態に合わせてケア

形態を非定型で柔軟に変えていくのです。この

ように支援の形態を通い、泊まり、訪問、居住

というように本人に合わせてつくっていくこと

を、この世界では多機能性といいます。

（２）現在のサービス内容

「のぞみホーム」は、民家改修型の建物で、

ほかの宅老所に比べてちょっと広いぐらいです。

台所に認知症の高齢者がいたり、料理の配膳の

お手伝いをしたりしています。ここに住み着い

た人たちは近隣の人たちですが、よく訪問販売

の人に来てもらって買い物をしたり、外出して
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地域の祭りに参加したりもします。その部分で

は良質のグループホームです。

「のぞみホーム」を運営しているのは、看護

師さんです。それに理解がある在宅医が現れて

から、ほとんど「のぞみホーム」で亡くなって

います。しっかりした看護師とケアスタッフに

訪問医療が加われば、ほとんど在宅ターミナル

ケアが実現できます。

宅老所の１日は次のようです。どのように過

ごすかというと、例えば、朝来られると、昼は

何をしようかという食事のことを話し合います。

昼に焼きそばをしようかというと、では焼きそ

ばの材料を買いに行こうかということで、店に

買いに行きます。行く人は行く、残りたい人は

残る。そして買いに行って、みんなで料理して

食べるというように、利用者とスタッフが一緒

に１日の生活をつくっていきます。一般のデイ

サービスというのは箱物があって、そこで１日

何するかということですが、宅老所の場合は、

通ってきてから、そこを拠点に日中活動をみん

なで一緒にどうするかという、暮らしをつくる

ケアなのです。だから、ほとんどの宅老所では、

驚くほどよく外出します。元気な高齢者の人が

外に毎日の暮らしの中で出て行くのと同じよう

なケアをするわけです。

（３）1993年～2004年の利用変化

のぞみホームも最初のころは、最後は病院へ

行ったり、老健へ行ったりという形でしたが、

先ほどの在宅医が現れてからは、ほとんど「の

ぞみホーム」で亡くなっています。

これは、今の認知症対応のグループホームで

の課題でもあります。最初、グループホームは

軽度の人をイメージしていましたが、今は重度

化していっています。その内、３割ぐらいのグ

ループホームは、重度化したからといって追い

出せないと考えています。では、グループホー

ムのなかでどのような看取りをするかという大

きな課題にあって、「のぞみホーム」はそれを

解決しているということです。

７．宅老所（小規模多機能ホーム）の認

知症高齢者ケア改革

（１）「環境」としての「家」生活の具体性

繰り返しますが、「のぞみホーム」がどんな

ケアを改革したのかというと、一つは、「環境」

としての「家」の確保です。特に認知症は認識

障害ですから、抽象的なものは理解しづらいの

です。病院モデルの特養の広い廊下は、家に全

くないものです。だから、「あれは何なの？」

という話になります。大きな食堂というのは、

彼ら、彼女からとれば異様な世界なわけです。

あくまでもサービス提供者側にとって効率的な

対応として広い廊下、大きな食堂、大きな浴槽

が必要なだけで、認知症の方はそれに混乱する。

だから居場所を求めて徘徊をするというわけで

す。これは一般の高齢者にとっても同じです。

家のような環境で、狭い廊下で、食堂の代わ

りに台所がある、そのなかで煮炊きしているに

おいと音がする、自分がつまもうと思えばつま

めるという、生活の具体性がある環境によって、

自分のしたいこと（役割）が出てきます。だか

ら、特養では徘徊している認知症の方が、「のぞ

みホーム」では配膳をしているわけです。こう

いう生活の具体性を持っているということです。

（２）小規模ケア（寄り添うケア）

小規模ケアというのは、宅老所の世界では

「寄り添うケア」といいますが、要するに個別

ケアが原則であるということです。個別ケアは

具体的に役割関係を生み出していくケアです。

プログラムなしで、今日１日何しようかという、

生活を共につくっていくケアであるということ

です。
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（３）多機能ケア

宅老所の小規模多機能の多機能とは、通い、

訪問、泊まる、住むという多機能です。でも、

これは特養にもあります。ところが、宅老所

の多機能ケアと違うのは、特養は多角経営ケ

アであるということです。例えば、ショート

ステイに行ったら、ショートステイはデイサ

ービスと分離されていて、日ごろ通っている

デイサービスの職員と全く違う特養の職員が

対応します。行く先々によってスタッフが違

うというのは混乱の基です。特養でショート

ステイすると徘徊がきつくなったりとか、事

故を起こしたりするというのは、そういう話

です。

小規模多機能の方は、同じスタッフが行った

り、迎えたり、全部します。お年寄りが家にい

ようが、宅老所に行こうが、利用者をささえる

人の環境が変わらないということです。要する

に利用者本位ということです。厚労省のほうも、

環境が変わることによるダメージ（リロケーシ

ョン・ダメージ）を回避するということが小規

模多機能ケアの重要な点であるといっています。

在宅生活の維持を支援するというところに宅

老所の本質があります。ですから、先ほどの４

機能の中ですぐ住むというのではなくて、まず

家から通うということを支援するということで

す。デイサービスが基本です。

もう一つ重要なのは、家族支援重視という点

です。宅老所スタッフは濃密な家族とのかかわ

りをしています。先ほどの高齢者夫婦であった

り、高齢者を介護している若夫婦であったりと

か、そういう人たちの相談に乗りながら、高齢

者を家族との分担のなか協力してケアすること

ができていますから長く在宅でいられる支援が

できるのです。これは一般のデイサービスには

みられない支援です。

（４）地域密着－利用者の社会関係を広げる

小規模性とか多機能性の目的は、とりもなお

さず在宅支援ですから、利用者の地域関係とか

社会関係、家族関係を壊さないという意味では、

地域密着を重視します。ですから、宅老所では

最初から地域密着小規模多機能ケアと呼んでい

ましたが、厚生労働省は、この用語を分離して、

制度的には全部まとめて地域密着型サービスと

いう制度名を使っています。そして、この宅老

所を小規模多機能型居宅介護と名づけています。

地域密着というのは、利用者の社会関係を広

げるということですが、宅老所の人たちは自分

たちが地域の中で地域づくりをしようとまでは

思っていません。そこまで余裕がないというこ

とです。しかし、利用者の地域生活の支援をし

たいという思いがありますから、積極的に地域

に出かけて行きます。出かけた先で、公園でお

散歩しているときに子供たちと関わったり、買

い物に行って市場の人と関わったりしていく。

要するに、利用者が地域の人たちと結びついて

いく、その延長線上に施設が地域と結びついて

いくというのが、この宅老所です。

その本質は、今までの特養のように全部自分

のところでしてしまい、結果的に利用者を囲い

込んでしまう閉じたケアから、地域すべてがケ

ア資源だという、地域に開かれたケア形態を取

ることです。私の専門のコミュニティワークや

地域福祉活動の良し悪しは、この言葉で全部評

価できます。閉じている活動か、開いている活

動かということです。そういう意味では、宅老

所は開いている活動なのです。自己完結しない

運営です。逆に、小規模であるがゆえに自己完

結できないのです。自分のところで全部そろわ

ないから地域の資源を使わざるをえない。その

ことが利用者の社会関係も広げるし、地域とホ

ームが密着していきます。

地域社会資源を生活実現型資源と課題解決型
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資源と私は分類しています。生活実現型資源と

いうのは、先ほどのインフォーマルな資源です。

子供、市場、公園、回転寿司とか、そういうも

のです。課題解決型資源というのは、福祉事務

所であるとか保健所であるとか、そういう専門

的な資源です。

我々福祉の専門ワーカーは、では、この二つ

をどのように今まで使ってきたかというと、

フォーマルな資源をいかに組み合わせて人を

支えるかを考え、その足らざる部分をインフ

ォーマルな資源に期待するわけです。ところ

が、人の幸せというようなものは、どちらが

先かというと、だれも福祉事務所や保健所へ

行って幸せとは感じないわけで、うまい寿司

屋に行くとか、市場で買い物するとか、イン

フォーマルな資源の中に幸福感はあるわけで

す。従と主の関係でいうと、地域生活を支え

る重要な資源は、実はインフォーマルな生活

実現型資源のほうにあって、あくまでも専門

的な資源というのはそれを支えるための資源

にしかすぎません。このようにインフォーマ

ル資源の価値を正当にとらえないと地域福祉

計画の中での住民参加は安上がり福祉につな

がります。

また、近隣住民との関わりも大切です。宅老

所は普通の家のように運営していますので、

住民もふらっと入ってきたり、かかわったり

します。施設も良質のユニットケアをします

と、ボランティアもそうで、小さな生活単位

のなかに住民がうまく入ってきます。特養の

今までのボランティアの受け入れ方は、施設

の縦割りの管理形態の中に組み込もうとしま

す。今までボランティアというのは横のつな

がりなのに、施設にボランティアが行った途

端、縦割りに組み込まれてしまうというのが、

施設とボランティアの関係だったのですが、

宅老所とボランティアのかかわりは、これを

見事に克服しています。

（５）小規模多機能ホームを補強する条件

この多機能ホームを補強する条件は、生活支

援計画としてのケアマネジメント、本当の意

味のケアマネジメントができないといけませ

んし、権利擁護システムも重要です。小規模

というのは、今のグループホームに見られる

ように、中で何をされているか分からないと

いう怖さもあります。人を管理しようと思う

と、実は大規模なところよりも管理しやすい

わけです。50人は管理できないけれども、７

～８人だったら管理できます。質の悪いグル

ープホームはそうです。だから、小規模ケア

を施設の管理ケアで行うと施設の集団ケアよ

りも質の悪いものなります。

そういう意味では、単独型の宅老所は、ケア

の質を確保するために連絡会などで研修したり、

第三者評価システムをつくったりするなど、行

政による支援プログラムが必要です。今度の介

護保険事業計画で、地域密着型サービスをただ

介護保険で何か所必要だという数量計画だけで

はなくて、良質な市民事業体をいかに育成して

いくかというものとワンセットにしないといけ

ません。むしろ地域福祉計画や市民育成プログ

ラムとワンセットになった計画が必要だろうと

思います。

先ほどの地域密着でいいますと、地域住民と

の協力関係においては、住民にとれば重要なケ

ア拠点になっていくわけです。そういう意味で

は、住民の日常生活圏域の中のまちづくり計画

で、自分たちもこんな宅老所が欲しい、そのた

めには自分たちもどんなかかわりをしたらいい

のかということを構想する具体的な教材として

使っていく、そしてやる気のあるＮＰＯや事業

者と一緒にそれを構想していくというイメージ

が必要だと思います。



第１部 

51

８．地域共生ケアへ

（１）「このゆびとーまれ」の利用者の割合は住

んでいる町の人のニーズである

のぞみホームは認知症高齢者の宅老所、小規

模多機能ホームのモデルですが、それと同時に

派生したものとして、地域共生ケアというもの

があります。このモデルが、富山県の惣万さん

のところの「このゆびとーまれ」です。

「このゆびとーまれ」というのは、富山県の

日赤病院の看護師さん３人が始めたホームで、

代表の惣万さんは、大きな家族をつくりたい

と考えました。小児病棟にいたので、お年寄

りが元気になるのは幼児や子供と接している

時であるということがわかっていました。要

するに1960～1970年代のような３世代家族の

原形です。もう３世代家族にはなれないけれ

ども、擬似的なコミュニティとして、そうい

う関係が人と地域を元気にしていくのだから、

高齢者も子供も障害者もその属性にかかわり

なく受け入れていこうというのが地域共生ケア

です。

スタッフとして知的障害者の方も働いていま

す。この方は一般企業の効率的な仕事はつい

ていけない。しかし、ここでは有償ボランテ

ィアで働いています。当然スタッフのフォロ

ーは要るのですが、慣れれば、知的障害者の

ゆったりした動きや誠実な対応は忙しく立ち

回るケアスタッフよりも随分いいケアになり

ます。やはり人が人によって生かされていく

ということです。

地域共生ケアというのは、子供と高齢者を混

ぜたら交流するからいいだろうということでは

なくて、この本質も個別ケアなのです。要する

に、今、認知症のＡさんがＢ君に心を通わせよ

うとしている、関心がある。そこをケアスタッ

フがよく観察していて、その関係づけをその場

で即座にしていくという、要するにかかわりの

ケアを、個別ケアとして実践しているのです。

ここが間違えられやすいのです。

（２）地域共生ケアとは

地域共生ケアとは、私たちの研究グループが

定義づけをしたのですが、ノーマライゼーショ

ン理念に基づいて、地域で生まれる多様な交流

を基盤とした「高齢」「障害」「子供」という属

性に基づく分類処遇を超えた地域の一員として

普通に暮らすことを目的としたケアの形態です。

この間の福祉というのは、専門分類処遇をし

ていました。デイサービスや施設に高齢者だけ

を集める、子供は子供だけ集める、障害者は障

害者だけ集めるということでした。しかし、今

の現状は、基盤となる交流そのものが喪失して

なくなった地域土壌で高齢、子供、障害という

属性に基づいた分類処遇をしているので、逆に

今の制度が地域のつながりをさらに壊していく

要因になっているということです。これが今の

福祉制度の限界なのです。ここに改めて横につ

なぐ地域福祉が登場してきました。この地域共

生ケアというのは、専門分類処遇で人を同類項

で集めすぎた福祉への反省として提起されてい

るケアであり、そこに大きな意味があります。

地域共生ケアは地域福祉を実体化するケアです。

地域共生ケアは基本的には断らないニーズ対応

から生まれるケアの形態であるから、ひいては

地域にとって、緊急対応や総合相談の「駆け込

み寺」としての機能を果たしているわけです。

私が最初にいったケア拠点が総合相談拠点にも

なっているし、地域安心拠点にもなっていると

いうことです。

これは富山県から発祥し、その後、富山県が

県単独補助で広めてきましたので富山型デイサ

ービスともいわれています。富山県では、現在、

地域共生ケアを地域福祉の重要施策として位置

づけています。
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（３）地域共生ケアが期待される背景①

在宅福祉資源から地域福祉資源への転換

1980年代以降は、高齢者福祉を中心として、

とにかく単品の入浴サービスをどうするかとか、

デイサービスをどうするかという、在宅福祉資

源をどうつくるかという時代だったのですが、

「のぞみホーム」にしろ、地域共生ケアにしろ、

2000年以降は、むしろ地域づくりにも役に立っ

ていく地域福祉資源としてのとらえ方をして、

先ほどの地域ケアをいかに進めていくかという

ことが目標になってきています。

（４）地域共生ケアが期待される背景②

地域福祉資源としての地域共生ケアへの期待

それは、「つながりの喪失」から「つながり

の再構築」へというテーマですし、特に先ほど

の惣万さんのところに見るように、子供・高齢

者モデルなのです。社会保障専門の広井（良典）

先生が、三世代モデルを次のように理屈づけて

います。

他の哺乳類と人間の違うところは、養育期が

長いことと、子供を育てたあとの老後が長いこ

とである。すなわち、人間を特徴づけるのは、

子供の時期と高齢者の時期であるということで

す。子供というのは何をしているのかというと、

遊ぶ、学ぶ。大人の私たちの時期は働く。高齢

者というのは、人生の完成期に向かって、そう

いう意味での遊びをし、次世代に伝えていく、

教えるということです。だから、子供というの

は「遊び・学ぶ」けれども、高齢者は「遊び・

教える」という、こういう相互関係があるとい

うことです。

今までの私たちは、高齢者は高齢者だけ専門

処遇をしないといけないというような頭があ

りましたが、実は教えるという役割をつくっ

ていこうと思うと、子供とワンセットにしな

いといけません。すなわち、地域福祉の視点

の中で高齢者福祉を充実させようと思ったら、

児童福祉とワンセットで考えていかなければ

ならないということです。逆に児童福祉を考

えようと思うと、高齢者福祉といかに結びつ

くかということを考えなければいけません。

それを重度ケアの世界で実現したのが地域共

生ケアです。もう一つは、障害児者へのケア

資源の問い直しです。特に障害者は、高齢者

や児童に比べ少数ですから、広域に専門的な

拠点をつくってきました。養護学校や障害者

施設がそうです。そのことによって、障害者

は日常生活圏から切り離されてきました。今

までの個別の専門処遇だけを考えている時代

であれば、いかに専門拠点をつくって対応す

るかということでよかったのですが、地域福

祉という地域生活の実現が政策目標になって

ということになると、１か所に集めて地域関

係を切り離して専門分類処遇するのは反地域

福祉的ですらあります。この矛盾をいかに克

服するかという課題です。郡部などはとくに

そうです。そういうときの一つの解決策とし

て地域共生ケアというものが出てきています。

今、まだ法律は縦割りですから、国の施策で

は実現できません。ところが、都道府県単独

事業では、先ほどの富山型のほか、この間、

都道府県の地域福祉支援計画で地域共生ケア

ということを打ち出しているのは、熊本県、

千葉県、宮城県、長野県、滋賀県などがでて

きます。

例えば宮城県ですと、認知症のグループホー

ムと知的障害者のグループホームの合築型を実

験しています。長野県はダム工事をやめて何を

やったかというと宅幼老所づくりです。地域共

生ケア型の宅老所を小学校ごとに整備する計画

です。以上のように、この発想が都道府県単独

モデルとして特区を使いながら広がっています。

地域福祉の一つの動きです。
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９．地域を支える小規模多機能ホーム

（１）「地域の粘り」「施設にやらない地域」を

つくるケア

具体的に小規模多機能ホームが地域を支えて

いくときに、「のぞみホーム」は、自然に地域

と密着しているが地域づくりまでは考えていな

いといいました。しかし、意図的に地域アプロ

ーチする実践が出てきました。宅老所の単独モ

デルと特養モデルを紹介します。

熊本県の地域福祉支援計画の一つのプログラ

ムのモデルになっているところが、「いつでん

どこでん」という地域共生型の小規模多機能ホ

ームです。ここの前身は「きなっせ」という小

規模多機能ホームですが、常に認知症を排除す

る地域がある限り、ずっと受け入れ続けないと

いけない。だから、来させない地域をつくらな

いといけないというところに思い至ったわけで

す。その問題意識で、新しくつくった「いつで

んどこでん」では、小学校区というエリアを初

めから意識し、経営上やニーズの問題もあるの

で小学校区以外からも利用者を受け入れている

のですが、「いつでんどこでん」がサポートす

るエリアは所属している小学校区だと明確に地

域にメッセージを発しています。

その地域のどんなニーズでも対応しますと

いっています。

当然、地域を対象にしますから地域共生ケア

です。障害者も住めるし子供も預かりましょう

ということです。例えば、高齢者の分野では通

いから泊まり、グループホームまでやっていま

すから、24時間365日対応しているわけです。

一方、母子家庭のお母さんは、労働強化で９時

まで働かなければならないとか、日曜日も出て

行かなければならない。一般保育所では対応で

きません。そういうときにここに預けるわけで

す。近隣の家のような環境ですから、９～10時

と遅くなっても、子供にとっても安心です。

ただ、何でもサービス提供者側がしすぎると、

逆に地域が依存して、地域自体の支える力を奪

ってしまうことにもなります。これでは本末転

倒です。それをここではどうしているかという

と、「いつでんどこでん」はＮＰＯ組織ですが、

「いつでんどこでん」だけに運営委員会を設け

て運営に地域住民が参加しています。そこで、

地域ニーズを「いつでんどこでん」に持ち込み

ます。「いつでんどこでん」も地域が運営する

小地域ネットワーク会議に参加します。住民を

主役にしながら「いつでんどこでん」と地域住

民が協働でまちづくりを進める形態がとられて

います。

これが熊本県の地域福祉計画モデルなのです。

もう一つは、施設をどうするかという話です。

そこで、特養の脱施設化、小規模化、地域分散

化を促進させているモデルがあります。

大規模ケア施設では徘徊は解決しませんから、

逆デイサービスといって、地域で民家を借り

て、施設の利用者を昼間に地域の民家で過ご

してもらいます。要は外出先として、宅老所

に通ってもらうわけです。そうすると、もの

の見事に施設で徘徊しているお年寄りが落ち

着きだして、みるみるうちにそこで料理した

り、ニコニコしている。でも施設に帰ったら、

また元通りになる。

そこで施設を宅老所化しようとしたのがユニ

ットケアです。施設の中で五つの宅老所やグル

ープホームができるのだったら、それを五つに

ばらしても一緒です。それが地域分散サテライ

トケアや分園化です。分園化は厚生労働省も認

めました。

そうすると、この行き先は何なのかというと、

施設解体です。特養をなくしてグループホーム

化してしまうということです。特養で既にそこ

まで行き着こうとしているところがあります。

障害福祉世界では、こういう形で施設解体をし
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たところが幾つかありますが、それを真似てい

るわけです。

その幾つかのモデルがありますが、今日は

「せんだんの杜」を紹介します。

（２）空き家から見えた、呼び寄せられていく

高齢者の多い校区と呼び寄せ校区

「せんだんの杜」は宮城県仙台市青葉区とい

う住宅地帯にあります。

この「せんだんの杜」は、もともと施設に来

させないケアをしようということで、併設して

いる在宅介護支援センターエリアの４小学校区

に限定して、入居者を受け入れています。入居

者が暮らしていた地域づくりと統合して実践し

ていこうということです。

中山小学校区は、この地域で最も古いニュー

タウンです。空き家がどんどんできていってい

ます。なぜというと、子育てが終わって高齢者

夫婦になって、独立した息子たちに引き取られ

ていくわけです。それで空き家が増える。引き

取られ老人が多い地区なのです。

国見小学校区というのは、まだ、比較的新し

いニュータウンで、今度は私ぐらいの若い人た

ちが来て、遠い親を引き取ってくる、呼び寄せ

られ老人が多い地区です。呼び寄せられ老人が

多い地区の高齢者が、せんだんの杜のデイサー

ビスにたくさん来るわけです。この方達は地域

関係を全部捨てて引っ越してくるので、閉じこ

もりになって、すぐに状態が悪化して、デイサ

ービス利用につながります。

中山小学校区は引き取られていく、一方で国

見小学校区は呼び寄せられ老人が来る。この

循環をなくそうということです。そういう意

味では、この地区に、先ほどの宅老所をたく

さんつくって、地域から離れることや、せん

だんの杜に来させない地域ケアをつくるとい

うことです。

（３）中山小学校区での取り組み

中山小学校区は１万２千人で高齢化率18.9％

の地区です。５～６ヶ所の小規模多機能拠点を

つくっています。今度の制度イメージでいうと、

小規模多機能型居宅介護は中学校区に一つでい

いだろうと思われるかもしれませんが、ごく単

純計算をしますと、１万２千人×高齢化率×要

介護２以上で、登録人数が例えば25名として、

６ヶ所程度が必要になります。中山地区は制度

施設より小規模なのでこの地区に10ヶ所は必要

かも知れません。

また、コスト面ですが、特養の１ベッド経費

を考えますと、50ベッドと20のショートで70ベ

ッドとすると、12億ぐらいかかるとして、70で

割ったら、特養の１ベッドは1700万円です。２

ベッドあったら家が買えます。

中山小学校区のホームは、全て月13万円程度

の賃貸です。バリアフリーで改修が必要だと思

われるかもしれませんが、小規模ケアでほとん

ど改修は必要ありません。小規模で個別ケア、

見守りケアができていますから、事故を起こさ

ないのです。お年寄りも、適度な家の緊張があ

るし、生活の具体性がありますから生活リハビ

リになります。中山小学校区には、障害児・者

のレスパイトケアホームや街角サロンもうもう

亭という、焼肉屋を借りて相談拠点をつくって

います。住民が自由に立ち寄ってコピーしたり、

ミーティングしたり、支援事業所や在宅介護支

援センターをここに配置して街角で相談ができ

るようにしています。

こういう体制がとれたので、のぞみホームの

ように、普通だと高齢者夫婦で要介護の奥さん

が特養に入居してしまうところを近所の中山の

家で引き止めて、ご主人はもともとある自宅か

ら奥さんのところに通うということができます。

ですから、高齢者の環境を壊さないで最後まで

奥さんを中山の家で看取りながら、夫が通った
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り、そこで寝たりして、夫婦関係が最後まで続

きます。今は夫が中山の家に住んでいます。昼

間は家に帰って、家の用事をして寝に帰ってい

るそうです。そのような生活をこの地区では実

現できているということです。

自宅と施設の二つの選択肢しかないのが、今

の地域福祉の現状ですが、自宅と施設の中間に

先ほど照会した多様なケア資源をつくって、家

では住めないけれども、第２の自宅として地域

関係を壊さない身近なところで生活できる地域

ケアの体制をつくっているということです。

10．小規模多機能ケアの制度化の動向

介護保険制度の見直し

制度的にはいろいろ課題がありますが、厚生

労働省もこの動きを見て、今度の地域密着型サ

ービス・小規模多機能型居宅介護の創設をし、

まちづくりと一体になって行うという観点から、

地域介護・福祉空間整備等交付金を創設してい

ます。これは、たんにエリアの中で宅老所をど

れだけ配置するかという発想ではなく、コミュ

ニティケアをつくるという計画です。

今度の介護保険事業計画は、今までのように、

自治体のなかで特養をどれだけつくろうとか、

ヘルパーをどれだけ増やそうというような資源

整備計画だけではなくて、住民参加や地域づく

りを含めた、地域ケアをつくるコンセプトが必

要です。

ただ、制度化される小規模多機能型居宅介護

は、残念なことに居住の部分が制度的には外さ

れました。要するに24時間ケアは実現しますが

365日ケアはできないということです。これが、

最大の課題です。

11．介護保険事業計画と地域福祉計画と

の関連

最初に言いましたように、今回の介護保険改

正の眼目は、地域生活の継続性と暮らしの質の

保障を具体化するもので、極めて地域福祉的で

す。また、その視点においた介護事業計画の策

定でなければならないし、計画のアウトカム評

価は、この観点からの基準づくりをしなければ

ならないということです。

もう一つ、先ほどの居宅介護をどのようにつ

くったり支援するかという時に、地域ケアシス

テムを同時につくらなければいけません。今度

の高齢者の分野では、地域包括支援センターを

中核に地域包括支援システムをつくることにな

っていますが、介護予防を例にとっても地域づ

くりをしないと効果がでません。

その時に必要なのは、地域エンパワメント支

援を含んだエリア計画の策定と経営が重要です。

例えば、今度の介護保険では、介護保険事業

計画で日常生活圏域の設定をしなければならな

いといわれています。そこに地域包括支援セン

ターを配置するということですが、住民が参加

する日常生活圏域と行政が設定するサービス圏

域の二つが矛盾しないようにすることが大切で

す。サービス圏域の中に、それぞれの各市が進

める日常生活圏域（住民が自ら参加したり、活

動したりする圏域）をうまく整合性を持たせて

エリア設定をするということです。それをしな

いと、拠点ができても、住民がそこに参加しよ

うという気にはなりません。

もう一つは、介護保険事業担当者は介護保険

だけ気にしていますが、人が地域で暮らすのは、

地域共生ケアのように、障害とか児童とのかか

わり抜きには考えられません。今度の障害者改

革でも、問題は多いですが、障害者と高齢者ケ

アの制度統合が検討されています。もう一つは

子供の対策と高齢者の対策の統合の重要性は説

明したとおりです。このように介護保険のエリ

ア設定は、サービス配置のエリア設定だけでは

なくて、子供、障害、高齢を統合して、それこ
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そ包括的、総合的に支援をすることと、住民が

参加することを視野に入れたエリア設定をして、

とりあえずは高齢者の分野から進めていくとい

う発想がなければなりません。まさに地域福祉

のエリア計画です。

その時に、実は大阪府は財産を持っていて、

ＣＳＷ（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）

とＣｏＷ（コミュニティ・ワーカー）の配置を

行っています。私は厳密にこの言葉を分けてい

まして、コミュニティ・ソーシャルワーカーと

いうのは、地域生活を支援するソーシャルワー

カーで、個別課題にのめりこまないで、地域ケ

アシステムを動かせる人です。コミュニティ・

ワーカーというのは、社協職員に代表されるよ

うに地域支援していくワーカーです。大阪の場

合は、エリアの中で、この二つのワーカーがど

のように連携できるかを検討する必要がありま

す。

今後、この二つのワーカーとともに、エリア

を共通基盤として、行政職員、事業者、住民、

当事者が連携し、チームアプローチを進めて

いく必要が出てきます。また、その実践をと

おして、行政機構の縦割りが克服されていく

ものと考えられます。その時に、本日お話し

た、在宅生活の継続性を実現していくための

ケア拠点の開発や運営維持を、チームメンバ

ーの共通の教材にして取り組んでいただきた

いと思います。



第4回講座（平成17年9月16日実施） 

テーマ：「ＮＰＯの地域福祉への関わり方と行政支援の現状」 

講　師：早瀬　 昇 
（社会福祉法人　大阪ボランティア協会事務局長） 
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１．大阪ボランティア協会とは

大阪ボランティア協会の早瀬と申します。

大阪ボランティア協会は民間の団体で、年間

２億ぐらいの予算ですが、行政からの資金が４

分の１ぐらい、残りは寄付、一番大きな収入が

事業収入です。中でも最も大きいのは、私が今

日こうしておじゃましているような講師派遣収

入です。いろいろな職員が分担して行っていま

すが、総収入は年間2,500万ぐらいです。そのよ

うないろいろな資金を確保しながら、事業を進

めている団体です。

社会福祉法人という法人格を持っていますが、

相談事業を実施することで認可を受けています。

今日の話とは違う話ですが、私はずっと厚生労

働省に第３種社会福祉事業を作るべきだと言っ

ています。第１種と第２種があり、うちは第２

種です。相談事業をする法人として社会福祉法

人になりました。もともと社団法人として活動

してきたのですが、12年前に社会福祉法人に組

織変更しました。そのときに、これまでの実績

は分かっているが、社会福祉法人としてどう位

置付けるかということで、うちは大阪府の民間

法人ですので、府と検討し合いました。結果的

に、相談事業、つまり市民活動の参加推進に関

して児童福祉に関わるボランティア参加を通し

て児童福祉の増進のための相談をするとか、障

害者福祉の向上を図るとか、そのような対応に

なっています。

本当は、第３種社会事業、つまり第１種、第

２種の事業を支援する事業としての第３種があ

ったらよかったのです。今、第３種社会事業に

当たるものは共同募金会と社会福祉協議会だけ

しか認められていません。それが、別枠になっ

ています。第１種が施設ケア、第２種が通所と

相談です。第３種を本来は作るべきだったので

す。福祉活動推進や基盤整備をする事業を第３

種として別途設けておいて、その１種類として

社会福祉協議会もあるし、共同募金会もあると

すべきでした。そうしておけば、ほかの民間の

推進機関が社会福祉法人になりやすかったので

す。朝日新聞の厚生文化事業団が第２種社会福

祉事業ですが、ああいったところを第３種とい

う点で見だしたら、ずっとすっきりすると思い

ます。そうしろとずっと言っていますが、全然

反応してくれません。

大阪ボランティア協会は、実際上は、市民版

の社会福祉協議会のようなことをしている組織

です。今年、創立40年めを迎えるところです。

1965年に創立していますから、日本ではいちば

ん古いボランティア・センターです。今はボラ

ンティア・センターだけではなく、ＮＰＯにか

かわる仕事もしていますし、企業の社会貢献に

かかわる仕事、あるいは最近、企業のＣＳＲ

（Corporate Social Responsibility）が重要なキ

ーワードになっています。企業がきちんとした

社会的責任を果たさなければいけないという声

社会福祉法人大阪ボランティア協会　事務局長　　　　 
早　瀬　　　昇 

「ＮＰＯの地域福祉への関わり方と行政支援の現状」 
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が、ここ数年、非常に高まっており、障害者の

雇用率が急速に上がっています。特に大企業の

障害者雇用率がもうすぐ小企業を抜きます。ず

っと小さな企業のほうが高く、大企業が低いと

いわれていましたが、直近のデータでは変わっ

てきました。私がこの前見たデータではあと少

しという感じで、大企業が上がっていました。

そのあたりの動きにかかわるようなこともして

おり、大阪ボランティア協会という名称が、実

態と少し離れている状況にあります。

２．ＮＰＯの台頭

ＮＰＯという存在がここのところ急速に注目

されるようになってきました。恐らく、ＮＰＯ

という言葉が日本人の間で知られるようになっ

たのは、1991年に、ピーター・ドラッカーの著

作である『非営利組織の経営』とフィリップ・

コトラーの『非営利組織のマーケティング戦略』

というＮＰＯの経営に関する重要な著作が２冊、

日本語に翻訳されたことがきっかけだと思われ

ます。当時はまだＮＰＯとは言っていませんで

したが、非営利組織という概念が、少し前に出

てきました。

実は、ＮＰＯというのはアメリカの税制度の

一つです。アメリカでＮＰＯと認定されると、

その団体がしている事業の本来事業収入に関し

ては法人税は課税されません。元来、ＮＰＯは

そのような制度です。

日本ネットワーカーズ会議が1993年に川崎や

広島など各地でフォーラムを開きました。その

ときに、アメリカにはＮＰＯというものがある

と紹介したのが、多分日本では最初ではないか

と思います。

３．大震災をきっかけにした公益法人の

法人格取得規制の緩和

その後、結局は、震災が一つの大きなきっか

けになり、日本の公益法人の法人格取得規制が

大幅に緩和されます。今は、民法で社団法人、

財団法人という公益法人は行政の許可によって

のみ設立できますが、許可ですから、免許制度

みたいなもので、原則禁止されているのです。

市民活動団体、非営利活動団体が法人格を取る

ということは非常に難しかった。行政の許可を

得られた場合に、あるいは社会福祉法人や学校

法人は「認可」を得られた場合に、初めて法人

になれます。市民活動団体が法人を取ろうとす

ると、まず我々は自分たちを監督してくれる役

所（主務官庁）を探します。そこに許可を願い

出るわけです。外務省、文部省、あるいは大阪

府のどこどこの部局が認めてくれたら、初めて

許可を受けられるという構造です。会社などの

場合は全く違います。法務局に登記すれば、そ

れで会社という法人になってしまいます。

この許認可主義がおかしいのではないかとい

われ始めました。震災のあと、あれだけ市民活

動が活発になった中で、市民活動の発展を抑え

ている制度上の問題として、民法34条の公益法

人の法人格取得を規制している制度が焦点にな

ったということです。先進国の中で、許可制で

やっている国は韓国と日本ぐらいしかなく、ロ

シアでも届け制です。それで、そこを一つのタ

ーゲットにしました。

特定非営利活動促進法という形で、1998年３

月16日でしたか、国会を通り、25日に交付、12

月１日から施行されました。

４．ＮＰＯ概念の普及と法人数の増加

「特定非営利活動促進法」「特定非営利活動法

人」というのは、あまりに長いので、これをマ

スコミがＮＰＯ法、ＮＰＯ法人と略し始めまし

た。ＮＰＯという言葉が急速に広がったのは、

そこからです。だから、1999年ぐらいから一般

の人々が知る言葉になったと思います。ただ、
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今はもう、このＮＰＯという概念は非常に普及

しています。新聞にＮＰＯという言葉が１日平

均40個ぐらい出ています。

毎月全国で400～500団体のＮＰＯ法人が生ま

れています。ＮＰＯ法人は宗教法人と一緒で

「認証」です。憲法で、「天皇は国務大臣を認証

する」という言い方もありますが、認証という

のは実際上非常に緩く、あるものを認めるとい

うだけの話です。

ＮＰＯ法人が半年で2,500ぐらい、毎月400強

ぐらい生まれています。解散している法人も、

１年間に400ぐらいありますから、１年間でい

うと、400ほど減り、5,000ぐらい増えています。

今、非常にＮＰＯ法人が増えています。

５．多様なＮＰＯと定義上の関係

日本の場合は、ＮＰＯ法人という名称でＮＰ

Ｏという言葉が普及したものですから、ＮＰＯ

法人をＮＰＯと見るという誤解があります。

今、お話ししましたように、もともとＮＰＯ

という概念は、アメリカで使われていた概念

です。しかし、ＮＰＯという言葉自身は、本

当はアメリカ人は使いません。Nonpro f i t

Organizationと普通に言うほうが圧倒的に多い

です。Nonprofitは１ワードです。NonとProfit

を分けません。ＮＧＯの場合は、Nonと

Governmentalの間にハイフンを入れる場合が

ありますが、ＮＰＯの場合、ハイフンを入れ

る用法をアメリカ人が使っていた言葉では見

たことがありません。だから、頭文字になら

ないのです。普通にアメリカ人と話すときに

ＮＰＯと言っても通じにくい場合のほうが圧

倒的に多く、Nonprofit Organizationと言わな

いと通じません。

アメリカでいうＮＰＯは、非営利、営利を目

的としていない団体で、そう認定されると、当

該の事業に関して事業上の収益が上がっても法

人税を課しません。これがいわゆるＮＰＯで、

130万ぐらいあります。

アメリカではその内側にもう一つステータス

があります。「公益（Public Benefit）」活動で

ある場合です。公益でなく非営利なのは「共

益（Mutual Benefit）」です。同窓会、労働組

合、生活協同組合などは共益です。Publ ic

Benefitという認定を受けている団体はアメリ

カで60～70万あると思いますが、ここに寄付

をすると、寄付者が寄付金控除を受けられま

す。日本でいう特定公益増進法人のポジショ

ンに当たるものですが、数が日本とは雲泥の

差です。日本では社団法人、財団法人の３％

しかありません。社会福祉法人は、全部、特

定公益増進法人ですが…。

日本は多数の法人制度が並立していますが、

アメリカはこの二つだけです。

しかし、日本では複雑です。本当は、社会福

祉法人から学校法人、財団法人、社団法人、政

党、医療法人もみんなＮＰＯ、Nonprofitです。

しかし、実際上、日本でいう場合は、どちらか

になります。いわゆる「市民活動団体」、すな

わちいろいろな市民がオープンに参画しやすい、

ボランティアがたくさん参加しているような、

そういうイメージのものを普通そう呼びますが、

その団体のことか、ないしは「ＮＰＯ法人（特

定非営利活動法人）」のどちらかをいっている

と考えた方が良いですね。

あえて最初にこんな話をし出したのは、相手

がどの意味でＮＰＯを言っているかを確認し

ないと、ごっちゃになるからです。そこを勘

違いしないようにしないといけません。決し

てＮＰＯ法人だけがＮＰＯではありません。

単なる日本の変な制度の関係でそう思われて

いるだけです。

来年の通常国会で、民法の改正案が出ると思

いますが、社団法人・財団法人がなくなり、非
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営利法人という法人格に変わります。届け出制

になり、届ければ即法人になるという非営利法

人という制度が作られる予定です。そうなって

くると、また雰囲気が変わってくるでしょう。

ついに民法34条が改正されるわけです。

６．ＮＰＯの活動分野

法人格を持っていない市民活動団体はたくさ

んありますが、結社の自由ですから、どこにい

るかも、何をしているかも分かりにくいのです。

ところが、ＮＰＯ法人だと、ちゃんと認証のと

きにデータが出ますし、今や事業報告書もＰＤ

Ｆファイルで出るような時代になっていますか

ら、この業界は形式的には透明です。ですから、

データが取りやすいのです。

脱線ですが、市民活動をしている人たちに、

「法人格を取って何が変わりましたか」と聞く

と、「アンケートがよく来るようになりました」

というのがいちばん多いです。こんな便利な調

査主体はありません。住所が全部公開されてい

るわけですから、とても扱いやすいのです。

とにかく、状況が分かりやすいです。ＮＰＯ

法では、法律上17項目のどれかの活動目的を

持っていないといけません。複数あってもよく、

全部挙げている団体は３割ぐらいあります。そ

の中で、やはり福祉が圧倒的に大きく、保健・

福祉・医療の増進を定款に挙げているのは６割

弱です。今、２万1,000あるうちの１万3,000ぐ

らいは、福祉のことをやると言っているのです。

ついでに言うと、四つめに「子どもの健全育成」

というものもあります。これはもちろん子ども

会などを念頭に置いていますが、それだけでは

なく、さまざまな児童福祉にかかわる分野の取

り組みも、この分野で取っている場合もありま

す。この二つを合わせると、福祉系が非常に大

きなシェアを取っています。それ以外にも、実

際にはまちづくりの推進という中にも入ったり

していて、かなり福祉が多いです。

つまりＮＰＯの中には、かつて住民参加型在

宅福祉サービス団体という形で展開されていた、

有償でサービスをしている担い手が、ＮＰＯ法

人になっていっている例が多いです。

７．大震災の中で「私」だからできたこと

なぜＮＰＯ法ができたか。やはり震災なので

す。ＮＰＯ法は1998年にできたのですが、すご

くタイミングが面白くて、1898年に民法が施行

されています。公布は1896年ですが、公布から

施行まで２年かかっています。ＮＰＯ法はちょ

うど100年後なのです。先ほど言いましたよう

に、許可の世界に、認証といっていますが実質

的に届け出に近い状況が生まれました。認証率

99.4％、まず不認証にならない。ＮＰＯ法人の

認証というのは、実態を見ません。書類審査な

ので、基本的に作られた文書が明確に法律の趣

旨に反していなければ通ります。法人格の付与

に際して、形式を見るだけで実態は見ない、つ

まり行政はチェックできないのです。だれがチ

ェックするのかというと、市民です。そういう

法人制度で一定の情報公開が義務づけられてい

ます。

なぜこんなものができたかということですが、

震災のときに、ボランティアが非常に注目され、

たくさんのボランティアが被災地にかかわりま

した。これは、地域福祉を考えるときにも重要

なポイントだと思いますが、ボランティアとい

うとなかなか無償では動いてくれないというイ

メージもあるかもしれませんが、市民の中には

潜在力があるのです。

あのときはものすごい勢いでした。私どもは

現地にボランティア・センターを作りましたが、

毎朝600～700人のボランティア活動をしたい人

が、うちの事務所の前に列をなすのです。私は、

この仕事を30年ほどしていますが、まさかそん
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な日が来るとは思いもしませんでした。実は、

私どもは「被災地内のボランティアの職安」と

いわれていました。あそこに行けば職にありつ

ける、つまりボランティアの仕事にありつける

ということです。市役所の周りにたくさんボラ

ンティアがたむろして、「ボランティア難民」

と悪口を言う人たちがいました。ボランティア

というのは、何かしたくても何をしたらいいか

分からないと何もできないのです。我々は、そ

の情報を得られる場所を現地に作ったのです。

ともあれ、その数が注目されたのですが、そ

れ以上に、ＮＰＯ法やＮＰＯという今日のテー

マに関係して言うと、質だと思います。人々は、

もちろん、自発的に被災地に集まったのですが、

自発的な主体の可能性というものがあのとき見

えたと思います。いちばんよくいわれるのは、

自発的な主体が機動的になりやすいということ

です。実は、あのとき、あまり機動的になりに

くかった主体がありました。それが行政です。

行政は災害時に機動性を持つのは非常に難しい

のです。なぜかというと、お役所には公平原理

という絶対的な原理があります。このことが行

政を災害時に止めるのです。それは公平にする

ためには、条件があるからです。全体の状況が

分かっていないとだめなのです。500人の人が

避難したとすると、その全体が把握できて、初

めて500人の人に対して公平にお世話ができる

わけです。本当は800人の人が避難しているの

に、500人しか見つけられなかったからと、す

ぐに500人の人たちに対応します。すると、残

りの300人の人は「何もしてくれない、不公平

だ」となるわけです。

ところが、今回の阪神大震災の重大な教訓の

一つはこれだと思いますが、災害は、大きけれ

ば大きいほど最初は全体が見えません。何が起

こったか分からなかったのです。亡くなってい

るかたがいらっしゃるということが最初に発見

されたのは、地震が起こって２時間20分後、８

時７分です。ＮＨＫで第１報が出ました。その

日の夕刊で600人、翌朝の朝刊では2,000人です。

でも、5,000人ものかたが亡くなっていることが

分かったのは８日後。5,500人のかたのお名前と

住所がほぼ確定したのが２か月後です。いまだ

に２人が行方不明です。燃え尽きてしまったの

ではないかという話ですが、遺骨が出ないので

す。とにかく、全体が見えないのです。この前

のスマトラ沖のときもそうです。最初は、スリ

ランカが大変だと言われたのですが、実はイン

ドネシアでした。それが最初は分かりません。

全体の状況が分からないというのは、非常に

行政の行動を制約します。つまり、現実には、

みんなが役所に駆け込みます。神戸市役所の新

庁舎は２階まで避難所になりました。防災計画

で、役所を避難所にする計画はなかったのです

が、「あそこはちゃんと建っている。ガラスも

割れていない」と、みんなが押し寄せたのです。

すると、助けてほしいという人に、すぐにヘ

ルパーさんを紹介したいです。現場の痛みは皆

さんもよく分かっています。公務員も被災者で

すから、何とかしたいと思うのですが、できま

せん。なぜかというと、この頼んできた方がそ

の町全体の中でどの程度に優先度が高いか分か

らないからです。分からないのにヘルパーさん

を紹介したら、早い者勝ちになって、不公平に

なります。

行政がなぜ災害の直後に機動性を失ったかと

いうと、それは公務員の皆さんがまじめに一生

懸命、全体の奉仕者として頑張ったからです。

だから、動けなくなったのです。そういうもの

だと私は思っています。

ところが、なぜボランティアは機動的になっ

たかというと、自発だからです。「私」が自分

の行動を決めるのです。行政の皆さんは、全体

の奉仕者ですから、全体に拘束されます。しか



第１部 

63

し、「私」は、困っている人がいたら「私が手

伝いましょうか」と言えば、すぐ動けます。三

宮が大変だ、西宮が大変だ。「でも、私の知り

合いは大阪の豊中に住んでいて、豊中も随分亡

くなっている方がいらっしゃるから、私は豊中

に行きます」、我々はそれでかまわないのです。

自分の決断ですぐ動けます。だから、機動的に

なったのです。

しかも、この「私」には、いろいろな「私」

がいます。今日、ここにいらっしゃっている皆

さんが全員違う人格と脳みそを持っています。

ということは、今、皆さんはそれぞれ違うこと

を考えているのです。それで何が起こったかと

いうと、みんな違うことを始めたのです。みん

な違うことに気づいたのです。だから、その取

り組みが大変多彩になりました。

いろいろな例があります。例えば、アトピー

の子どもさんをお持ちの親の会の皆さんは、な

んと地震が起こったあの１月17日の夕方、長田

がまだ燃えている、電話が通じないというあの

時間帯に、全国のアトピー症の患者会で連絡を

取り合って、西宮はどこの病院に、芦屋はどこ

にと、各地域に拠点を決め、その拠点にアトピ

ーの子どもさんたちに負担のかからない食事を

届ける全国ネットワークを作ったのです。

私は１月20日からずっと現地にいましたが、

そんなことには全然気がつきませんでした。地

震発生から３日ほどすると炊き出しも来ました

し、お弁当などは余るほどありました。でも、

そのお弁当は白米です。アトピーの子の中には

玄米しか食べられない子がいる。でも、お腹が

減っているから白米も食べます。そして体中に

じんましんを作り、「かゆい、かゆい」と言っ

て泣いていたそうです。このアトピー症の子ど

もたちへの取り組みは２月10日ごろに新聞に載

りました。それで、「ああ、そんなことがある

のか」と思いました。でも、アトピーの子ども

さんをお持ちのお母さんはすぐ気がつき、すぐ

始めました。

こんな例は山ほどあります。獣医さんたちが

ペットの世話を始めるとか、長田にはベトナム

の人が多いので、外国人のお世話に動き出すと

か、いろいろな人たちがいろいろなことに気が

ついていたのです。

この手の話は非常に鮮やかにありました。こ

の多彩さは、非常に行政には難しいのです。全

体の過半数以上の人が賛成しないことを行政で

対応するのは現実には難しいわけです。あの災

害のときに、「ペットのお世話をします」と保

健所が言いだしたら、多分、文句のほうが絶対

多かったと思います。

私が１月20日に現地事務所を開いて、最初

の依頼が、火葬場を探してくれという依頼で

した。うちの事務所を貸してもらっている建

物が保育所の一角だったのですが、園児が二

人亡くなって、ようやく死体検案書が出て、

火葬できるというわけです。ところが、芦屋

市は火葬場が全壊し、西宮はガスが止まって

火葬できなかった。近隣の自治体がサポート

するわけですが、これが大変でした。火葬場

を探せと言われて、私はたまたま大阪市の北

斎場に勤めている人を知っていたので、すぐ

電話したのですが、ともかく第１号の仕事は、

火葬場を探しだったのです。

そのとき、獣医さんから、「私は獣医ですか

ら、ペットの世話ならできます」と電話がかか

ってきたのです。私はそのときペットを飼って

いませんでした。だからペットを飼っている人

がどんな気持ちになっているか、全然気がつき

ませんでした。ペットを飼っている人にとって、

ペットというのはかけがえのないものです。家

族でしょう。でも、例えば、救援物資でリスの

餌になるひまわりの種は来ないのです。すると

リスが死ぬのです。そんなことはだれも気がつ



第１部 

64

きません。でも、ペットを飼っている人は気が

つくのです。

８．「ほかならぬあなたのため」行政とは

別の特質を持つ市民活動

市民活動というのは、行政の穴埋め、公共サ

ービスの不足をボランティアや助け合いで補う

というのではなく、自発的な公共活動の主体は、

全体の奉仕者として動く主体とは別の特性を持

っている。このことが、震災時に非常に鮮やか

に出たのです。

これは、別に災害時だけではありません。多

彩さというキーワードは、これからの地域福祉

を考えるとき、とても重要なことだと思います。

つまり、住民がみんな同じようなことを考えて、

同じような関心があって、同じようなことを優

先順位として考える状態ならば、基本的には行

政だけでいいと思います。しかし何が問題かと

いうと、みんな違うということです。

その個性化をいちばん激しく進めているのは

福祉的要素、特に「高齢化」です。高齢化とい

うのは、ものすごく人を多様化させます。赤ち

ゃんはみんなかわいいです。しかし、高齢化す

ると、個性化するとしかいいようのない世界が

生まれてくるのです。みんな違う人生を歩んで

いるわけで、一人ひとり、それぞれ１冊ずつ本

が書けるような波乱万丈のものすごい人生を歩

んでいるのです。それを画一的に、「おじいち

ゃん、おばあちゃん」と呼んでしまうなら、そ

れは怒られます。つまり一人ひとりの人生に寄

り添うようなことが、最終的に必要になってき

ますが、これは多様な対応が求められ、そうす

ると、行政では大変難しい。

そのいちばん典型的な例が、ホスピスです。

ホスピスのケアというのは、最後は宗教なので

す。「なぜこのときに私は死ぬのか」という問

いに答えるものの一つが宗教です。真言宗でス

ピリチュアル・ケアのワーカー養成などをやっ

ていますが、それはそういうことです。その世

界には行政は入れない。宗教ですから、政教分

離、憲法89条違反です。あるいは、国際化が進

んできます。これも個性化を進めます。

そういう一律に扱えない領域がだんだん増え

てくる中で、ＮＰＯの関与は非常に重要だと思

います。

公共活動の担い手として、行政という全体の

基盤を支える主体が絶対必要だと思いますが、

ボランティアやＮＰＯという主体が注目される

のは、行政と異なり非常に多様といえば多様だ

からです。ボランティアやＮＰＯは、あること

しかしません。自然保護だと、チョウしかしな

い、あるいはオオムラサキだけのグループもあ

ります。そこには極めて深く入る、スペシャリ

ストの世界です。行政はジェネラリストの世界

ですね。どちらも必要なのです。

他にもいろいろなことがあります。よくボラ

ンティアのサービスというのは、温かい、心の

こもった、といいます。この本質は何だと思い

ますか。それは不公平さです。公平な温かさは

ありえないのです。公平というのは一律、画一

なのです。「ほかならぬあなたのために」とい

うかかわりがないと、我々は温かさを感じませ

ん。だから、子どものケアを養護施設でするよ

りは里親のほうがいいというのは、圧倒的に個

別性を高められるからです。「ほかならぬあな

たのため」というかかわりをできるような環境

に置かれないと、人間は自我をうまく確立でき

ません。

つまり、選択してくれる、あなただけが好き

なのだ、あなたが素晴らしいのだというかかわ

りは、我々民間なら幾らでもできます。自分の

子どもを育てるとき、「おまえはおれの子だろ

う」というかかわりがあります。そういう世界

になるのです。



第１部 

65

つまり、行政モデルのサービスも必要ですが、

私たちの中には、私たちのふだんの暮らしの、

家族などの世界、インフォーマル・ケアと言っ

てしまえばそれまでですが、全然性格の違う二

つのものがあって、どちらも必要なのです。

そのように、行政とはだいぶ性格の違うもの

が、日の目を浴びてきたのが最近ではないでし

ょうか。従来は、単にただでやってくれるあり

がたい存在としてのボランティアだったのかも

しれませんが、そうではなく、自分発で公共的

なことを担うというのは、行政による公共サー

ビスとは随分違う性格をたくさん持ちます。

ＮＰＯのことをNonprofit Organizationでは

なく、New Public Organizationという人もい

ますが、こういう面に着目するからです。もう

一つ違う公共性を持っているということです。

９．ボランティア（無償）からＮＰＯ

（非営利）へ

震災の直後にはボランティアが注目されたの

ですが、ＮＰＯというものが目立ってきました。

アメリカから制度が普及してきたこともありま

すが、このＮＰＯというキーワードができたこ

とは、民間による公共活動を非常に変えました。

実は、NPOの反意語はPO（Profit Organization）

ではありません。FPO（For Profit Organization）、

利益のための組織です。従って、ＮＰＯをNot-

for-profit Organizationという場合があります。

このほうがずっと分かりやすいです。先ほど言

いましたように、Nonprofit Organizationは税

法上の用語ですが、ふだんの言い方としてNot-

for-profit Organizationという言い方は、アメリ

カ人の中でもかなりよく使われています。これ

は非常に分かりやすいです。「利益のためでな

い」。

つまり、ボランティアがずっと活動していま

した。震災まではボランティア、ボランティア

だったのです。ところが、先ほど、住民参加型

在宅福祉サービスという長い名称の概念の話を

しました。なぜあんな長い名前をつけたか。

1980年の後半ぐらいから、一部で「有償ボラン

ティア」という言い方が始まりました。それに

対して、普通のボランティアが非常に反発しま

した。ボランティアに有償をくっつけるような

言い方はおかしいというわけです。確かに、ペ

イド・ボランティアという言い方は一部で使っ

てはいますが、アメリカ人でも、オーストラリ

ア人でも、イギリス人でも、ほとんどの人がボ

ランティアなるものは、基本的にアンペイドだ

と思っています。国連ボランティアなどは多少

生活を支えるための資金をもらいますが、お金

のためにするものとは違うというのがあって、

この言い方は現場ですごく反発を受けました。

だから、住民参加型在宅福祉サービスという変

な用語を全社協は考えたわけです。

普通、ボランティアというと、無償というか、

実費ぐらいはもらっている場合はありますが、

この世界は、基本的には自分に一定の余暇があ

る中で動くわけです。ボランティア活動という

のは余暇活動です。

そこで、なのですが、家事援助の場合、家事

はためられるのです。掃除、洗濯、買い物、

調理です。買い物をためるために冷蔵庫があ

ります。洗濯でもためます。掃除は１年ぶり

とか、ためられるからそういうことが起こり

ます。調理でも作り置きができます。何を言

いたいかというと、ためられるニーズという

のは、自分の都合のいいときにサービスをし

ても、役に立てます。それがニーズがためら

れる場合の特徴です。

ところが、介護はためられないのです。つま

り介護というニーズが出てきて、介護保険とい

う制度を作らせていく大きな要素になったのは、

この「ためられない」ということが絶対的なこ
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とだと思います。

例えば、徘徊というのは、ご本人の心象風景

としては散歩です。こちらがついていければ、

別にどうということはないわけです。でも、い

つもついてはいけません。自分の生活がそんな

に拘束されたら困るからです。介護というのは

拘束性が高い。だからどうするか、縛る人が出

るです。拘束されるニーズに対して、余暇で対

応するのは無理です。

そのときに、専従者の確保が必要だったので

す。だから有給で対応するわけです。それが有

償です。つまり、有償ボランティアという言い

方をなさっていた人たちの意図はともかくとし

て、そのスタイルがなぜ生まれてきたかといえ

ば、ニーズの変化に対する市民団体側のいろい

ろな試行錯誤の一つの形態であったとも言えな

いわけではありません。でも、それを「ボラン

ティア」という言い方で説明すると、非常に大

きなトラブルがあったわけです。

ところが、両者はともにお金もうけのためで

はありません。つまり、ＮＰＯという概念は、

もともとそんな意図から普及したのではなく、

たまたまアメリカにこんな制度があるというだ

けの話で、税制上の話だったのです。日本にＮ

ＰＯという概念が来た理由は、法人格をちゃん

と与えようということだったのですが、それが

別の展開をします。市民活動の中に、無償で活

動する市民活動団体と、有償で働きながらする

という活動のスタイルの両方があっていいのだ。

両者を包み込む概念として普及しているのです。

それで何が起こったか。専従者が増えれば、

当然、専門化します。このスタイルが広がる中

で、大変強力な市民活動団体がどんどん出てき

ます。福祉分野でいえば、1997年12月には介護

保険法が成立します。98年３月にＮＰＯ法も成

立しますが、介護保険法を作る時点で、ちょう

どＮＰＯ法の審議もあったので、ＮＰＯの参入

を前提にしてあの制度を作ったのです。法人格

さえ取れれば、社会福祉法人だけではなく、営

利企業もＮＰＯ法人も参入できるということで

す。こういうことで一種のマーケットができま

す。介護サービスというのは、もともと私はＮ

ＰＯが作ったと思っています。マーケットを生

み出したのは有償サービス団体というＮＰＯで、

それに制度的な裏付けができた中で、ぐっと伸

びる形になったと思います。

このＮＰＯという存在の成長で、従来のボラ

ンティア振興施策の対象とは別に、一定の専門

性を持っているものがどんどん膨らんできてい

ました。

10．ＮＰＯの実態

保健、医療、福祉の分野は、ＮＰＯ法人の中

でも最も高い成長率を持っています。2002年度

が、全体の34.6％だったのが2003年度は39.6％

と、母数が増えているうえに比率が増えている

のです。ほかの、例えば環境の場合の11.0％か

ら11.6％などと比べても高いです。どんどん広

がっています。介護保険の制度のようなＮＰＯ

法人も対象とした制度が基盤的に進んで、そ

ういう形で法人の経営がしやすくなっていると

いうこともあるかと思います。状況を見ると、

ＮＰＯ法成立以降に作られた団体が７割、新規

参入ばかりです。この中には企業かＮＰＯかよ

く分からないようなものもたくさんあります。

ＮＰＯ法人のうち、財政力でいちばん大きい

のは国際協力系です。国際協力系は4,000万以上

の予算規模を持っているところがほとんどです。

やはりお金が要りますし、外務省の草の根人道

支援という関係もあります。

海外協力系はけっこう大きいです。その次が、

たしか学術・文化・芸術ではなかったでしょう

か。その次が福祉です。福祉は平均3,000万規模

の予算を持っています。
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その中で、事業収入が７割です。今のＮＰＯ

法人はコミュニティ・ビジネス型、いわゆる事

業型のＮＰＯです。だから、非常に多いわけで

す。もちろんほかのパターンもありますが、平

均するとこうなります。有給職員が常勤３人、

非常勤4.8人、合わせて８人ぐらいの職員を有給

で持っています。これは、全部平均像です。給

料などの点でいうと、かなり低いですが、いわ

ゆるボランティア・グループのレベルは完全に

超えている団体がたくさんあります。

そのようなものが、ボランティアというより

もＮＰＯというスタイルが出てきたことによっ

て、登場してきたのです。

11．「非営利」を担保するための規定

ＮＰＯという概念には、実は大変難しい問題

があります。このＮＰＯの定義は、「利益のた

めではない」ということでした。英語のnot but

の構文でいうと「Not for profit but for mission

o rg an i z a t i o n」なわけです。社会的使命

（mission）のために頑張るというのがＮＰＯで

す。お金もうけは二の次で、有償というスタイ

ルでやるにしても、「社会的な課題を解決する

のだ」ということなのですが、定義の本質に、

お金もうけの「ため」ではなく使命の「ため」

だという「for」が入っているのです。「for」と

は何か？　心、気持ちです。「私はお金もうけ

のためにするつもりでやっているのではありま

せん、高齢者、福祉のまちづくりのため・・・」

と言っているのです。でも、心の中はだれも分

かりません。要は「言っているだけ」です。

でも、分からないと言って済ませているわけ

ではありません。心の状態を態度で示さなけれ

ばいけません。どうやって示すのか。まず、経

理上の基準、「利益の非分配」があります。利

益が出た場合、つまり収入と支出の差額として

プラスが出た場合、それを構成員で分配しない

ということです。年度末にたくさん剰余金が

生まれたから、職員に臨時ボーナスが出ると

いうのはＮＰＯではありません。この資金は、

すべて使命のために、翌年度の事業のために

使うとするのが経理上の原則です。しかし、

この利益というのは、変なもので、収入と経

費の差額ですから、経費を多くしたら、幾ら

でも実質的に配分できます。例えば職員の給

与をもともとから増やしたらいいのです。こ

れでは分かりにくい。

ちなみに、アメリカの場合は、寄付金控除を

受けられるＮＰＯ団体は、理事全員と職員の上

位５人までの給料は公開しなければいけません。

日本でも、認定ＮＰＯ法人（寄付金控除を受け

られる法人）になろうとした場合には、理事と

全職員の平均給与を公開しなければいけません。

職員の給与が高いか低いかには、客観的基準は

ありません。あれだけの仕事をしているのだか

ら、それぐらいもらってもおかしくないという

ことがあるので、基準を作るのがすごく難しい。

だから、アメリカでは給与を公開しておいて、

「それは多すぎる」という人は寄付をせず、「少

ない」「当然」と思う人は、寄付をする。そう

いうメカニズムにして、市民が判断する仕組み

になっています。こういう隘路はあるにしても、

とにかく利益を構成員で分配しないというのが

大原則です。これが一つです。

二つめは、ずっと分かりやすいです。それは

組織構成上のルールです。ボランティアのリー

ダーがボランティアのメンバーと一緒に活動し

ているグループのことを、ボランティア・グル

ープといいます。ところが、その中に有給の専

従スタッフを抱えている団体が現実に出てきて

います。これはボランティア・グループとはい

えませんが、これら全体を包んでＮＰＯという

のです。

何を言いたいかというと、ＮＰＯのリーダー
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はボランティアなのです。社会福祉法人の理事

は大半がボランティアで、無給です。ＮＰＯ法

でも、３分の１は有給の理事がいてもいいこと

になっていますが、３分の２以上は報酬をもら

ってはいけないと法律に書いてあります。ただ

し、この法律の解釈は、一般的には役員報酬と

解釈されているので、全員賃金をもらっている

理事で構成しているＮＰＯ法人が現実にはあり

ますが、法律上の論理からすると、ボランティ

アがリードしているということです。少なくと

も、イギリスなどでは完全にそうです。理事は

全員ボランティアが原則です。とにかく、そう

いうスタイルのものがどんどん出てきたという

話です。

12．ＮＰＯの多様な展開（機能性による

分類）

いろいろなＮＰＯがあると言いだすと、福祉

系で大阪だけでも1,000以上あります。

一つは、サービス提供者としていろいろな展

開をなさっているところがあります。中には、

「高齢者外出介助の会」のように、介護保険で

はサービスしない分野にニッチ（すき間）で

展開している例もあります。また、介護保険

制度で市場が成立してきたため、住宅改修分

野のように営利企業である工務店が協同でＮ

ＰＯ法人を作って受注しているといった事例

もあります。元来、非営利か営利かは相対的

なものでしかないので、この辺のあいまいさ

はしかたないですね。

それから、アドボカシー（政策提言・世論喚

起）系があります。第三者評価の認証機関が大

阪府内で22あります。そのうちの13がＮＰＯ法

人です。また、第三者評価の認証ではないで

すが、「介護保険市民オンブズマン機構」のよ

うな変わったスタイルもあります。これは利

用者と施設の間に入って個別に調査をしてい

く団体です。

また違うパターンで、いろいろな当事者を受

け止めるセルフヘルプ系があります。いろいろ

な分野のセルフヘルプグループがたくさんあり

ますが、大阪には、全国で初めて「大阪セルフ

ヘルプ支援センター」が生まれました。

まちづくり系でも、「おんなの目で大阪の街

を創る会」など、たくさんあります。

コーディネート系というのは、企業の社会貢

献担当者などが作っているものです。例えば、

「トゥギャザー」というのは、障害者の作業所

で作っておられる製品を企業がお客さんに配る

景品などに使ってもらうよう仲介しているとこ

ろです。

ＮＰＯには幾つかの特性がありますが、一つ

は、地域エリアを越えやすいことです。ですか

ら、地域を越えたサービスをＮＰＯが展開して

いる例はたくさんあります。

一つの例として、ＪＢＯＳという全国の視覚

障害者の移動補助をしているグループがネット

ワークを組んでいて、新大阪駅までガイドし、

東京駅からは別の団体がケアするというサポー

トをしています。このような例はたくさんあり

ます。

13．ＮＰＯの多様な展開（競争・担い

手・行政福祉の受け皿）

このような団体をこれから地域福祉の展開の

中でどのように見ていくかということですね。

今は機能性から見てきましたが、社会の問題に

対して、ＮＰＯは自分発でいろいろなことを思

いつきますから、どんどん多彩になります。そ

れから、マス志向の企業に比べ、ニッチでいろ

いろなサービスを進めています。もう一つ、行

政と違う部分として、ＮＰＯの基本的な原理に

競争があります。つまり、公共的な活動主体で

すが、一つの地域にＮＰＯを幾ら作ってもいい



第１部 

69

ですから、競争原理が働くのです。ですから、

競ってもらうことによって、非常に効率的な公

共サービスを作ってくれます。従来、企業がそ

れをやっていますが、ＮＰＯという、市民たち

が作りながらも競争し合うというパターンがあ

ることも一つの特徴です。

もう一つは、担い手の面です。この前ある自

治体の福祉担当者と話をしていたのですが、老

人福祉センターは、昔はデイサービスの拠点で

したが、介護保険でたくさんデイサービスの事

業者が生まれました。老人福祉センターでしか

できないことが減ってきたのです。

一方、これから団塊の世代がどんどん地域デ

ビューを始めますが、その中には、老人クラ

ブではなく、コミュニティ・ビジネスなどの

市民活動に参加したい人たちがたくさんいま

す。その人たちの拠点にしたらどうか。ただ

し、そうなると、老人福祉センターという名

前ではだめです。シニア・アクティブ・セン

ターとか、名前から変えるべきです。そうい

うことがあります。

福祉が現状でやっているサービスを見直して

いくときに、実はその担い手としての市民たち

は、ＮＰＯを作って、あるいはＮＰＯという受

け皿でもってこのような問題にかかわっていく

ことがあるので、その受け皿として考えること

も必要ではないかと思います。そんな単純に物

事は動かないとは思いますが、2007年問題も

しっかり考えておかないといけないと思います。

14．自発性パラドックス（１）テーマ選び

「福祉のまちづくり」というお話をしたいと

思います。ＮＰＯには、民間活力があって多彩

なことをどんどん気がついて、しかも市民が自

発的にやってくれて、補助金を出さなくても自

分たちで稼ぐようなシステムを持っているとこ

ろがたくさんあります。あるいは、企業とパー

トナーシップを結んでいる団体もたくさんあり

ます。

しかし、ＮＰＯには本質的な弱点があります。

このＮＰＯの本質的な弱点というのは、実はＮ

ＰＯの長所から来るものです。長所が弱点にな

るのです。それは自発的ということです。市民

活動団体が現にたくさんありますが、そこには

自発的に志を持った人が集まっています。しか

し、それが弱点になります。

自発的ということは、言われなくてもするこ

とです。だれかに頼まれたからするのではなく、

自分が何とかしたいと思って、問題に気づいて

行動するわけです。この自発的ということは、

逆に、言われてもしないことです。自分が納得

することしかしません。自由なのです。

自由さには二つあります。一つはテーマです。

どういうテーマを選ぶかは、市民が自分で決め

ます。選べるのです。冒頭で言いましたように、

市民活動では、何かしたくても何をしたらいい

のか分からないと何もできません。なぜなら、

選ばなくてはいけないからです。自分のする活

動を限定しないと、活動は始められません。

別のレベルですが、地域福祉の一つの課題と

して、ボランティアを増やしたいというときの

施策の一つは、これです。つまり選べないこと

がバリアになります。市民活動をするには、バ

リアがあるのです。このバリアを取ることは、

行政がどんどんしてもいいことの一つではない

かと思います。

もう少し細かく言うと、従来、私たちは高齢

者のために、障害者のために、といった形でメ

ニューを作りがちです。しかし、これは、ボラ

ンティア・プログラムの「生産者」のほうを見

すぎています。一方に、ボランティア・プログ

ラムの「消費者」、つまりボランティア活動を

したい人がいます。この立場の人にとって、こ

んなメニューを作っても、なかなかつながりま
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せん。これは、すごいバリアなのです。

特に、今、私どものようなボランティア・セ

ンターに相談に来る人たちは、何かしたいけど

何をしたらいいか分からない人です。これをし

たいということが分かっている人、手話をした

い、野鳥の会で活動したいという人は、来ませ

ん。なぜなら、インターネットで分かるからで

す。時代は変わったのです。今は、特定できて

いたら、すぐ情報を検索できます。うちに来る

のは、そういう検索のできない人、何かしたい

けど、何をしたらいいか分からない人なのです。

そういう人たちに「高齢者のためにこういう

活動がありますよ」と言うと、「いろいろあり

ますね。ほかにありませんか」となる。「そう

ですか、それなら障害者のためにこんな活動が

ありますよ」「またいろいろありますね。ほか

にありませんか」…と、なかなか決まりません。

こういう人のことを昔は何と言っていたかとい

うと、「問題意識が低い」と言っていました。

「もう少し勉強してから来てください」と、せ

っかく来てくれている人に帰ってもらったりし

ていた。このパターンではだめです。これは問

題を解決してほしい側に立っていて、活動した

い側に立っていないからです。活動したい側に

立つとはどういうことか、活動したい人の特性

から、活動メニューを選べなくてはいけないの

です。

例えば、昔タクシーの運転手をしていた人に

は、２種免許の必要な活動を探せばいいのです。

例えば、水曜日が休みの人は、水曜日にできる

活動をしたいのです。何でもいいのです。つま

り、そういう条件から活動を検索できるように

しなくてはいけないのです。

私どもは、これをすでに作っています。「主

に関西！　ボランティア・市民活動情報ネッ

ト」というインターネットのサイトがあり、そ

こで検索してもらうと選べます。例えば、こう

いう仕組みを作るのがバリアフリーです。単純

にメニューを作るだけではなく、このメニュー

を消費する、活用する人たちの立場に立ってプ

ログラムを作り直さなくてはいけません。こん

なことはコンピューターを使えば簡単ですが、

何が大変かというと、入力とメンテです。ボラ

ンティア・プログラムというのは生物（なまも

の）で、どんどん新しい活動が来るし、満員に

なったら消さなくてはいけません。とにかく、

私どもは、全国で最も掲載量の多いサイトを作

っています。

15．自発性パラドックス（２）活動の限

度「疲労と不信の悪循環」

いろいろなテーマを市民がそれぞれに選ぶ自

由さがありますが、もう一つの自由があります。

それは「程度」です。どこまでするかが自由で

す。やる人は幾らでもします。やらない人は何

もしません。

命がけでボランティアをしている人は世界中

に何万人もいます。例えば赤十字です。日本は

平和な国ですから、赤十字というと献血を連想

するわけですが、元来、あの団体の基本的な活

動の場は戦場にあります。敵の兵隊も、味方の

兵隊も、傷ついた兵はもう兵ではないのだと保

護するのが赤十字です。敵と味方と赤十字がい

るのです。赤十字が世界で最初に生まれたのは

クリミア戦争です。日本で最初に生まれたのは

西南の役です。つまり、戦場で活動するわけで

す。命がけです。現実に殉職する人もいるので

す。でも、何もしない人もたくさんいます。

どういうことかというと、この自発的な世界

には、どこまでしたらいいかという基準がない

のです。行政の場合には基準があります。基本

的には合意です。法律という合意、議会の合意、

合意で皆さんが動いているわけです。議会の了

承がなければ動けません。その点、企業の場合
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はどうでしょうか。行政に比べて、こうあるべ

きという基準は少ないのですが、大きな基準が

あります。損をしてはならないという基準です。

ところが、私たち市民活動団体は、損をする

からしないという理屈はありません。それは最

初から当たり前です。もうかるからするのでは

ありません。明らかに経費のほうが圧倒するけ

れども、そこを何とかしようと、いろいろな工

夫をしながらやり出します。しかし、やる人は

やるし、やらない人はやらないというように、

基準がありません。そこでどうするかというと、

自分で決めなくてはいけません。「私はここま

でします」というのは、それぞれ個々人で決め

ることです。そうすると、できない場合があり

ます。それはつらいです。

そういうジレンマに、私たちは置かれますが、

そういう中で何が起こるかというと、相手の大

変さがよく分かる人ほど、問題意識のしっかり

した人ほど、責任感の強い人ほど、「頑張る」

のです。そして、つい無理をしてしまう。無理

をしたらどうなるか。だんだん疲れてきます。

疲れたら、休まなければいけません。休んだら

どうなるか。「だからボランティアは当てにな

らない」などと言われます。そこで「私たちも

休みも返上してやっているのに、何を言ってい

るのか、厚かましい」と言うこともできますが、

「私はあなたにしかお願いできるところはない

と思いましたが、あなたもだめですか」などと

当事者の方がトボトボと帰る後ろ姿を見る。そ

こで、何とかしてあげなければいけないなと思

う人は、また無理をします。すると、また疲れ

ます。また休みたくなるのです。

これを「疲労と不信の悪循環」といいます。

この話をある市民活動のリーダーにしました

ら、「私はそれの３周目です」と言う人がいま

した。非常に危ないです。これはよくあるの

です。頑張る人が疲れます。『惜しみなく愛は

奪ふ』という小説がありますが、愛は奪って

いくのです。これは市民活動の経営上の重大

な焦点です。これをどうするか。基準がない

中で頑張るわけです。

この問題には実は三つの解決方法があります。

一つは、あきらめるというパターンです。ぼち

ぼち、細く長く。これはある種のあきらめです。

もう太くしなくてもいいと考えてしまう。

もう一つは、運動です。昔は市民が行政に対

していろいろと運動したのです。昔、市民とい

えば運動とつながった。これはこれで重要なス

タイルです。運動というのは非常に重要で、人

権として保障しないといけないことを愛情でサ

ポートしようとすると、ものすごく悲惨なこと

が起こります。介護はそれの典型です。介護は

従来は家族が愛情で支えていたのです。それは

何を起こしましたか。惜しみなく愛が奪ったの

です。介護者がどんどんボロボロになっていき

ました。介護をしている人の三人に一人が自分

の親のことを憎いと思っていた。二人に一人の

介護者が、自分の親に対して言葉の暴力を含む

老人虐待をしたことがあると答えたというアン

ケート結果がありました。だから、介護保険を

作ったのです。やはり、人権の保障を自発的に

カバーするというのはものすごく困難なことで

す。人権というのは、基本的に義務で対応して

いるのです。義務ですることを自発的とはいい

ません。

介護保険は介護保険料を納める義務を通じて、

財源は保証しています。そして、供給は市場シ

ステムを使って、そこにＮＰＯも参入させると

いうパターンです。だから、人権として保障し

なくてはならないことは、行政がどこかで絡ま

なくてはいけないと思います。例えば、「介護

の社会化を進める１万人委員会」が随分、介護

保険制度を作るときにかかわりましたが、ああ

いった展開は今後もとても大切だと思います。
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ともあれ、一定程度は、行政に力を持ってもら

わなければいけません。

もう一つは、市民活動に取り組む人たちに、

自分だけで問題を抱え込ませてはいけません。

いかにうまく支援者とつなぐかです。これも二

つめの施策かもしれません。バリアフリーとい

う話とともに、行政がすべき市民活動の活性化

の大きな施策の一つは、市民活動を一生懸命や

っている人たちを孤立させないことです。頑張

っている人にボランティアが応援しやすくする、

寄付者を集めやすくする、そのように応援する

市民や企業を巻き込めるように、つないで、孤

立させないことが重要です。

16．あらゆるＮＰＯはコーディネート性

を持っている

ＮＰＯの経営論の話を少しだけします。ＮＰＯ

には、いろいろな対象・課題があります。ＮＰＯ

はいろいろな対象に働きかけます。もし、ＮＰＯ

がＦＰＯ、つまり企業だとしたら、１万円を払

うことによって１万円のサービスが得られます。

企業は別に5,000円のものを１万円で売っている

わけではありません。等価交換しているのです。

7,000円で材料を買ってきて、労働者の力によっ

て3,000円の付加価値をつけて１万円の商品を作

ります。この商品でどうやってもうけるかとい

うと、労働者に2,000円だけしか払わなければい

いのです。これで1,000円もうかります。これが

剰余価値というか、搾取というか、労働者とい

うのは自分たちの再生産の費用以上の価値を生

み出せます。

ところが、ＮＰＯの場合はこのような構図に

ならない場合が大半です。例えば、ボランテ

ィアの場合は無料ですし、あるいは介護保険

事業者としてはＮＰＯも企業と一緒だといっ

ても、福祉のまちづくりの講演会をしていた

り、といったことをしています。すると、等

価交換ではなくなってきますから、そのギャ

ップを自分たちでカバーしなければいけませ

ん。そうすると、だんだん「惜しみなく愛は

奪う」になります。

そこで、支援者を確保しなければいけないこ

とになります。ＮＰＯは、対象と支援者の両方

とうまくバランスを持たなければいけません。

ピーター・ドラッカーは、対象を第一の顧客、

支援者を第二の顧客と呼びます。支援者も顧客

として遇しろということがＮＰＯ経営の重要な

ポイントなのです。支援者を顧客として巻き込

みなさいということです。

なぜかというと、支援者へのアプローチには

「交換」の発想が必要だからです。支援者は自

分たちの団体に共感してくれているからサポー

トしているのですが、それに甘えたらいけない。

「交換」を考えろということは、ＮＰＯ経営の

教科書に絶対載ってくることです。つまり、Ｎ

ＰＯが支援者に対して提供できるものがあるこ

とを意識してＮＰＯ経営をしなさいといわれま

す。

例えば、支援者の代表的な例として、ボラン

ティアがあります。ＮＰＯはボランティアを求

めるニーズがあります。支援者はボランティア

活動をしてやろうというシーズ（資源性）があ

ります。でも、逆に言うと、支援者はボランテ

ィア活動をしたいというニーズがあるわけです。

ですから、それこそ「あなたに合った、あなた

が最も生きる活動をこちらではできますよ」と

いうようにプログラムをきちんと開発すると、

商品として“売れる”わけです。

企業との関係で、この点だけは企業よりもＮ

ＰＯのほうが強いといわれるものがあります。

マスコミに記事を作る力です。これは圧倒的に

強いです。

企業の担当者が言うには、ＮＰＯと組むと、

普段は考えられない肯定的なメッセージが載る
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そうです。だから、ＮＰＯはマスコミとの関係

をしっかり持たなければいけません。

このような工夫をすると、交換性を持ちだす

のです。そのセンスがないと、きちんとした支

援者を確保できない。これは、ＮＰＯ経営の基

本的な構造です。

17．ＮＰＯのビジネスモデル

もう一つ、より重要なポイントがあります。

私たちＮＰＯは支援者を確保しようとして、あ

の手この手で工夫します。でも、支援者にとっ

て関心があるのは、本当は対象であってＮＰＯ

ではないのです。ＮＰＯは媒介しているだけで

す。インド洋の津波災害に対して何とかしたい

と思っているけれども、自分は行けないという

ときに、その地域にかかわっているＮＰＯがあ

るから、そこをサポートしようという関係です。

つまり、私の代わりにやってくれるから支援す

るということです。

ところが、代わりにやりますよと支援者を集

めても、実はこのパターンは弱いのです。なぜ

かというと、たくさん支援者を集めれば集める

ほど、「私一人ぐらい、いなくてもいいわ」と

なるのです。その上、ＮＰＯ同士は競争してい

ますから、あっちの方がいいとなると、すぐ

移ってしまいます。

ではどうするか。支援者は対象への共感が高

いのだから、代理ではなく、仲介したらどうか

と考えたＮＰＯがあります。支援者との間を仲

介するプログラムを作ることによって資金を得

るということです。

フォスタープラン協会という団体が、いちば

ん説明しやすい例です。フォスターとは英語で

「育てる」という意味で、フォスター・ペアレ

ントが「里親」、フォスター・チャイルドは

「里子」です。ここは、なんと月の会費が5,000

円です。年間６万円です。日本人の１世帯当た

りの平均寄付額がどんどん減って、この前つい

に3,000円を割りました。年間で１世帯3,000円

の時代に、個人から６万円も集めるのです。

どうして集まるかというと、実はこんな工夫

があります。この団体は、例えば、私がフォス

タープラン協会にかかわって、インドネシアの

津波の子どもたちをサポートしたいと連絡した

ら、この協会は、例えばアジアならアジアで暮

らしている子どもを一人紹介してくれます。

「支援いただいたおかげで、私たちの暮らしが

こんなによくなった」と、この子が一生懸命説

明してくれます。子どもの成長の記録も送って

くるのです。場合によっては、文通も手伝って

くれたり、会わせてもくれます。まるで育てて

いるような、里親になっている気になってくる

わけです。すると、月5,000円で一人を世話する

というのは安いものです。だから、二人、三人

やっている人もいます。

でも、実は、このお金は本当はこの子に行っ

ていません。また新手の詐欺かと思われるかも

しれませんが、詐欺ではありません。最も豊か

な10％の国と、最も貧しい10％の国の間の所得

格差は、今、80倍もあるそうです。戦後すぐの

ときは30倍だったのです。どんどん貧富の格差

が広がっています。世界の富の半分は、アメリ

カ人の６人が持っているという話もありますが、

そのぐらい開いているわけです。そうすると、

私たちの国の5,000円は、支援先の国の40万円に

なります。毎月40万円もお小遣いをもらったら、

子どもはおかしくなります。

では、どうしているかというと、支援のため

に得たお金は、この子どもを支える教育設備

（学校）の運営、あるいは健康を守る下水道設

備の整備に使っているのです。でも、子どもだ

というから5,000円を払っているのです。だれが

下水道設備のために毎月5,000円を払いますか。

この点が、うまいのです。支援してきた人は、
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自分がやめたら、あの子はどうなるかと思うか

ら、やめません。実にうまい。つまり、支援者

を主役にする戦略をとり、ＮＰＯは黒子になる

のです。私たちがこんなことをやっていますと

あまり言いません。

この逆のパターンもあります。代理型のパタ

ーンで最も有名なパターンは、私はGreenpeace

だと思います。けっこう過激な団体です。世界

中に250万人も会員がいるのです。クジラを捕

るのはだめだと言ったり、フランスの核実験に

反対しているところです。Greenpeaceは、黒子

の逆で、目立ちます。それも普通の人ができな

いことをします。フランスの核実験をじゃます

るために船に乗ろうと思ったら、会社を辞めな

ければいけません。みんなができないことをす

るから、会費を払うのです。

もう一つ、参加型というパターンがあります。

参加型というのは、スタッフが黒子になるので

はなく、ちゃんと出てきて、インストラクター

として一緒にやります。例えば、野鳥の会の探

鳥会みたいなものです。

ともあれこれらは、一種のＮＰＯのビジネス

モデルです。

18．市民・市民活動団体・行政の関係

さて、そこで…なのですが、私は、行政は典

型的な代理型の組織だったと思います。福祉に

限らず、まさにそういう構造がずっと続いてき

ました。役所がするのです。そして、実際に目

立っているのです。市長も住民に「私たちはこ

れをしました」「これをしました」と言います。

当然、行政がするのです。市民は何をしている

かというと、税金を払い、議員を選び、首長さ

んを選びます。あとは観客なのです。そして、

何か問題があったら、文句を言います。ずっと

それで来たわけです。

ところが、地域福祉を考えるうえで非常に重

要な問題は、一つは市民に加害者性があること

です。差別はなぜ起こるのか。住民ではないで

すか。リサイクルもそうです。公害でも、産業

公害の時代は文句を言っていればよかったので

す。今は生活公害です。なのに市民に戻ってき

ません。行政が規制するという話ばかりです。

そういう構造ではいけない。市民の代理と言え

るパターンの行政施策も当然ありますが、それ

とは別に市民と課題を仲介する、つまりはコー

ディネートする、活動への参加を促す、つまり

ファシリテートすることも必要です。市民がい

ろいろとしようとしているからです。

19．市民が「自治の主体」になる社会づ

くりへ

もちろん、コミュニティ・ケアという発想の

スタートは、精神保健です。ヨーロッパで始ま

った精神障害の人たちをコミュニティでどうサ

ポートするかという施策が、コミュニティ・ケ

アの概念の最初です。それは、行政だけで、あ

るいは行政が管理している収容施設だけで対応

するのではなく、コミュニティ自身が担い手に

ならなければいけない。でないと精神障害者の

さまざまな問題が解決しない。その市民が主体

という構図を作るためには、行政は何をしたら

いいか。それは、コーディネーションであり、

ファシリテーションですね。

行政は今まで一生懸命プレーヤーをやってい

ました。それはりっぱなことだと思いますし、

これからもプレーヤーであるべき分野は幾らで

もあって、行政は要らないとはもちろん思いま

せんが、図のような話があると思います。

地域福祉計画をなぜ作るかということにも関

係してきますが、最近、ＮＰＯなどがどんどん

活発になってくる中で、1997年、ＣＯＰ３（地

球温暖化防止京都会議）のときに、「京（みや

こ）のアジェンダ」が作られました。そこには、
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地球温暖化防止には、これまでは企業と行政が

いろいろ動いてきたけれども、これからは市民

も参画して、市民と行政と企業の三位一体で改

革しないと、問題は解決しないということが書

いてありました。

これはよくいわれる話です。しかし、「これ

はおかしい」と私は思いました。市民とした位

置に書くべきはＮＰＯであって、それを市民と

書くから話がおかしくなる。では市民はどこに

いるか。市民はみんなにかかわっているではな

いですか。確かに、市民がＮＰＯに参画します。

でも、私たちは企業の商品を買って、企業で働

いています。

例えば、大企業は障害者の雇用に熱心ではあ

りませんでしたが、最近は、先ほど言いまし

たように、ＣＳＲの関心が高まる中で、障害

者雇用率が急速に高まりました。今や企業に

とって都合のいい障害者の取り合いです。も

のすごく大変です。なぜそんなことになった

か。ＣＳＲが非常にはやっていますが、なぜ

出てきたかというと、ＩＳＯがあるのです。

ＩＳＯ14000が環境基準、ＩＳＯ9000が品質管

理です。ＩＳＯで、今度、ＣＳＲを扱います。

三つめの世界基準です。企業の社会的責任を

きちんと果たす企業でなければ、ＩＳＯ上の

評価が下がります。これは大きいです。ＩＳ

Ｏ14000の認証がとれていなかった企業はヨー

ロッパで大苦戦しました。だから、今、企業

はＣＳＲへの関心が高い。その基準の一つに

障害者の雇用促進があるのです。だから一生

懸命頑張っているわけです。

つまり、消費者がそうした問題に感度を持ち

だしたら、企業は動かざるをえません。という

よりも、企業というのは、別に障害者の雇用を

したいわけでもしたくないわけでも、どちらで

もありません。もうけたいだけです。ＩＳＯ

14000をなぜ日本のメーカーがみんな取ってい

るのか。環境を守りたいからですか。違います。

売れないからです。ＩＳＯ14000を取っていな

かったらヨーロッパで売れません。部品を納入

もできません。

ＩＳＯ14000はなぜ生まれたかというと、ヨ

ーロッパのグリーン・コンシューマーたちの運

動です。つまり、市民が変われば、企業はすぐ

変わります。ところが、今、残念ながら、ほと

んどの消費者は障害者の雇用率を基本にしなが

ら商品を買いません。

同じような意味で、重要なことは、行政です。

市民が行政とぶつかることがあります。しょっ

ちゅう文句を言う人がいます。でも、市民総体

と行政がぶつかることは、この民主主義の世界

では基本的にありえません。一部の市民と行政

がぶつかるのです。でも別の市民が行政の後ろ

にいるわけです。

例えば、医療費の自己負担がどんどん増えて

います。お年寄りの方々が「いいかげんにしろ」

と言います。でも、一方で、健康保険料を毎月

納めながら、全く病院に行かない市民もたくさ

んいます。彼らも「いいかげんにしてくれ」と

思っています。そこで両者が話し合うのではな

く、行政内部で代理戦争をしています。部内で

あれこれ議論しているのです。本来、市民は主

権者です。本当はこの全体調整を市民自身で考

えてもらわなければいけません。

地域福祉計画というのは、同じようなことで

す。この地域社会の福祉サービスをどのように

作り合うかを市民が集まって作るのが地域福祉

計画です。いろいろな当事者がいます。そのと

き、町の計画は「自分たちで考えることですよ」

という働きかけをしていく、さらに、その中で

市民自身が担い手になることを促す活動も必要

なのではないかと思います。

市民に求められるのは「実践・対話・提案力」

と「やってみせる気概」、そして行政・公務員
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の皆さんは、時にはコーディネーションやファ

シリテーションの役割も必要です。

20．公務員サイドに求められる基本的な

姿勢・「お客さん化」を避ける

行政の市民に対する向き合い方ですが、やは

り遠慮があるのです。お客様になっていないで

しょうか。地域福祉計画のための懇談会に住民

の人がいらっしゃると「ご苦労さまです」と言

います。本当は、遠慮することではありません。

自分たちの地域のことを自分たちで考えるのは、

当たり前の話であって、会場の机づくりから何

から全部行政がおぜん立てしてから来てもらう

というのは、本当はおかしいでしょう。社会福

祉大会のときにお土産をつけたり、無料でボラ

ンティア講座をするというのは、市民を市民で

なくすることだと、私は思っています。

私は、大阪ボランティア協会で学生時代から

ボランティア活動をしていましたが、ある日、

こんなことがありました。けっこういろいろや

っていましたが、時には疲れてきます。当時の

職員さんに、事務所でお茶を飲みながら、「し

んどいわ。いやになってきた」と愚痴を言って

いました。職員の人が「そんなん言わんと」な

どとおだててくれるのを、私は若干期待しなが

ら愚痴ったのです。そうしたら、その職員は

「嫌やったらやめたらええねん」と言ったので

す。大変腹が立ちました。

でも、それが正しいのです。自発的な活動は、

嫌ならやめたらいいのです。元来、やりたいか

らやっているのです。それをおだてるからいけ

ないのです。私は、「嫌やったらやめたらよい

ということ」というレポートを書いたことがあ

ります。市民活動というのは嫌だったらやめた

らいいと確認し合うことは、市民活動、自分た

ちで自分たちのまちを作ることの面白さを気づ

く起点になります。それをそう思わないと、

「やってあげている」になります。それではう

まくいかないと思います。

21．上手な協働とコーディネーション

なぜ行政の皆さんが気遣いをなさるのかを考

えますと、私は、「無償の住民」対「有償の公

務員」の関係があるのではないかと思います。

皆さんは有償です。給料をもらいながら地域福

祉計画の事務局をしています。そこに、無償の

住民が集まってくるわけです。自分は給料をも

らっていて、ちょっと申し訳ない。この構図は、

ボランティア・マネジメントの課題です。

私は大阪ボランティア協会の有給の職員です。

大阪ボランティア協会には、20人ほどの職員し

かいませんが、ボランティア・スタッフが200

人ほどいます。無給のボランティアと有給の職

員が協働しているのです。その際、そもそも私

たちは「ボランティアさん」という言い方をし

ません。そう言うと、ボランティアが怒る団体

なのです。「何であんたらに、さんづけされな

あかんねん」というようなボランティアが集ま

っていますので、非常に協働関係はいいのです。

つまり、職員は基本的に協働者です。有給な

のはなぜか、専従で働くからです。ボランティ

アはパートタイムです。夜や土日だけ集まりま

す。根本的な両者の違いは拘束性の違いだけで

す。そこの関係をうまく作れないと、地域福祉

は非常に面倒くさい、夜ばかり会議がある、土

日は会議があるという現場にしかならないと私

は思います。

確かにどのように協働関係を作るかは大変難

しい。実は、ボランティア・コーディネーショ

ンにおいても重要なことですが、ボランティア

とボランティアを求める側の協働関係はものす

ごく難しいです。なぜなら、基本的にボランテ

ィアが上に立つからです。ボランティアを受け

入れる、協働する側は下になります。無償でや
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ってくれますから、「ありがとうございます」

と感謝しなければならない立場になります。

例えば障害のある子どもさんをお持ちの親御

さんがいるとします。ボランティアに来てほし

いわけです。そこでボランティア・コーディネ

ーションに際して考えなければいけないことは、

このボランティアを依頼する人は、本当はボラ

ンティアに来てほしくないという場合があるこ

とです。ボランティア活動をしたい人は、世の

中にたくさんいます。でも、ボランティアに来

てほしい人はいますか。皆さん、ボランティア

の援助を受けたいですか。そういう人はめった

にいません。普通は、家族に来てほしい、ある

いは行政のサービスだったら受けてもいいので

す。いちばん多いのは、企業のサービスを買い

たい人です。赤の他人に、権利として要求でき

ないことを、お礼も払わずに援助を受けたいと

いう人はめったにいません。

あの阪神・淡路大震災の際に、「ホームステ

イを受け入れます、うちに部屋が空いています

から、どうぞ使ってください」と、多くの方か

ら申し出がありました。でも、だれが行きまし

たか。行っていません。なぜか。みんな「これ

以上気を遣うのは嫌だ」というのです。そうい

うの両者のコーディネーションはすごく難しい

のです。

コーディネートという言葉は、もともとは対

等にするという言葉です。この両者を対等にす

るのは、ものすごく難しいです。どのように考

えるかというと、一番のポイントは、依頼者が

なぜボランティアの援助を受けたいかです。普

通は、このような気を遣う関係はあきらめます。

でも、あきらめられないから、ボランティア・

センターに来るのです。自閉症の子どもが何と

か地域で伸びやかに育ってほしいと思っている

わけです。施設の職員であっても、バイトを

雇ったほうが楽に決まっています。でも、その

資金がない。でも、何とかうちの施設を風通し

のいい施設にしたい、地域に開かれた施設にし

たいと思うから、ボランティアを受け入れる。

つまりそこには、願いがある。こうしたいとい

う夢があるのです。

そして、ボランティアがその夢に共感して活

動する構図になれば、もう、する人・される人

ではありません。同じ夢を協働して実現するパ

ートナーになります。この関係が、介在しない

と絶対にだめです。万が一、そうした夢がない

場合は、演じるべきだといっているぐらいです。

ボランタリーであることを演じないと、職員と

ボランティアとの協働は絶対できません。

22．自発性を励ますものは自発性しかない

地域福祉計画づくりに一生懸命関わっておら

れる龍谷大学の筒井のり子教授が言われた言葉

に「自発性を励ますものは、自発性しかない」

という言葉があります。別に熱くなれなどと、

精神論を言っているわけではありません。地域

福祉計画によって、地域をこのようにしたいと

いう夢が語り合える関係でなければ協働はでき

ません。その中で、こちらは専従でやります、

皆さんはパートタイムで参加してもらってもい

いですよ、という関係で協働する。事務局とい

うのは、日常的にやっていますから、圧倒的な

力を持ちます。だから、特に重要なのは情報の

公開です。専従者にはものすごく情報が入りま

すから、それをどう返すかということが、ボラ

ンティア・マネジメントの非常に重要なポイン

トになってくると思います。

一つ事例を紹介します。昔、協会でＡＬＳ

（筋萎縮性側索硬化症）の患者さんに対応した

ことがあります。去年の８月にテレビで「告知」

というテーマで特集をやっていました。この方

たちへの告知は大変です。病状が進むと、だん

だん動かなくなります。そこで人工呼吸器をつ
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けて生き続けるか、つけずに死ぬかを選んでも

らう告知です。「そこまでしたくない」とおっ

しゃったり、「でも生きたい」という中で逡巡

される。ドキュメンタリーでは生きるほうを選

ぶ人たちを紹介していました。つまり、全然動

かせず、目のパチパチというまぶたの動きだけ

でコミュニケーションをとる人たちの生き方を

紹介していました。

そのＡＬＳの患者さんが、うちは扇町に事務

所があるのですが、北野病院に入院されてい

て、そこから依頼がありました。食事の介護

をしてくれというのです。病院側でするべき

ことをなぜボランティアに求めるのですかと

言ったら、病状が進行して食べるのに、すご

く時間がかかる。私たちが病院を訪問した時

も、水をスプーンでちょっと入れても、すぐ

むせます。飲み込むのが困難になっているの

です。そういう中で、食事の介助にすごく手

間がかかります。

医者は、流動食を鼻から管から入れて食道に

落とすという鼻腔栄養の段階だと言っていま

した。それがさらに悪くなると、胃瘻といっ

て胃に穴を開けて入れる。それもだめになっ

たら点滴です。でも、鼻腔栄養では口を通ら

ないから味わえなくなります。行動もすごく

制約されます。そこで、入院されていたのは

奥さんですが、お父さんが梅田に勤めていて、

毎日２時間昼休みを取って昼食を食べさせて、

その分残業代をもらわずに居残りをしていた

のです。夕食は、大学生の息子がバイトやク

ラブをやめて毎日来て、週末は家族で頑張り

ます。病院の方針に反していますから、抵抗

しているのです。

問題は、朝です。会社で朝礼があるので、朝

は病院に行けないのです。朝ぐらい病院でしろ

と私は思ったのですが、当時は３交替が普通の

時代で、朝食は８時前。この時間は、看護婦さ

んの深夜帯です。深夜、日勤、準夜とあります

が、深夜帯は病院も大変です。スタッフ間でも

やり繰りしてきたけれども、もう無理だという

ことで、ボランティア協会に電話をかけてきた

のです。

でも、朝はボランティアも忙しいのです。し

かも毎朝だと絶対見つかるわけがない、無理だ

と言ったのですが、これが十数人集まりました。

なぜだと思いますか。「うちのお父ちゃんは絶

対そこまでしてくれへん」とみんな共感してし

まうのです。人数が増えたら、一人一人の負担

が減ります。２週間に一度ぐらいでいいわけで

す。それでうまくいきました。

当時は、まだあまり医療が進んでいなかった

ので、お医者さんは１か月もたないと言われて

いたのを、２～３か月は続けられました。その

後、口からはだめになって、結局、９か月後ぐ

らいだったかな、亡くなられて、みんなでお葬

式に参列しました。

しかし、まさに自発性を励ますものは自発性

だったわけです。

23．市民活動と行政の協働がもたらす効果

だから、地域福祉の推進を考えるとき、行政

と市民の協働は重要なポイントになってくる

と思います。その際、行政の部内で透明な議

論がなされて、住民の参画によって、うちの

町をこうしようということが、庁内での自由

に、高いレベルで夢が語り合える状況にない

と、職員の皆さんが主体的に関われず、そう

なると今お話したような共感によって市民と

協働する体制を作ることも難しいのではない

かと思います。

24．活動支援、行政との協働の諸形態

もっとも、皆さんは、市民との協働を以前

からやってこられたとも思います。それこそ
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地域福祉計画作りに来てもらっている人はだ

れか。

実は市民活動やＮＰＯには２種類あります。

というのも、地縁組織もＮＰＯ、非営利組織

だからです。市民活動団体です。私たちはそ

れをエリア型と呼んでいます。国民生活白書

で出ています。エリアをベースにしたコミュ

ニティ、市民活動団体があります。地縁組織

です。これに対して先ほどまでずっと話して

いたのは、テーマ型です。特定のテーマに共

感する人たちが集まります。両方とも市民活

動団体なのです。

従来、行政は、このエリア型との協働関係は

すごく密にやってきました。地域といえば、地

縁組織でした。しかし、エリア型との協働は、

原理的に非常に楽だと思います。行政とエリア

型市民組織の比較を見てもらうと、規模の違い

以外は似ているのです。一方、テーマ型は性格

が全く違います。テーマ型は一つの地域に複数

あります。自治会は一つの地域に二つも三つも

ありません。だから、エリア型の市民組織と協

働して培ってきたノウハウが、テーマ型では有

効に働かないのです。協働のスタイルでも、テ

ーマ型のほうはコンペです。競争入札をします。

自治会は入札できません。

よく市の中で市民協働や市民ふれあいという

ような課がどちらも担当しています。それはそ

れでかえってうまくいくかもしれませんが、両

者はだいぶアプローチの仕方が違うものです。

この融合関係というのはなかなか難しいのです

が、そもそも違いがあることを認識していなけ

ればなりません。

ＮＰＯについては、このような違いもある中

で、この両者の間の関係をどう作るかは重要な

ポイントですが、特にテーマ型の場合は、「共

感」という要素で動く部分が多いです。エリア

も本当は自治会長さんの中には思いがあると思

いますが、そこを媒介にするというのが、重要

なポイントではないかと思います。
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講　師：荻田  藍子 
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１．はじめに

私は兵庫県の社会福祉協議会の地域福祉部に

所属しており、大学を出てから７年間、同じ部

署で働いています。兵庫県の社会福祉協議会と

いうポジションにいると、県域のいろいろな関

係団体、当事者団体や施設連盟、民生委員連盟

などとのおつきあいもありますし、地域福祉部

では、市町社会福祉協議会の支援をすることを

主な業務にしています。具体的には相談、訪問

を基盤に、職員研修、研究活動、情報活動など

の集団支援を通じて市町村社協の支援に取り組

んでいる部署です。

講座のタイトルは「住民主体の地域福祉政策」

ということですが、政策的な観点というよりも、

本日の講演タイトルにありますように、社協と

いうポジションで見えてくる地域福祉の今の課

題であるとか、これから課題に対応するために

どのような実践を戦略的に進めていくのかとい

うことをお話しさせていただきたいと思います。

これらは、あくまでも兵庫県内の社協の現状を

踏まえたことなので、その点を前提にしてくだ

さい。

最初に社協という組織について、お話しした

いと思います。社会福祉法109条の中で市町村

社会福祉協議会は地域福祉を進める団体である

ということが、明確に位置付けられているので

すが、一口に社協と言っても、皆さんの自治体

によって、社会福祉協議会に対する印象やイメ

ージが違うと思います。もしかしたら、社協と

いうのは聞いたことはあるけれども、何をやっ

ているのかなという方もいらっしゃるかもしれ

ないので、まずは社協は何をするところなのか

ということについて話をさせていただきます。

そのうえで、地域福祉を取り巻く今の情勢と

その課題、すなわち今日的な地域福祉の課題は

一体何かということをお話しします。

次に、社協が直面している課題、今日的な地

域福祉問題に対応できる組織なのかどうかとい

うことをお話しします。

さらに、これから５年間を見越した地域福祉

推進の五つの目標と重点活動について、提示し

ます。

最後に、社協経営と計画づくりということで、

今、社協で進めている計画づくりの動きについ

ても少し解説をさせていただきます。

（１）兵庫県の概要と市町社協の姿

まず兵庫県の概要です。兵庫県は広域で、北

は日本海、南は瀬戸内に面した日本の縮図とい

われている県です。平成15年３月末時点で22市

66町、88自治体がありましたが、17年４月１日

の時点で28市32町、今年度末には29市12町の41

市町まで減少します。つまり、合併によって、

たった２年間で半分以下に減っていく現状にあ

ります。

たとえば、北部の大きなエリアの市が、但馬

社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会地域福祉部　　　　 
荻　田　藍　子 

「社協の視点からみた地域福祉の課題と地域福祉実践」 
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地域と呼ばれているところで、合併によってこ

れだけ広大な市になっています。西部に位置す

る宍粟市は、琵琶湖と同じぐらいの面積で、山

を幾つも越して住民が行き来しなければいけな

いぐらいの広大なエリアの市になりました。こ

のような自治体の合併も、実は地域福祉に非常

に大きな影響を与えており、住民の生活を直撃

する問題となっています。

さて、社会福祉協議会という組織ですが、社

会福祉協議会は全国津々浦々、どこの市町村に

も存在します。法律上では各自治体に１か所し

か設置してはいけないことになっておりますの

で、例えば○○市に２か所の社協があるという

ことはありえません。となると、自治体が合併

すると社協も合併せざるをえないので、社会福

祉協議会の合併も進んでいます。

（２）県社協・市町社協の「地域福祉推進計画」

方式

まず、前提として兵庫県社協と県内市町社会

福祉協議会の関係性についてお話しさせていた

だきます。1970年代から一貫して、兵庫県社協

では市町社協の育成援助プランを立ててきまし

た。中長期、３～５年スパンの計画で、こうい

う目標に従ってここまで活動を高めていきま

しょうという提案をしてきたわけです。現在の

プランが第９次目の育成援助プランです。

市町社会福祉協議会では、ある程度この方針

提起書をマスタープランにしながら、その自治

体エリアの地域分析を行い、「地域福祉推進計

画」を策定しています。大阪府内ですと、おそ

らく「地域福祉活動計画」という言い方をされ

ていると思います。

よくＰＤＣＡサイクルが大事だといわれてい

ますが、兵庫県内では35年前から計画を立てて、

それに従って実践し、評価をおこない、改善に

つなげていくというサイクルを意識した実践が

行われています。

しかし、計画づくりがすべての市町社会福祉

協議会で取り組まれているのかというと、なか

なか計画づくりに着手できないところもありま

す。そうはいっても、兵庫県内では約８割の市

町社協で、地域福祉推進計画づくりに取り組ん

できました。

こうした経緯を踏まえた上で、認識いただき

たいのは、今日お話しさせていただく事柄は去

年１年間かけて策定した、この市町社協向けの

方針提起書「ささえあうまちづくり推進プラン

４」、通称「ささまち４」の内容に基づく話で

あるということです。この方針提起書を策定す

るにあたり、今の地域福祉の情勢を分析したり、

兵庫県内の各市町社協の活動の現状がどの位置

にあるのかということを毎年調査し、分析をお

こなったりしています。こうした分析を通じて、

これから５年間の社協活動、地域福祉活動の推

進ビジョンや方策を提案しているのが、この

「ささまち４」になります。

兵庫県内市町社協と一緒に検討したこの方針

提起書の中身を皆さんにぜひ知っていただけれ

ばと思います。

２．社協という組織について

（１）社協の使命と三つの特性

社協の使命は「当事者・住民の主体性を原動

力とした福祉コミュニティづくり」です。一

貫してこれを重要視していきます。特に、「当

事者・住民の主体性を原動力にする」という

ところは、1962年に出た社協の基本要綱、社

協の基本原則を示した憲法みたいなものです

が、そこで住民主体の原則をうたっており、

社協はそれをよりどころにしながら今まで活

動を進めています。勿論、実態としては伴わ

ない部分があるという指摘もいただいており

ますが、ともかく住民主体を掲げながら社協
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は活動を進めています。

住民の手によって福祉コミュニティをつくっ

ていくという使命を持ちつつ、社協には三つの

特性・特徴があります。一つは、社会福祉「協

議」会という名があらわすように、協議をする

という特性です。社協は元来、民間の社会福祉

団体が協議をする場としてＧＨＱの指令のもと

にできたものです。ですから、住民、また行政

も含めて、社会福祉の関係者が話し合いをして

協議をしながら地域福祉を進めていくための、

ある意味で器としてできたのが社会福祉協議会

です。協議体、運動推進体、事業体という三つ

の特徴の中でも、この「協議体」というのは、

最も大事な組織の根幹にかかわる特性です。

社協は社会福祉法人なので、民間非営利組織

に該当します。民間非営利組織には、社会福祉

施設やＮＰＯ法人などが含まれます。そのよう

な中で、社協がほかの民間非営利組織とは異な

る点、社協の固有性は何かと言うと、そこの地

域に暮らしている全住民の協議体組織であると

いう点です。ですから、社協は会員会費制度を

とっていますが、社協を支えてくださっている

会員は、そこに暮らしている全住民です。全住

民に支えられる協議体組織というところが、社

協の固有性というか、ほかのＮＰＯ法人にはな

いユニークなところではないかと思います。

もう一つの社協の特性は運動推進体です。話

し合いばかりしていても問題は解決しないので、

問題を具体的に解決していくために運動を進め

る、問題を社会化させるという特性です。これ

が大事だと認識されたのは、1950年代の終わり

から60年代にかけて、公害問題が出てきたり、

カ・ハエ撲滅運動などで地区保健福祉活動、組

織化活動などがしきりに行われた時代です。こ

れらの活動を社協が進める中で、運動推進体を

掲げようではないかということになりました。

問題の解決を図るためのサービスとして、現

在、兵庫県内でも８割の社協は介護保険サービ

スを実施しています。そのような具体的な福祉

サービスを実施する事業体としての側面が三つ

目の特性です。1970年代後半にコミュニティケ

アという言葉が出てきて、80年代には訪問入浴、

配食サービス、ホームヘルプ事業などの各種在

宅福祉サービスの開発、推進が進んできました。

まだ在宅福祉サービスが乏しい時代に、具体的

なサービス事業を住民とともにつくりあげてき

た時代です。兵庫県内の場合、今の介護保険サ

ービスメニューの多くは社協が先駆的に開発を

して、住民と一緒にサービスを作ってきたとい

う経緯があります。このあたりは大阪府内の社

協と兵庫県内の社協と様子が違っていて、大阪

府内はどちらかというと、直接社協がサービス

を担うというよりも、自治体がベースになりな

がらサービスは実施し、社協は住民の組織化、

当事者の組織化に力を入れてきたと思います。

少し長くなりましたが、社協とは、協議体、

運動推進体、事業体の３体を特性としながら、

住民主体で福祉コミュニティづくりを進めてい

る団体ということになります。とはいえ、社協

という組織はもともと、協議体が必要だという

住民の声で生まれた組織というよりも、ＧＨＱ

の指示でトップダウンで生まれてきたという経

緯もあるので、組織としての主体性を発揮して

いるのかという問題は、ずっと積み残されてき

た課題です。

（２）社協の歴史的な成り立ちと今日的役割

このように、民間「協議体」として発足し、

やがて「運動体」を掲げ、80～90年代は特に在

宅福祉サービスを実施しながら「事業体」とし

ての側面も備えてきたのが社協という組織です。

事業体としての側面を持っているといっても、

今やさまざまな民間組織、企業なども事業をた

くさん実施しています。その中で社協には、い
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ろいろな主体の協働を促進する器、装置として

の役割が求められています。単に協議をするだ

けではなく、協働を促進する器になれるかどう

かということと、あとは運動推進体、ソーシャ

ル・アクションを起こせるような組織であり得

るかどうかということが、社協に突きつけられ

ている課題であります。

（３）転換期にある地域福祉と社協

社会福祉もそうですが、社会福祉協議会も誕

生55年を過ぎ、転換期にあると言えます。社会

福祉においては地域福祉がメインストリートに

なってきています。その中で問われているのは、

住民の自治力を作ることであったり、本気で地

域での自立生活を実現させる福祉です。これが

今、クローズアップされている動きです。それ

に対して社協はどうなのかというと、なかなか

組織課題が大きく、今こそ使命を果たしえるよ

うな組織改革をしなければなりません。

今の市町村合併と絡めて、組織を生まれ変わ

らせるような動きをしていこうということが直

近の問題意識として社協にはあります。

３．地域福祉を取り巻く情勢と課題－今の

トレンドをどのように読み解くのか!?－

（１）今後の地域福祉の在り方を読み解くため

の情勢変化

一方、これからの地域福祉の在り方を読み解

く上での情勢の変化ですが、情勢を知っている

だけでは意味がないので、それをどのように読

み解いて課題を浮かび上がらせ、対応策を考え

ていくのかということが重要です。これについ

て、兵庫県社協では五つのキーワードを挙げて

います。

一つには、よくいわれていることですが、生

活問題がますます潜在化・複雑化している現状

を直視して、どう対応していくのかというキー

ワードがあります。もう一つは、福祉の多元化

と市場化です。これもよくいわれていますが、

この中身をどのように分析して課題に対応して

いくのかということです。三つ目が地方分権で

す。市町村合併もそうですが、今の地方分権の

流れに対応する地域福祉の在り方とは何かとい

うことです。四つ目が、計画行政化です。介護

保険事業計画、老人保健福祉計画等、すべて計

画で進められています。地域福祉計画もそうで

す。この計画行政化という流れをどのように読

み解くのかということです。最後のキーワード

が地域自立生活の潮流です。地域での自立生活

を中心に据えた施策が展開されようとしていま

すが、これをどのように読み解くのか。それぞ

れ非常に大きいものですが、情勢を表すキーワ

ードとして五つ挙げました。

（２）情勢①　生活課題の潜在化と複雑化

まず、一つ目は生活課題の潜在化・複雑化と

その課題への対応です。確かに、生活問題が多

様化したり、複雑化したり、見えにくくなって

います。ある社協職員がおっしゃっていたこと

で印象的だったことがあります。80年代初め、

社協が在宅福祉サービスをつくってきた頃は、

高齢者の在宅ケアの問題がクローズアップされ、

在宅での高齢者の介護の問題をどうしていくの

かということが非常に大きな問題でした。ある

意味、それはニーズとして発見しやすく、取り

組みやすかったのです。決して簡単だというこ

とではないのですが、ニーズの発見からサービ

ス開発をして行くという流れは作りやすかった。

でも、今、介護保険サービス、支援費など制度

化され、サービスが充実してきた中で、今度は

制度のはざまにある次の福祉問題、生活問題を

発見していこうと思うと相当難しい。なぜかと

いうと、その問題一つ一つがとても複雑で、大

多数の国民の問題になり得ないような課題も非
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常に多く含まれているからです。その社協職員

は、今の生活問題というのは本当に複雑だし、

見えにくいから取り組みにくいということを漏

らされていました。

ある意味、そうだろうなと思います。ただ、

見えにくいから、見えるまで放っておこうと

いうのでは済まされないので、見えにくい、

潜在化している問題に対して、どう対応して

いくのか、そこの方法を考えていかなければ

なりません。

例えば、業務スタイルでも、もっとアウトリ

ーチで、専門職としてニーズ発見していくよう

な体制をとっていくことも重要です。住民やご

家族の気づきや発見というインフォーマルのネ

ットワークづくりとフォーマルな福祉専門職ネ

ットワークをどのようにつなげていくのか、具

体的な方法も編み出していかなければいけない

でしょう。あるいは問題が起こることを未然に

予防する視点も大事になってくると思います。

いずれにしても、見えにくい、潜在化している

問題があるならば、それをどのように見つけ、

対応できるような仕組みを作っていくのかとい

うことが問題です。

それから、同じことですが、制度のはざまの

問題へ対応していくということです。この部分

では、特にＮＰＯなどボランタリーな組織、市

民活動が活発になって、積極的に取り組んでい

る状況が、都市部などを中心によく見られてい

ます。そこに対して、社協をはじめとして、専

門機関がどのように協働しながら対応するのか

ということが、一つの課題だと思います。

（３）情勢②　福祉を進める主体の多元化

読み解かなければならない情勢の二つ目は、

福祉を進める主体が、市場化の原理のもと多元

化しているという情勢です。

社会福祉基礎構造改革により、福祉サービス

の市場化が図られ、自治体行政か社会福祉法人

かという非常に限定された担い手から、民間の

営利・非営利組織などを含めた幅広い主体が福

祉サービスの担い手として出現しています。今、

ちょうど国で論議されているのは、社会福祉法

人は必要なのかということです。その存在意義

が問われています。

もう一つの流れは、福祉サービスの市場化と

動きを同じくしながら、まちづくりや福祉、自

分たちの生活問題に対する人々の関心の高まり

を受けて、ＮＰＯ、ボランタリーな市民活動が

どんどん増えています。これに対する問題は、

自主的・自発的なＮＰＯなどのボランタリーな

主体的な活動が、ともすると、福祉サービスの

市場化に伴って、行政サービスの代替・補完と

しての役割のみでとらえられるという点です。

代替・補完が悪いというわけではなくて、それ

によって本来持っていた自発性や自主性が歪め

られないかという危機感です。

そうしないためにも、ＮＰＯ法人等のボラン

タリーな組織が、自主性・主体性を持ちながら、

本当の意味で対等なパートナーシップを行政と

いかに築いていけるのかということを、大きな

課題としてここでは挙げています。

また、これだけ福祉をするところがたくさん

増えてくると、果たして同じ援助観、福祉の考

え方、同じ理念でサービス提供ができているの

かという問題も出てきます。介護保険事業サー

ビスの現状を見ていると、それはクエスチョン

です。同じ援助観を持って福祉サービスを提供

していくために、つながっていくための場や仕

掛けみたいなものも必要です。福祉がメジャー

化しているのはいいのですが、それをいろいろ

な主体がばらばらの考え方で進めていくのでは

なく、援助観を統一していくような働きかけと

いうことが課題として挙げられます。
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（４）情勢③　地方分権と市町合併

三つ目の情勢は、地方分権の流れと合併です。

住民にとって非常に大きな転換期だと思います。

兵庫県内の社会福祉協議会では今まで三つの波

がありました。阪神・淡路大震災というすごく

大きな波が10年前にありましたし、もう一つは

介護保険サービス事業に参入するか否かという

ところでの波がありました。それ以上に大きな

波が市町村合併で、社協という組織も、この合

併の影響を非常に大きく受けています。

今の地方分権の流れをどのように読み解くの

かということについてですが、地方分権に向け

た流れが、非常に急速に進んできています。地

域特性に応じて、政策を作って展開していくと

いうことは、決して悪いことではなく、むしろ

本来あるべき姿だとは思いますが、その背景に、

国や自治体の財政事情が色濃く反映されて出て

きたのがこの地方分権ということですので、課

題もその分大きいと思います。

このままいくと、よくいわれていることだと

思いますが、福祉の水準に格差が出てくること

も当然考えられます。また、自治体間の格差だ

けではなく、特に郡部が集まって合併したよう

なところですと、周辺部分と中心地で格差がこ

れから深まっていくことが予測されます。です

から、自治体内の地域格差も予測される中で、

生活課題が深刻化、拡大することを、どのよう

に私たちは考えるのかという課題があります。

地方分権とセットになって進められなければ

いけないのが、そこに暮らす住民の自治力だと

思いますが、それがどこか忘れられているので

はないかという問題意識があります。もっと住

民が生活問題を発見して、提起する仕組みや働

きかけを、これから地域福祉を進めていく中で

は意識しなければいけないという問題意識が三

つ目です。

（５）情勢④　計画行政の動き

四つ目の情勢は、計画行政の動きです。いろ

いろな計画が行政で作られています。これは地

方分権の流れの中で出てきた動きです。

一つ、地域福祉計画の今の策定状況を見てい

て感じることがあります。兵庫県内でも合併の

動きがあるので、ストップしているところがあ

りますが、主には阪神間のあたりでは、地域福

祉計画づくりが進められています。約４割の市

町行政で、今年度計画策定するという調査結果

だったと思います。

策定の過程・プロセスでは住民参画が大事だ

といわれるのですが、果たして本当に住民参画

の計画になっているのだろうかというのが、正

直な問題意識です。コンサルタントにゆだね、

一緒に勉強し、タイアップしながらするのは悪

くありませんが、どうしても金太郎あめ的な、

中身が似た、どこかで見たような言葉、しつら

えだというのが、ままあります。そうではなく、

多少時間がかかっても、地域で積み上げていく

計画づくりを住民と一緒にどう作っていくのか、

これも一つ、この情勢の中で浮かび上がってく

る課題です。

（６）情勢⑤　地域自立生活に向けた施策展開

五つ目、最後の情勢のポイントですが、地域

での自立生活に向けた施策の展開です。今まで、

在宅福祉サービスを充実しようという一方で、

施設を増やしてきたというのが福祉の政策です

が、その人が望むのであれば、地域の中でその

人らしく、その人として暮らしていくことの実

現を掲げた政策が焦点化されています。介護保

険制度改革もその理念ですし、障害福祉施策改

革でもそうでした。

一例として挙げているのが、地域介護・福祉

空間整備等交付金です。生活圏域の設定、地域

という住民に身近な生活圏域の中で、いかに資
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源を整備していくのか、その地域での自立生活

を支えるだけの資源を計画的に整備していくの

か。しかも、従来の大規模施設ではなく、小規

模な拠点、住まいの場、たまり場、介護予防拠

点といったものをいかに自治体として絵を描い

て、生活圏域の中に整備していくのかというこ

とが、焦点化されているところです。このあた

りは、介護保険事業計画や地域福祉計画の中で

も、各自治体でかなり意識をされていると思い

ます。

このような動きを見ていると、いよいよ地域

での自立生活にスポットを当てた政策展開が

されていくという実感はありますが、やはり

クエスチョンがつきます。生活圏域の中にグ

ループホームや宅老所ができ、介護予防の拠

点ができ、24時間体制のホームヘルプサービ

ス、夜間巡回型のヘルプサービスなどの資源、

サービスが整備されれば、誰もが地域で暮ら

せるようになるのかどうかということです。

成年後見のことも含めて、権利擁護の仕組み

をどのようにセットしていくのかということ、

またせっかく地域の中でたくさんサービスを

作っても、画一的で、使いたいサービスがな

ければ意味がないわけで、サービスの質の面

で、どれだけ一人ひとりの生活に合ったサー

ビスづくりができるのかということも、一つ

の課題です。

また、サービスがあって、権利擁護の仕組み

があったとしても、「うちの地域でこの人は住

んでもらったら困ります」という排除の理屈が

まかり通った地域であれば、幾ら資源や仕組み

を作っても、その人が地域で暮らせる日は来ま

せん。地域の一住民として受け入れ、豊かな関

係性を築けるような地域づくりを進めることが

できるか否かということが、この地域自立生活

という、理念的には高邁な理念を実現するうえ

では、セットにして考えなければいけない大き

な問題だと思っています。

（７）地域福祉ビジョン（基本目標）

今、五つの大きな情勢とたくさんの大きな課

題を挙げましたが、これらの五つの情勢が、地

域福祉の今日的な情勢・課題であろうと思いま

す。これに対応する方法論・方策を考えること

が、これからの地域福祉を進めていくうえで重

要であると考えています。

方法を作るために、まず押さえておかなけれ

ばいけないのが、基本となるラインです。「地

域福祉のビジョン（基本目標）」と書きました

が、今挙げた五つの情勢と、大変ボリュームの

ある難解な課題に対応する方策を考えるときの

基本目標について、兵庫県社協では、「くらし

の場での自立生活の実現に向け、地域の福祉力

を高める」という目標をつくりました。

社協の組織使命が「当事者・住民の主体性を

原動力にした福祉コミュニティづくり」だと申

し上げましたので、この基本目標はその使命と

変わりのない言葉なのですが、特にこの言葉を

使って提案していくときに注意した二つのポイ

ントがあります。

一つは、先ほどの情勢の流れの中で強く意識

されていた、地域での自立生活の実現に本気で

迫るということです。スローガンで終わらせる

のではなく、また、住民どうしの支え合いの活

動だけで終わらせるのではなく、具体的に地域

での自立生活の実現を図っていくことを目標に

しようということです。

もう一つのポイントは、地方分権時代におけ

る住民の自治力の形成です。地域の福祉力を高

めるという言葉もかなり抽象的なのですが、そ

の中にはっきりと住民の自治力を作っていく、

それを福祉の側面で高めていくということを、

基本目標、ビジョンの中に思いとして込めてい

ます。
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（８）ビジョン実現のためのポイント

今、挙げた基本ビジョンを実現するための実

践上のポイントを二つほど挙げてみたいと思い

ます。

一つは、「小地域」での地域福祉活動を活発

化させて、総合化させていくというエリアの問

題を戦略としては考えなければいけないという

ことです。

「地域」という言葉で、皆さんはいろいろと

イメージされると思います。「地域」福祉計画

というのは自治体エリアで考える計画ですし、

先ほどの福祉空間整備等交付金の中で設定され

ている日常生活圏域のように、中学校区エリア

くらいの福祉サービス資源整備のエリアもある

でしょう。しかし、今焦点をあてる地域とは、

住民にとってもっと身近な小地域をイメージし

ています。

小地域というのも、都市部と郡部で全然違う

のですが、おおよそ考えられるのは、自治体の

市や町があって、その次が中学校区域です。こ

れぐらいが、サービス資源を整備していく区域

です。次にもう一つ小さくなって、都市部でい

うと、小学校区エリアぐらいが、住民が話し合

いをしやすいエリアだと思います。すべての小

学区域の住民が顔見知りになることはないです

が、活動するエリアとしては、せめて小学校区

エリアぐらいではないでしょうか。もっと身近

なところでは自治会、町内会区域ぐらいになり

ます。自治会、町内会の区域をベースにしなが

ら、小学校区域で活動していくというのが、都

市部の場合はオーソドックスだと思います。社

会福祉協議会ではこのあたりを生活圏域として

提案しています。町部になると小学校区といっ

てもかなり広くなってしまいますから、もう少

し狭く、自治会・町内会エリアにして、住民福

祉活動を進めていくことを提案しています。

社協は、従来から、小地域福祉活動を非常に

重視してきましたが、住民がいちばん初めに福

祉の問題に気づく場面・場であったり、福祉活

動に参加しやすいエリアは、小学校区、自治会

エリアぐらいではないかと思います。ここのエ

リアでの福祉活動を活発にさせていく、またサ

ービスをつなげていく仕組みが、これから具体

的な推進方策を考えていくうえでポイントに置

くことだと考えています。

具体的な方法論を考えていくうえでの考え方

の二つ目のポイントは、多様な主体が出てきて

いる中で、主体の協働を促進することです。協

働の場を作るということを実践上のポイントの

二つ目に挙げています。小地域エリアの中での

協働の場、自治体の中での協働の場、いろいろ

な協働の場があるとは思いますが、そういった

場・器をたくさん作っていくということです。

（９）住民主役の「地域福祉経営」

こうしたことを踏まえて、今回、市町社協向

けの方針提起書の中で言葉として打ち出してい

るのが、住民主役、住民主体の地域福祉経営で

す。国土交通省が出している報告書で「地域経

営」という言葉があったのですが、要は、単に

金もうけの会社や事業経営ではなくて、人、物、

金、情報、またこの「ささまち４」の中では

「場」というものも含めて、地域資源を活用し

ながら地域全体を発展させていくことを、地域

経営という言葉で表現しています。その福祉バ

ージョンとして「地域福祉経営」という言葉を

使っています。これは兵庫県社協で作っている

造語なので、一般的な言葉ではありません。

地域福祉経営とは、そこに暮らす住民、行政、

関係機関・団体、いろいろな地域の主体が、当

事者の生活問題の解決を目的に、地域のビジョ

ンを描いて、そのビジョン実現に向けて協働し

ながら、地域なり、資源を活用したり、創造し

たりすることを通じて、地域の福祉力を高める
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取り組みのことです。要は、地域全体を経営し

ていく、しかも福祉の視点で、いろいろな関係

機関が協働しながら、そこの資源を活用し、創

造しながら、地域全体を発展させていくことを

目指すということです。このようなことを考え

方として打ち出しながら、社協は、住民が主役

になって地域福祉経営をしていくときにその要

になり得る組織ではないかと考えています。

（10）地域福祉経営の進め方

この地域福祉経営を進めていくサイクルは、

やはりＰＤＣＡ（Plan・Do・Check・Action）

のサイクルになります。どこに向かって私たち

の地域を発展させてくのかというビジョンづく

り、そして実践していく中で、絶えずそれを振

り返って評価をして、改善していくというサイ

クルです。これは、地域福祉経営の一つの進め

方になります。中でも地域福祉計画づくりは、

地域をよりよくするためにどのようにしていく

のかということを指し示す羅針盤ですから、地

域福祉経営を進めていくうえでの一つの大きな

要になるものと考えています。

（11）地域福祉経営と社協の役割

地域福祉実践そのものが地域福祉経営ですか

ら、社協は住民が中心になった地域福祉経営に

よって、地域の福祉力が高まっていくことを支

える役割を果たさなければいけないと思います。

地域の福祉力という言葉についてですが、先

ほど、住民の自治力が今、とても大事になって

きているという話をしましたが、地域の福祉力

にはこの六つの構成要素があるということを打

ち出しています。

一つは、地域の福祉力がある地域は、そこの

住民が、地域の中にある生活問題を発見する力

を持っているということです。二つ目は、地域

の住民が、問題の解決に向かって、ただ発見す

るだけではなくて、主体的に行動して、協働す

る力を持っている地域です。三つ目は、主体的

に、具体的に行動を起こして協働する中で、住

民が地域にある資源を活用したり、開発する力

を持っている地域です。四つ目は、専門機関や

行政と住民が連携していく力を持っている地域

です。五つ目は、住民がビジョンを描く、福祉

のまちづくり計画を作ることができるような力

を持っている地域です。六つ目は、住民がその

計画に基づいて、地域福祉経営を行う力を持っ

ている地域です。１番から５番の構成要素を組

み合わせると、最終的に６番になってしまうの

ですが、このような六つの力を持つ地域を目指

そうというのが、地域の福祉力という言葉にな

ります。

４．社協が直面している課題―老舗組織

に求められる改革―

（１）社協が直面している課題

社協の基本目標は、これから地域の福祉力、

今挙げた六つの力が備わるような地域支援を担

っていくことです。しかし、そうはいっても、

社協はいろいろな課題を抱えています。

特徴的なものを挙げますと、一つは生活問題

に対応する先駆性・開拓性が低下しているので

はないかということです。今はＮＰＯや市民活

動団体がどんどん制度のはざまの課題に対応し

ています。それに対して社協が介護保険サービ

スや支援費、その他いろいろな委託事業を実施

する際に、制度の枠内に収まり切ってしまって、

新しいニーズに対応していないという声が聞か

れます。

その背景としては、社協事業や組織の規模が

急速に拡大して、私たち社協がどこに向かって、

何のためにある組織なのかという組織の使命・

目的が組織の中で共有できていない現状が挙げ

られます。兵庫県内の場合、介護保険に参入す
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る前、平成11年の時点から今まで、県内の職員

数は約７倍に膨れ上がっています。介護保険事

業を実施することによって、ホームヘルパーや

介護職員がそれだけ増えてきたわけです。増え

るのはいいのですが、組織の理念を共有してい

くような組織経営手法ができていないことが問

題ではないかと思っています。

二つ目の課題として、大阪府の施策でもコミ

ュニティソーシャルワークを展開されていると

思いますが、コミュニティワーク、地域福祉活

動支援をする専門機関としての位置付け、力量

が低下しているということがあります。地域の

福祉力を高めようと思ったときには、地域の住

民に働きかける専門ワーカー、ソーシャルワー

カーの存在が重要になりますが、社協がコミュ

ニティワークの力量を持っているのかというと、

全体的に介護保険の事業経営のほうに傾斜して

いて、コミュニティワークの位置付けや力量が

低下しているのではないかという分析を行って

います。

特に介護保険が始まったときには、今まで何

十年と地域支援を行ってきたベテランのコミュ

ニティワーカーが、介護保険事業部門の管理職

に異動になったりということがあって、今、兵

庫県内ではコミュニティワークを担当・実施し

ている職員が全体的に若返って、経験年数が少

なくなっています。コミュニティワークはかな

り高度な技術だと思いますが、こうした実態に

より、全体的にその力量が低下しているという

課題があります。

もともと、社協は住民主体を掲げながら、地

域の組織化活動をメインにやってきていますが、

その力が果たしてあるのかということが、今、

問われているのです。

社協が直面している課題の三つ目は、組織の

傾向として内向きになっているということです。

これだけ福祉をやる団体が増えているのだから、

もっと手を広げて、外に向いて、協働していか

なければいけない。しかし、社協は一部の地域

の団体の代表のみが参画して、その他の幅広い

住民、当事者、活動者、いろいろなＮＰＯ団体

と協働して組織経営するとか、活動を作ってい

くということが現状ではできていないという課

題があります。

四つ目の課題が、行政依存体質です。社協は

民間団体でありながら、全住民を会員として、

住民主体で地域の福祉を進める公共的な性質

も持った団体です。ですから、民間でありな

がら公共的性質を持つ団体です。それゆえに、

財源をみると、行政の補助金、委託金が非常

に大きな比率を占めています。介護保険が始

まって、自主財源率が高まってきていますが、

介護保険を実施していない社協もありますし、

財源的にはまだまだ行政の補助金・委託金が

ほとんどです。

人的な資源についても、組織の事務局長など

が行政からの出向という形で来られているとこ

ろも多いですし、そういった依存体質が問題で

はないかと思われます。これは何も補助金・委

託金の比率を下げて、自主財源率を100％にし

なければいけないという問題でなくて、社協の

公共的な性質から見ると、ある意味、公費が入

るのは当然という部分がありますが、それを依

存体質としてしまうのは、やはり問題であろう

と思います。もっと住民に支えられている組織

として、積極的に、主体的に行動しなければい

けないのではないかということが、課題の四つ

目です。

具体的には、もっと地域福祉のビジョンを提

案し進めることです。活動をこのように進めて

いきましょうという方法を提案するようなこと

を積極的にしていかなければいけないのではな

いかという問題意識です。
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（２）社協改革の方向性

社協が直面している組織課題は非常に重い課

題ばかりです。今回の方針提起書の中では、初

めて社協改革という言葉を使っています。今、

合併の時期でもありますので、市町社協の組織

が再構築されます。人も事業もそうですし、も

う一度最初から見直して、新しく作り替える時

期に来ていますから、今こそ「社協改革」とい

うことで、組織自体を再生していく動きにあり

ます。

特に、先駆性・開拓性が低下しているという

ことについては、方向性としては当たり前のこ

とですが、生活問題に迅速に対応できる組織づ

くりに変えていくというのが、方向性の一つ目

です。

二つ目は、コミュニティワーク力量の低下と

いう課題がありますが、これも裏返しのことで、

コミュニティワークの専門性を発揮できるよう

な組織になるという方向性です。

三つ目は、内向き、閉じこもりの組織だとい

うことをいわれるのですが、そうではなく、も

っといろいろな団体が入ってきやすい組織にし

ていくこと、それは一方で透明性の高い組織づ

くりにもつながりますが、そういう改革を進め

ていきましょうということです。

四つ目が、行政依存の組織体質だと批判され

ますが、行政と相補的な協働関係が築けるよう

な組織ということです。ビジョン提示も含めて、

組織としての主体性を発揮できるような力量を

つけていくということです。

５．地域福祉を進める五つの目標と二つ

の重点活動

（１）基本目標（ビジョン）を実現し、社協改

革を進めるために

最初に申し上げた地域福祉を取り巻くいろい

ろな情勢と課題、それから社協という組織が抱

える課題を念頭に置きながら、今後５年間で進

めていく活動の方向性と具体的な方策をお話し

させていただきます。

（２）推進目標①　当事者の自己実現に寄り添

う支援

一つ目の推進目標は、「当事者の自己実現に

寄り添う支援」です。推進目標というのは一つ

のスローガンですが、あらゆる活動の原点、基

盤になる部分であり、当事者のエンパワーメン

トをしていくのが地域福祉の原点だということ

です。推進目標のいちばん初めに挙げています。

生活問題を抱える人が、本人を取り巻く環境と

相互にかかわり合いながら、自己実現の力をご

本人が自分で取り戻していく過程に寄り添う支

援を行っていきましょうというものです。これ

は社協活動の出発点というだけではなく、社協

福祉のどの分野においても、いちばんベーシッ

クな部分ですから、推進目標の一つめに掲げ、

徹底していこうということです。

いくら「地域」の福祉力を高めましょうとい

っても、問題を抱える当事者、その一人の人、

個の問題が見られないで、コミュニティワーク

を進めるなんてナンセンスなことですから、ま

ずは当事者の自己実現に寄り添うような支援を

進めていくということが出発点にあります。

（３）例えばこんな活動①

具体的には、総合相談活動、あるいは住民と

一緒に行う調査活動といったものをベースに、

この推進目標を推進していくことになります。

そのほか、例えば福祉サービス利用援助事業

を通じた当事者の地域生活支援も、社協として

力を入れて展開していきます。福祉サービス利

用援助事業は、名前のとおり、福祉サービスを

利用する際に、判断能力が不安な方、認知症の

方、知的障害の方、精神障害の方の支援をする
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事業です。具体的には金銭管理、日々の見守り

活動、生活支援活動を行っていますが、この事

業を通じて、当事者の地域へのくらしを支えて

いく活動に力を注ぎます

福祉サービス利用援助事業の実態を簡単に述

べますと、兵庫県内の場合、16年度は2,500件

の相談件数があったのですが、まだ５割の市

町社協で利用契約があるのみで、あとの５割

は、相談はあるが契約にまで結びつかないと

いう実態があります。よく新聞、ニュースを

にぎわせているように、悪徳商法に引っ掛か

ってしまう高齢者の方も多いのですが、この

福祉サービス利用援助事業になかなかつなが

りません。福祉関係者であっても、福祉サー

ビス利用援助事業についてご存じでないかた

が多いです。この事業そのものにもいろいろ

課題はありますが、このような福祉サービス

利用援助事業を通じて、その人の地域でのく

らしを最後まで支えていこうという活動が一

つ具体的な活動としてあります。

また、当事者の組織化支援も力を入れて実施

しています。今、紹介しているものは、社協活

動がメインです。当事者の組織化については、

大阪府内の社協福祉協議会のほうが、先行して

実施されていると思いますが、兵庫県内でも約

８割の社協で行われています。しかし、まだま

だ高齢者対象が多いです。寝たきり高齢者の会、

介護者の会といった会を中心に組織化する活動

をしています。

高齢者、介護者にとっては、そのようなつど

い、組織、会は、一つの居場所、仲間づくりに

つながりますが、もう少し当事者の視点でとら

えた問題を社会化させていく取り組みが次のス

テップとして挙げられます。

例えば、ある介護者の会では、市内の福祉サ

ービス事業者に対して、施設も在宅も含めて調

査を実施しました。その調査の結果を介護者の

視点で評価を行って、評価結果を市民に広く公

表するという取り組みもされています。また、

よくあるパターンとしては、介護保険事業計画、

老人保健福祉計画などの計画づくりに当事者の

立場として参画されるということもあると思い

ます。いずれにしても、そうやって当事者が自

らの問題意識を発信して、社会化させていく支

援を行っていくということが、一つの活動の大

きな柱になっています。

（４）推進目標②　地域福祉人材の育成とまち

づくり支援

推進目標の二つ目は、「地域福祉の人材づく

りとまちづくり支援」です。推進目標の一つ目

が当事者のエンパワーメントでしたが、これは

地域のエンパワーメントになります。個人の力

だけではなく、地域全体の福祉力を高めていく

ということが必要不可欠になってきますから、

この推進目標の二つ目を掲げています。当事

者・住民のエンパワーメントと地域のエンパワ

ーメントを対にして行っていきます。

（５）例えばこんな活動②

具体的にはどんな活動を社協として展開して

いるのかというと、一つには、小地域福祉活動

です。小地域エリアでの福祉人材の育成と組織

化活動を行っています。例えば、県内約９割の

市町社協では、その市町エリアで福祉委員を選

任しています。民生委員も有力な地域福祉のリー

ダーであるし、地域福祉人材なのですが、もっと

きめ細かく、同じ住民の立場で福祉課題に対応

したり、地域福祉の活動をしていく人材養成と

いう意味で、福祉委員を選任したり、地域のボ

ランティア養成を力を入れて実施しています。

人がいても、組織、器がなければ、そこの地

域の福祉が広がらず、福祉力が高まりません。

そういう意味では、三つのポイントを提起して
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います。一つは、地域全体の理解を進める組織

づくりということです。よくあるパターンとし

ては、町部などでは自治会や一つの区の中に福

祉委員、民生委員などで福祉部を作って福祉の

問題に対応していくとか、コミュニティ組織な

どで福祉部会を作って対応するというようなこ

とです。とにかく、地域全体で福祉問題に取り

組むための組織づくりというのが、一つポイン

トとしてあります。

もう一つは、行動力のあるグループづくりで

す。組織があっても、人がいなければ動かない

ので、行動力のあるボランティア組織を作って

いくというのが、二つ目のポイントです。

三つ目が、幾ら組織があっても、人がいても、

機能させるためには、話し合いや学習の場を

どれだけセットしていけるのかというのが、

とても大きなポイントです。小地域福祉活動

を支援していくうえでは、小地域での組織づ

くり、ボランティア育成に加えて、小地域単

位での話し合いの場づくり、例えば住民座談

会を行ったり、福祉学習会、地区懇談会など

を行いながら、小地域福祉活動の活性化に取

り組むことが重要です。

郡部と都市部では、方法論・やり方もさまざ

まなのですが、一応、大きなポイントとしては、

この三つのポイントで、県内の各市町社協で活

動を進めておられます。

（６）推進目標③　くらしの場で豊かな関係性

を築く地域ケアの開発・実施

推進目標の三つ目は、「くらしの場で豊かな

関係性を築く地域ケアの開発・実施」です。地

域ケアという言葉を使っていますが、主にサー

ビスです。福祉サービスの在り方です。地域ケ

アとは、当事者の地域での自立生活を支える取

り組み全体というかなり広い概念ですが、この

推進目標の三つ目では、そういった地域での自

立生活を支えるような地域ケアとしての福祉サ

ービスを開発していくということを、これから

５年間の目標として挙げています。

どういうことかというと、今までの福祉サー

ビスの画一的なケアではなくて、もっと一人ひ

とりのニーズに合ったオーダーメイドのケアを

作っていくというのが一つです。二つ目は、施

設か在宅かではなくて、地域を基盤にするケア

を作っていくということです。三つ目が、生活

の一部介助、つまり排せつ介助、食事介助、入

浴介助などの一部分を切り取った介助ではなく、

その人の生活を丸ごととらえて、地域での関係

性を作っていくようなかかわり方、ケアをして

いくということです。

（７）地域に支えられ、地域を支えるケア

具体的にどのような取り組みがあるのかとい

うと、地域に支えられ、地域を支えるケアとし

ては、例えば宅老所、ふれあい・いきいきサロ

ン、グループホームといった取り組みを、当事

者にとって、身近な地域の中でたくさん作って

いくということです。

ふれあい・いきいきサロンは、皆さんの各自

治体の中でもたくさんあるかと思います。兵庫

県内でも、神戸市を除いて1,800か所ほどあって、

住民によって運営されています。住民が主体に

なって運営していく、地域のたまり場がふれあ

い・いきいきサロンなのですが、高齢者が集ま

るサロンもあれば、子育て中のお母さんがメイ

ンで集まるサロンもありますし、精神障害者が

集まるサロンもありますし、三世代交流型で行

っておられるサロンもあります。いろいろなサ

ロンがあります。要は、地域での居場所をたく

さん作って、そこで地域への関係性を作ってい

くというのがサロンの取り組みです。

また、介護を必要とする方が集まるところが

宅老所ですが、これも今までのように大規模施

設で画一的なケアをするのではなく、もっと身
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近な、例えば民家のようなところを改修して、

地域の中で支えられるサービス拠点を作ってい

くというイメージです。古い民家を改修してで

きている宅老所や、マンションの一室を借りて、

そのマンションのお年寄りだけではなくて、近

隣地域の高齢者やボランティアがそこに集まる、

そういう宅老所を作っておられるところもあり

ます。画一的で大規模な施設、また在宅サービ

スではなく、よりその人の生活に合ったサービ

スを作っていく、または今あるサービスを作り

替えていくという視点で活動を展開していくと

いうことです。

兵庫県内の実践として出てきているのは、ふ

れあい・いきいきサロンや宅老所を新しく作る

ということだけではなく、既存のデイサービス

の改善をおこない、利用者のくらしを支えるサ

ービスを展開しているところもあります。デイ

サービスに通っておられる利用者で、ご家族の

都合でショートステイに入らなければいけない

となると、ショートステイで２週間いる間に、

今までせっかく慣れてデイサービスに来られて

いた方の体力が落ちて帰ってきてしまうという

現状があります。そこで社協でナイトケアを実

施しようということで、行政が特区申請をして、

デイサービス利用者で、もしお泊まりが必要な

方がいらっしゃれば、引き続き泊まっていただ

こうというサービスを、実施している社協もあ

ります。

せっかくなじみの関係性ができてきた中で、

その関係を切って、たらい回しにするのではな

く、その人がなじんできた環境の中で泊まって

いただこうということで新しく始めたサービス

です。あるいは20～30人の大きなデイサービス

ではなかなかなじまない方がいらっしゃいます。

そうすると、その方たちで地域に出ていって、

地域のふれあい・いきいきサロンに参加してい

ただくとか、地域の民家で10名ぐらいでゆった

りと過ごしていただくような取り組みを実践し

ているところもあります。「逆デイサービス」

という言葉が使われています。

とにかく、住民にとって、ご利用者にとって、

いちばんなじみのある環境のところで、住民に

支えられながら、また住民も支えながら、展開

していくサービスづくりをこれから社協として

も展開していかなければならない。それは社協

だけではなくて、地域福祉の中で作っていかな

ければいけないということで、三つ目の推進目

標に挙げています。

（８）推進目標④　自立生活を支える連携の

場・仕組みづくり

四つ目は、そういうサービスを作るだけでは

なく、連携の場や仕組みづくり、ここは具体的

には地域ケアシステムのことをイメージしてい

ます。特に、ここで新しく提案しているのが、

小地域ネットワーク会議の取り組みです。小地

域福祉活動を基盤にしながら、社協として活動

支援を実施していますが、せっかく住民が地域

福祉活動の中で把握したニーズが、なかなか専

門職まで届かないとか、専門職間の連携はある

けれども、住民とのつながりが作りにくい、イ

ンフォーマルなネットワークができにくいとい

うことが現状にあると思います。

そのような現状に対して、小地域の中で、専

門職も当事者住民も一緒になって話し合えるよ

うな場を作っていくために、この小地域ネット

ワーク会議を提案しています。地域の中の問題

を、住民と専門職が話し合う場、そういう意味

では、専門職がどんどんアウトリーチして、そ

こに出向いていって、住民と一緒にそこの福祉

問題を話し合うということです。

（９）小地域ネットワーク会議

具体的に実践としては、まだ住民が呼びかけ
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て主体的に実践しているわけではないのですが、

例えば伊丹市や宝塚市などでは、地区ネットワ

ーク会議、校区ネットワーク会議という名称で、

小学校区単位で専門職、民生委員、地域のボラ

ンティアが集まって、地域問題を定期的に考え

る会を行っています。そういう場をとにかく作

っていって、例えばその小地域だけの問題では

なく、全体で考えなければいけない問題につい

ては地域ケア会議に上げたり、もっと上の政策

を考えるような会議の場に出していくというこ

とをイメージしています。

（10）二つの重点活動

こういった四つの推進目標を念頭に置きなが

ら、社協として活動に取り組むわけですが、従

来からの社協活動がほとんどです。その中で、

特にこの５年間、力を入れて普及する活動とし

ては二つ挙げています。

一つは、住民による地域福祉の拠点（場）づ

くり、もう一つが、地域の夢を乗せた小地域

福祉計画づくりです。この二つを重点で活動

として進めていこうという提起をしています。

もともと、基本ビジョンに沿って活動展開し

ていくうえでは、小地域エリアでの活動を重

視することと、地域福祉を進めるいろいろな

主体の協働の場を作っていくということを実

践上のポイントとして挙げていましたから、

それに沿う形で、二つの重点活動を挙げてい

ます。

（11）「地域福祉拠点（場）」づくり

地域福祉の拠点（場）づくりということは、

住民が地域福祉活動に参画できる場、つなが

りの場ということで、いろいろな場を想定し

ています。例えば先ほど申し上げたふれあ

い・いきいきサロンもそうですし、公民館、

地区センター、福祉施設、宅老所、デイサー

ビスセンター、とにかくいろいろな地域にあ

る資源が地域福祉拠点になりえるでしょう。

どうしても地域福祉拠点というと、ハードを

イメージされがちなのですが、ここでイメー

ジしているのはハードだけではなく、人、物、

金、情報、その地域の資源がつながっていく

結節点として地域福祉の場を作っていきまし

ょうという提案です。小地域で集まる場づく

りです。

ふれあい・いきいきサロンや地区センターな

ど、とにかく地域にある場を通じて、住民どう

しが交流したり、学習したり、活動したりする

場を作っていくということですが、この場づく

りとセットで提案しているのが、住民による小

地域コーディネーターです。つまり、地域福祉

拠点（場）を運営していくときに、わざわざ専

門職が毎回関わっていくのではなくて、住民自

身がこの場を運営していくという意味で、小地

域コーディネーターという名称にしているので

すが、これを地域福祉の拠点に配置しながら、

地域の中で場づくりをしていこうという提案を

しています。

そのような場の運営や、地域のいろいろな課

題を発見したり、地域の問題を話し合えるよ

うな場を作っていくコーディネーターの育成

も、一方では必要になってきます。ただ、実

践的にそこまで進められているのかというと、

兵庫県内ではこれからではないかと思ってい

ます。例えば、西宮などでは、地区ボランテ

ィアセンターが小地域単位であります。そこ

では、住民がボランティア・コーディネータ

ーとして、相談員として配置されていて、ボ

ランティアのコーディネート業務や地域の住

民からの相談の受け付けなどを実施されてい

ます。イメージとしてはそういうものをイメ

ージしています。
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（12）小地域福祉計画づくり

もう一つ重点活動として挙げているのが、小

地域福祉計画づくりです。地域福祉計画づく

りは住民参画が大事といっても、なかなか参

加の仕掛けが難しく、参加する場も限られて

くることがあります。ですから、小地域エリ

アの中で、住民が話し合って、地域の問題を

発見して、ビジョンを作る地区計画づくり、

これを積み上げて、民間の地域福祉活動計画

や行政の地域福祉計画につなげていくという

ことを提案しています。

（13）県内の実践①　地域福祉拠点

県内の実践の一つの事例です。川西市では、

自治会館を利用して「くらしの相談窓口」を住

民が開設しています。自治会館を一つの拠点と

して、住民が相談活動を行ったり、地域の集い、

イベントなどを地域福祉の拠点を活用して、運

営しています。機能としては、福祉情報を発信

する拠点、あるいはだれもが気軽に集まれる交

流の場、相談できる場所、そういうことを目指

して開設されました。

もともとは、住民が地区福祉計画を策定した

ときに、そういう場が地域の中にないのではな

いかと話し合った結果、こういった拠点が生ま

れてきています。

（14）県内の実践②　小地域福祉計画

もう一つの実践が小地域福祉計画です。これ

は西宮市ですが、地区の課題を発見して話し

合う場を持っておられます。去年、全地区で

計画づくりに取り組まれました。計画書は１

～２枚程度です。地区の福祉目標を作って、

「地域にはこんな問題がありますよ」「こんな

目標を作って活動していきませんか」という

ことを簡潔にわかりやすくまとめられたもの

です。計画書そのものも大事なのですが、過

程、プロセスの中で、住民が何度も学習会を

したり、そこの地域の福祉問題について話し

合ってきた過程がとても大事だと思います。

兵庫県内でも実践としてはまだまだ芽生えで

すから、取り組みは少ないですが、これから

小地域福祉活動の一環として取り組んでいけ

るのではないかと考えています。

「うちは地域福祉活動をめちゃくちゃ頑張っ

ています」と言っても、その実践を積み上げて

いくためには、このような形にしていったり、

あるいは点検していく、評価していくというこ

とがポイントかと思いますので、そのための一

つのツールとして、計画づくりが大事ではない

かと考えています。

拠点づくり、地域福祉の場づくり、計画づく

りといったものは、いきなり投げかけても実施

ができるものではありません。そういう場の必

要性や、その地域に必要な拠点は何かというこ

とを住民と一緒に投げかけて考えながら作って

いく、その仕掛けが非常に大事ではないかと思

います。

ここまで、これから５年間で進めていく福祉

の目標、それから社協に引き寄せた形でしたが、

活動の中身について説明させていただきました。

６．社協経営と計画づくり

（１）社協経営強化のために

最後に、社協の組織問題に戻るのですが、社

協組織強化のために、社協改革ということを掲

げた以上、これから具体的に社協経営強化を進

めなければいけないのですが、提案しているの

が、経営の３原則です。これは最初に申し上げ

た、協議体、運動推進体、事業体に則した三つ

の原則です

一つは住民の意思決定に基づく組織経営をし

ていく。徹底した住民参画をしていくというこ

とです。
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二つ目が、協働の促進による運動推進をして

いく。協働、協働とは言うのですが、何に向

かって協働するのかというビジョンの提示が

なければ、なかなか知らない者どうしが手を

つないで一緒に協力していくことは難しいで

すから、まずは、地域福祉計画、地域福祉活

動計画等を通じて、ビジョンづくりを一緒に

していくということが重要だと思います。そ

ういう意味で、具体的には、どんな地域福祉

を目指していくのか、どのように進めていく

のかということを共有して、一緒に動くとい

うことが、二つ目の原則のイメージです。

三つ目が、公共性を基盤にした事業実施をし

ていく。これは当たり前のことですが、説明

責任であったり、活動を評価して改善してい

くということです。今まで評価をするという

ことが少なかった社協ですが、住民に対して

説明して、評価をしてもらう、そして一緒に

改善方策を考えて次につなげていくというこ

とを、これから徹底しなければいけないと考

えています。

（２）地域福祉推進を具体化させる羅針盤とし

ての計画づくり

これらを実現するうえで、今回、県内のすべ

ての市町社協で計画づくり、地域福祉推進計画

を作っていくということを共通方針として掲げ

ています。

一つは幅広い住民の参加・参画を促していく

ことです。ともすると、一担当職員、または

事務局でささっと作って、「これが地域福祉推

進計画です」とでき上がってしまうこともあ

るのですが、そうではなく、調査の段階から

一緒に住民と作っていく、幅広い住民参画を

していくということを方針として掲げていま

す。

もう一つは、そのためにも小地域ごとのまち

づくり計画、福祉計画づくりを進めていくとい

うことです。

三つ目が、地域福祉計画との連動ということ

です。地域福祉活動計画、地域福祉推進計画

を、民間は民間で作って、行政は行政で地域

福祉計画を作るということではなく、基本的

には、住民と協働で作り上げる地域の福祉計

画という意味では全く同じわけですから、そ

のプロセスは行政計画と共有できるはずです。

ですから、そこの部分は、計画づくりのプロ

セスは共有しながらも、制度のはざまの問題

で、どうしても行政計画で対応し切れない部

分や、民間として提案していかなければいけ

ないだろうという事項については、住民側の

アクションプランを含めて地域福祉計画に反

映させていく。そういう連動性を意識するこ

とが三つ目の方針です。

四つ目が、先ほども申し上げました計画の評

価や改善活動を実施するということです。こ

れまで、計画を作って、それを評価し、評価

から改善につなげていくという一連のプロセ

スがたどりにくかったのです。計画を作って、

作りっぱなしという部分もありました。そう

ではなく、これからは計画の評価委員会を作

って、最低年に２回はその計画に基づく評価

を住民と一緒にしていくということを提起し

ています。具体的に、県内の市町社協でも、

そういう形で地域福祉推進計画に基づいて、

今の地域の福祉水準がどうなのか、また地域

福祉活動の現状がどうなのかということを評

価して、次の改善提起を行っている社協もあ

ります。

７．おわりに

地域福祉の課題と地域福祉実践の今後の在り

方ということで、広いテーマだったので、細

かい部分を皆さんがイメージできるようにう
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まく説明できなかったと思いますが、大きな

課題の部分とこれから特に力を入れて進めな

ければならない活動をざっとご説明申し上げ

ました。

行政の職員、地域の住民も、地域をよりよく

したいという思いをいかに表明して、それを共

感の部分まで持っていけるのか。具体的に行動

を一緒にすることができるのか。もう一つは、

小さな思いや情熱を広く大きなものにしていく

ような発想をしていく。そういう意味では、行

政は枠をある程度作っていくのが仕事だと思い

ますが、絶えずその枠を見直しながら、広げた

り、作り替えていくということも、これから住

民や民間と一緒になってできることではないか

と思います。

長時間のご清聴、どうもありがとうございま

した。



 
　　「連続講座を終えて」 
参加者より 

　　「連続講座を終えて」 

第２部 

住民主体の地域福祉政策 
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池田市保健福祉部保健福祉総務課　　　　 
木　崎　　　裕 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

「地域福祉」は分かりにくい。受講者が言い、

講師が言う。地域福祉の対象は何か、何を実現

しなければならないのか。まずこれが不明確で

ある。連続講座のなかで、地域福祉の対象者は、

地域で生活課題を抱えた人たちすべてだという

説明があった。これが地域福祉を分かりにくく

している。地域で生活課題を抱えた人たちが、

例えば、高齢者、障害者、子育てに行きづまっ

た母親であるならば、それぞれ老人保健福祉計

画・介護保険事業計画、障害者計画、児童育成

計画若しくは次世代育成計画があり、住み慣れ

たところで必要な福祉サービスが受けられるた

めの施策が示されている。他にも、青少年、生

活困窮者等等、個別の施策がある。地域福祉を

持ち出す理由は見当たらない。

では、あえて地域福祉で実現しなければなら

ないものは何か。これを、「地域のつながり」、

すなわち「地域の福祉力」の再構築と考えた。

自分の住んでいるまちに対する愛着や、この

まちを良くしていきたいという意識の高まりが、

地域福祉の始まりである。そして徐々に住民相

互の、またグループ同士の「緩やかな信頼関係」

にもとづいた「つながり＝地域の福祉力」が形

成されていくと考えている。このため、地域福

祉の目標は、地域の中に、信頼に基づくネット

ワークをつくることであって、必ずしも、生活

課題を抱えた人に対する支援のネットワークを

つくっていくこと（福祉）に限定する必要はな

いと考えている。

特別研究「住民主体の地域福祉政策―連続講

座」では、地域の人たちと市役所の職員が一緒

になって、または役割を分担しながら「福祉を

創っていく」ことのヒントを得ることが目的で

あった。また、各市町村の取り組みについても

聞きたかったところである。時間の関係で、十

分、意見交換ができなかったことが残念であった。

また、地域福祉は、生活課題を抱える支援を

必要とする人をはじめ、市民組織、事業者など

対象者を縦軸に、また地域の中で生じる課題を

横軸に構成されたマトリックスを形成する。し

たがって、本講座で取り上げられ各テーマは、

それぞれが地域福祉の重要な項目である。それ

らが、互いにどのような関連性を持つのかが示

されなければ、福祉の個別計画や、施策の紹介

に終わってしまうので、もっと具体的な説明が

欲しかった。

しかしながら、指導助言をいただいた澤井勝

奈良女子大学名誉教授の、地域福祉の視点は力

づけられ、「市場化テスト法」など時宜をえた

話は、大変役に立った。また第１回講座で紹介

された静岡県三島市の「ＮＰＯ法人　グランド

ワーク三島」事例は大変興味深いものであった。

「協働」、「パートナーシップ」の成功例として

上げられている、この環境改善活動を進めるＮ

ＰＯのキャッチフレーズが「市民が主役」であ

り、「右手にスコップ・左手にビール」である

という。見習いたいものである。福祉は楽しく

なければいけない。楽しみながら参加できなく

てはいけない。これを市役所の目指す「地域福

祉」にしていきたい。
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高槻市福祉部福祉政策室　　　　 
羽　渕　亜紀子 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

私は、この講座を通してさまざまな立場の先

生方からの講演を聞き、また他の受講者の方々

の意見を聞いて、地域福祉計画策定にあたって

の参考になれば、また自分なりの地域福祉とい

うものを描ければと思いこの講座に参加しまし

た。

まず、第１回目の澤井先生からは、地方分権

を通しての市町村の役割や責任について学びま

した。地方分権化により市町村の役割が拡大し、

福祉のとらえ方も変化し広がっていく中で、地

域福祉に向けて行政も変化し住民を支援しなが

ら共に歩んでいく必要性を感じました。

第２回目の牧里先生からは、地域福祉とは

“ひとりひとりの暮らしのセーフティネットを

つくること”であり、縦糸（行政や専門機関な

ど）と横糸（地域、見守りなど）をつなげる仕

事であるということ、地域福祉計画では、福祉

だけでなく、医療・保健・住宅・交通・通信・

労働・教育・文化など隣接施策との連携が必要

であり、職員体制や職員の参加姿勢にかかって

いるということなどを学び、また“福祉デまち

づくり”という言葉が印象的でした。

第３回目の藤井先生からは、主に「宅老所」

について学びました。地域福祉の目標は、“住

み慣れた場でその人らしく暮らせる地域社会の

しくみづくり”であるという、地域密着の大切

さを感じました。

第４回目の早瀬先生からは、ＮＰＯやボラン

ティアの地域福祉への関わり方について学び、

ＮＰＯ、ボランティア、行政、市民にはそれぞ

れの特徴や役割があり、それをお互いに理解し

合い上手く協働することが重要であると感じま

した。

第５回目の荻田先生からは、社協の視点から

の地域福祉について学びました。高槻市では、

市の地域福祉計画に引き続き、社協が地域福祉

活動計画策定に取りかかります。そのことも考

慮した上で、計画を策定し、社協を支援し、協

働して地域福祉を進めていかなければならない

と思いました。

連続講座を終えた感想として、やっぱり

「地域福祉」って難しいなというのが正直な感

想でした。住民の地域福祉に対しての意識の高

まりはもちろん、私たち職員もひとりの住民と

しての感覚を持ち、今地域がどんな状況にある

のか、何が必要とされているのか、地域に出て

いって住民の声に耳を傾けることが必要になっ

てきているのだと思いました。そうすることで、

住民との協働というものが築いていけるのでは

ないでしょうか。地域福祉というものは、住民

だけでも行政だけでもできるものではありませ

ん。また、行政が住民にやらせるものでもあり

ません。そこには住民の意思や行政の意思、自

発的な思いが必要だと思います。あくまでも地

域福祉の主体は住民であり、そのことを住民自

らが感じること、またその支援を行政がしてい

かなければならないのだと感じました。
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箕面市健康福祉部健康福祉政策課　　　　 
中　野　堅一郎 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

今回の講座は地域福祉政策ということで、ま

だ本市では策定していない「地域福祉計画」の

策定や実施について、参考になるものがあれば

良いと思っていましたが、むしろ、介護保険制

度改革に関し「地域包括ケア」について非常に

参考になりました。

まず、「地域福祉政策」はまちづくりの視点

であるということであるのに対し、「地域包括

ケア」は高齢者等を在宅か施設かではなく、広

く地域でケア（介護）するという視点であると

いうことが混乱していた私の頭をすっきりとさ

せてくれました。もちろん両方の視点から見る

地域福祉像や高齢者福祉像は一部を共有する２

つの円のようなものなのでしょうが、少なくと

も、「まちがどうなってほしいか」と「高齢者

等にどうなってほしいか」という２つの視点で

整理できたのは収穫でした。

「地域福祉政策」とは、インフォーマルな福

祉サービスの充実に帰着するのでしょうが、中

でも社会福祉協議会の「協議会」としてのアイ

デンティティの復活の要請と、地域住民の「与

えられる福祉」からの脱却（与える福祉とか自

立する地域ではなく、自分が地域に何ができる

かを考える取り組み）及びその仕掛けとしての

「地域福祉計画」の策定という考え方は非常に

面白かったです。

行政計画としての市が主体的に進める政策推

進の方向性を定めるものとは根本的に違うのと

いうことになり、計画の進行管理よりむしろ、

住民ひいては職員の意識改革の手法として大変

面白いと思いました。このことは反面介護保険

事業計画における「地域包括ケア」については、

行政計画として市が、誰のために、何を、いつ

までに、どうするという視点に跳ね返ります。

そこで、介護保険制度改革に関し「地域包括

ケア」について非常に参考になった二点目は、

「地域包括ケア」を実効的に推進するためには、

これまでに（特に小地域で）活動してきた社会

福祉協議会が「協議会として」これまで以上に

（過去のように？）活躍してもらうことが必要

であると改めて認識したことです。

問題はどのように「協議会として」の社会福

祉協議会に復活再生してもらうかですが、今回

の研修での参加者のみなさんとの議論を通じて、

事業実施に忙しい社会福祉協議会にとっては、

議論すること自体大改革になると思いました。

指定管理者制度の導入及びそれと密接ですが、

市の税金を高コスト構造の社会福祉協議会に投

入する（委託する）ことが説明できなくなりつ

つあるということが、社会福祉協議会が自らの

問題としてとらえ、生き残るため、ないしは、

自立するために何をなすべきかが問われている

ということを社会福祉協議会も市も真剣に考え、

お互いに同じテーブルにつき議論を行うことか

ら始めるべきなのだと感じました。市としても、

それは社会福祉協議会の問題だと放置すること

はできないでしょう。

今後このような視点で具体的な議論を市内

部だけでなく、市社会福祉協議会とも議論を重

ねていきたいと思います。
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茨木市健康福祉部福祉総務課　　　　 
石　津　公　敏 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

この４月に初めて福祉部門へ異動してきて、

仕事で交わされる会話の内容や単語の意味すら

理解できない状態のまま、地域福祉計画策定業

務に関わることとなった。しかも、前年度まで

に小学校区単位での地区福祉検討会やアンケー

ト調査が終了し、策定懇談会は佳境を迎えよう

としていたのである。地域福祉計画は、住民を

巻き込んで策定することに意味があるとされて

いるが、住民と最も密接に関わってきた時期は

そろそろ終わり、作業行程としては計画書の仕

上げ段階に移ろうとしていた。

そのような時期に地域福祉政策に関する連続

講座を受講することとなった。正直、もう遅い

のではないかと思いつつ。

連続講座５回を振り返ってみると、計画づく

りのノウハウ研修ではなく、講座タイトルにあ

るとおり、本当の意味での地域福祉政策の研究

であった。以下、簡単に感想を示す。

１　住民主体の地域福祉政策とは

市町村の地域福祉計画は、地域自治組織ごと

の「地区福祉計画」の策定に具体化されるべき

で、そのことによって多様な主体が協働するガ

バナンスを創造していくことにつながるという

論旨は、将来の「あるべき姿・進むべき道」で

あるように感じた。

２ 住民の視点に立った地域福祉推進システム

の構築に向けて

多くの自治体で計画策定過程に関わってこら

れただけに、その体験談は具体的で大いに参考

となった。また、行政職員の地域ボランティア

化について今後さらに議論が重ねられ、都市部

の自治体での成功例があれば参考にしたいと感

じた。

３　地域福祉資源の開発と地域福祉計画

福祉に関するキャリアがない自分にとって、

地域福祉に関する現状、課題、目標を改めてき

ちんと明示してもらえた点がよかった。また、

コミュニティソーシャルワークの重要性がよく

理解できた。

４ ＮＰＯの地域福祉への関わり方と行政支援

の現状

市民活動とＮＰＯについて改めて整理するこ

とができ、ＮＰＯを支援することの意味が理解

できた。また、本市でも話題となることが多い

テーマ型ボランティアと地域型ボランティアの

協働の議論が興味深かった。

５ 社協の視点からみた地域福祉の課題と地域

福祉実践

地域福祉を推進する主体である社協が直面し

ている課題や目標について、現場の考えを知る

良い機会となった。特に、質疑応答の中で出て

きた、指定管理者制度の中で他に勝ち抜けるか

との議論が興味深かった。

今回の連続講座を受講して、地域福祉計画は

策定後の取組みが大切であることを再認識でき

た。「もう遅い」のではなく、「これからのため

に」受講の成果を活かしていきたいと思う。
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摂津市保健福祉部福祉総務課　　　　 
丹　羽　和　人 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

平成12年5月に社会福祉事業法が改正され名

称も、「社会福祉法」に変更されその中で、「地

域福祉計画」の策定が市町村の努力義務規定と

され、住民が初めて地域福祉の担い手として位

置づけられました。地域福祉計画は、社会福祉

法にその内容についても明記されていますが、

地域福祉計画を単独で策定される「狭義の地域

福祉計画」から老人保健福祉計画、障害者計画、

児童育成計画を包括する総合的な計画としての

「広義の地域福祉」、及び自治体の総合計画、社

会福祉協議会による地域福祉行動計画、その他、

福祉のまちづくり計画などを関連づけた「最広

義の地域福祉計画」まで様々な内容が考えられ

ます。ですから、内容については、それぞれの

自治体の政策能力、特に策定しようとする首長

の思いや職員の能力と、住民の自治能力によっ

て地域福祉計画の範囲と内容が決まり、そのこ

とは地域福祉システムの内容と水準まで影響し

てしまうことになります。

連続講座の参加者の方に意見交換会などでの

お話を聞くと、それぞれの市で策定された計画、

策定されようとする計画は前述したような理由

により、範囲や内容が様々なようです。さらに、

その影響は地域福祉システムだけではなく「最

広義の地域福祉計画」では自治体の内容や水準

まで変わってしまうような計画だと感じました。

本市では平成15年11月に学識経験者、市内の

保健・医療・福祉関係者、市民団体代表者及び

関係行政機関で「摂津市地域福祉計画策定委員

会」が、合わせて、庁内においても教育委員会

を含む17課及び社会福祉協議会の職員で構成さ

れる「摂津市地域福祉計画庁内検討部会」も設

置され、計画策定へ向け動き出しました。

平成16年の３月には、地域福祉計画の策定の

ために地域の特性、住民の課題や「誰もが健康

で安心して暮らせるまちづくり」をすすめると

いう視点も入れた「くらしの実態調査」が実施

され、平成16年10月には市内の全小学校区でワ

ークショップを開催し、調査結果の確認を行な

うとともに、地域福祉計画についての説明を実

施しました。

その後、素案の説明会（市内中学校区）、福

祉団体との懇談会、ホームページを利用しての

パブリックコメントを募集し、平成17年3月に

策定され、現在、社会福祉協議会と行動計画策

定へ向け協議を重ねています。

連続講座を受講し本市の状況を考えたときに、

今後は自治体が住民が主体になりうるような、

地域にあった計画や仕掛けを作っていくことが

重要であると思いました。ただ、地域といって

も先ほどの実態調査で明らかになったように、

小学校区で住民の課題は違いますので、きめ細

かい配慮が必要です。その配慮は自治体だけで

は限界があるので、地域の課題をコーディネー

トする人材が重要で、その人材を確保していか

なければと感じました。

行動計画については、住民、社会福祉協議会

と一体となり、汗をかきながら今回の講座を参

考にオモロイ計画を作り、活動して行きたいと

思います。
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能勢町福祉部福祉課　　　　 
中　嶋　鉄　也 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

急速に大きく時代が変化していく中、地域住

民と隣人との付き合いが希薄になっている状況

にある。このため、高齢者・障害者など生活支

援が求められる側からすると昔に比べ住みにく

い社会状況になっている。

他方では、阪神大震災以降ボランティア・Ｎ

ＰＯ法人の活動が活発化し、新しいご近所さん

づくりの場ができつつある。これらにより、地

域住民の自主的な助け合いが広がっており、地

元地域を軸とした地域福祉に対し、行政として

支援が求められている。

地域福祉を進めていくためには、行政や社会

福祉協議会及びコンサルタント会社のみで行う

ものではなく、地域で活動を行っているボラン

ティアやＮＰＯ法人等、福祉活動を地域福祉で

行っておられる方々の意見が重要なポイントと

なる。

また、住民の活動場所となる拠点作りも同時

に必要となる。その際に、住民相互の連携が最

も図られると思われる小地域（すなわち小学校

区域）単位で行うことが、住民側の意見が効果

的であると考えられる。また、短期間で地域に

根づくものとは考えにくく、将来的な見通しが

必要になってくる。

地域福祉の施策は、老人・障害・児童などの

施策を抱含したものであり、答えが一つではな

い場合が多く、中・長期計画になるものである

が、最終的に共通のキーワードは≪住民参加≫

と≪住民とのつながり≫となってくる。行政サ

イドが主導となって進めやすいものを作成した

ところで住民側に押し付けと思われるものでは

効果がない。

その逆に住民側からの福祉に対しての要望が

あっても行政サイドにおいて行わなければ不満

がたまる。また、行政サイドも各部局のサービ

スを単独で行うものではなく、調整を行うこと

により、よく似た内容の施策があると思われる。

その同様の施策を共同実施することにより、よ

りスムーズでスリムな地域福祉システムの構築

がなされていく。行政と住民との対話を取れる

機会を充分に設けないと、バランスのとれた施

策になっていかないであろう。

そのためにも住民の意見等を調整することが

多く出てくるが、内容等を考慮し、臨機応変

に対応し、行政・住民が二人三脚となること

により≪住民が住民による住民のためのまち

づくり≫を地域に根づいて行っていくよう基

盤づくりの推進に努めていける行政とならな

ければいけない。

そして、住民ひとりひとりの参加と行動が行

われることにより、地域住民へ浸透した終わり

なき地域福祉が初めて出発されていくものであ

ると考える。
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豊能町生活福祉部高齢障害福祉課　　　　 
杉　田　庄　司 

「地域との呼吸」 

予測を大幅に上回る少子高齢化社会を迎える

にあたり、福祉施策においては高齢者分野に関

わらず、子育て･障害者等各分野にわたり地域

の重要性が号令のように唱えられている。

第二次世界大戦を経て日本は、ムラ社会から

都市型社会への急速な変遷を遂げる一方、就労

人口の集中により、多くの過疎地域を生んでき

た。

ムラ社会における地域は生活を営んでいくに

は当然のことであり、地域社会を敢えて認識せ

ずとも、呼吸をするがごとく地域の中に溶け込

み、地域を育みながら地域社会の継続を支えて

きた。

少子高齢化社会の形成過程は核家族化･個人

主義・ニーズの多様化等の多くの要因が含まれ、

この流れについては個人的見解ではあるが、拍

車がかかることがあっても緩まることはないと

考えられる。

そのような中、地域を再生するために地域福

祉計画等の施策が行政主導の元、行われようと

しているが本来、「地域」とは「人と人のつな

がり」であって押し付けられたり、強要されも

のではないと思われる。

人と人のつながり、ふれあいはジグソーパズ

ルのピースように出す手と引く手が一体的に存

在するものであり、そのつながりが世代をまた

がっていようが、隣近所ではなく遠距離であっ

てもそれは関係ないことであり、誰かが誰かを

思いやる気持ちがあれば、それはおのずと形成

されるものである。

しかしながら、現実の社会に目を向けると

個々の生活や急速な時代の流れに押されて、ひ

とりひとりの余裕がないため、生活の孤立化が

進み、悪く言えばギスギスした人間関係が増幅

しているように感じられる。

私としては福祉行政に携わるものとして、や

はり地域福祉の形成は最重要課題であり、前述

しているような悲観的な想いはあくまで所感で

あって、自分の成すべき役割が目の前に大きく

立ちふさがっているならば、少しでも突き崩し

風穴を開け広げていくようにしていきたい。

そのために、最も必要であると直接的に肌で

感じていることは、年齢･性別を問わず一人で

も多くの人たちと「呼吸（ふれあい）」し、同

じ目線で意見を聞き、また自分の気持ちを伝え

ていきたい。
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守口市福祉部総務課　　　　 
張　　　はる江 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

守口市は大阪市に隣接するベットタウンとし

て、また家電関連の大企業を擁する工業都市と

して成長してきました。

しかし近年、法人市民税収の落ち込み等によ

り財政が悪化し、財政再建に向けて政策展開し

ているところですが、歳出総額に占める扶助費

などの義務的経費の割合は、全国的に見ても守

口市はかなり高い値となっています。

また、守口市における少子化動向を見ても、

平成15年の合計特殊出生率1.10と全国平均1.29

をかなり下回り、平成12年には65歳以上人口が

15歳未満人口を上回っています。

このような市の状況の下、市民間の公平性

を保った上で、さまざまな課題を解決し、市

民福祉の向上を図るためには、公・民の役割

分担を明確化した上で、役割分担に沿ったサ

ービス提供のあり方を考えなければなりませ

ん。では具体的に、どのような｢地域福祉計

画｣を策定すれば良いのか、夢のもてるような

計画を策定することができるのか、連続講座

に参加し、すでに策定されている他市の状況

を聞く中で、18年度策定に向けて悶々として

しまいました。しかし講座を受講する中で、

これからは｢地域の力｣だ、その地域力をどう

構築し、どう繋いでいくかということを強く

思いました。

｢ＮＰＯの地域福祉への関わり方と行政支援

の現状｣の中にも、行政には難しいことを、た

やすく実現する市民活動団体とか、｢行政主導

社会｣から｢市民社会｣へ等の資料も頂きました。

私は、地域福祉計画を策定する上で｢社協の

視点からみた地域福祉の課題と地域福祉実践｣

の資料が大変参考になり、手順が見えて来たよ

うな気がしました。今後の地域福祉の在りかた

を読み解くための情勢変化のキーワード、情勢

①から⑤の情勢のポイント等が大変勉強になり

ました。そして住民主役の地域福祉経営、そこ

に暮らす住民、行政、関係機関・団体、いろい

ろな地域の主体が、当事者の生活問題の解決を

目的に、地域のビジョンを描いて、そのビジョ

ン実現に向けて協働しながら、地域なり、資源

を活用したり、創造したりすることを通じて、

地域の福祉力を高めるということに感銘を覚え

ました。

これから、具体的に計画を策定する上での、

基本目標、推進項目なども参考にさせて頂きた

いと思っております。

仕事の関係上、全講座には出席できませんで

したが、この講座で学んだ事を地域福祉計画策

定にむけて生かしてまいりたいと考えておりま

す。ありがとうございました。
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八尾市保健福祉部福祉政策課　　　　 
山　村　真　弘 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

連続講座を通じて、制度の自体の理解や改正

など福祉関係法規やこれまでの社会福祉の流れ

を掴めず、政策形成の深い考察にまで踏み込め

なかったことは反省すべき点である。

澤井教授の講義では、枚方市の政策評価制度

や静岡県三島市のグランドワークを通した協働

という政策志向の事例は、福祉計画に関わらず、

自治体の総合計画やまちづくり施策を策定する

際にも取り入れられているもので大変興味深く、

参考になった。他の自治体の先進的な取り組み

を学ぶことは成功・失敗例どちらも参考になり、

良いものは積極的に見習っていきたい。

実務では地域福祉計画の策定事務には携わっ

ていないが、討議や講義を通じて計画策定段階

における住民参加を推進する際の疑問や取り組

みなどを学び、策定一連の具体的なイメージを

持てたことは有意義であった。また、ＮＰＯや

社協からの地域福祉への関わり方や協働の形態、

役割を学んだことやそれぞれの視点からみた課

題を知ることで、行政側だけでは見落としてし

まうような課題や問題などが抽出され、視野を

拡げることができ、参考になった。

行政側の支援がＮＰＯなどの他の機関からみ

た場合に必ずしもうまく機能しているといえる

場合ばかりでない事例に驚かされ、計画後の検

証、評価の重要性を感じた。

この度の研修においては知識面の習得に加え、

他の市町村職員、福祉関係機関や教授との議論

などの情報交換による交流を通じて、考え方や

姿勢など学ぶべきことが多くあり、刺激を受け

ることばかりであった。今後は自分の視点を明

確に持って、幅広い発想を行なえるよう職務に

取り組んで行きたい。

全５回に及ぶ一連講座を受講し、地域福祉政

策の考査を通じて当初の目的であった地域福祉

の基礎的な理解や知識を得ることができたが、

これまで曖昧に理解していた法律改正等の知識

を再確認していく必要があると感じた。政策作

成過程のプロセスはどの業務にも共通して活か

せるものであるので役立てていかなければなら

ない。

今度の研修で学んだことを、社協職員として

地区福祉委員会を中心とした活動を通じて学ぶ

ことを土台にして、ＮＰＯ、市、住民など様々

な立場で制度の問題点や改善点などを導き出せ

るように意識付けを図り、踏み込んだ姿勢で仕

事に取り組んで行きたい。
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寝屋川市保健福祉部高齢介護室　　　　 
柴　田　知　成 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

私は高齢者保健福祉計画（老人福祉計画・老

人保健計画・介護保険事業計画を一体的に策定

したもの）を担当しており、直接的に地域福祉

計画に携わっているわけではありませんが、当

然のことながら地域福祉計画を具体化する個別

計画であり、地域福祉の視点を抜きにしてすす

めていくことはできません。

高齢者保健福祉計画は介護保険法改正を受け

ての見直し作業中であり、その中で来年度から

地域福祉の考え方に基づき、市としてどのよう

に考えていけばいいのか、具体的にどのような

形で事業展開を行なえばいいのかが、よくわか

らず悩んでいましたので、この研修で何かヒン

トをもらえればと思い参加をしました。

澤井先生の基調講演では行政や福祉を取り巻

く状況について非常にわかりやすい説明をして

いただき、規制緩和や地方分権についての理解

が深まりました。

学識経験者の方の講義では、理論的に地域福

祉についての基本的な考え方を説明していただ

き、今後の仕事を進める上での判断基準として

いきたいと考えております。

また、実際に福祉の現場で活躍されている方

の講義では、実際の現場の雰囲気や実践的な取

組みを教えていただき、事業展開の参考になり

ました。

来年度からの高齢者福祉は、地域包括支援セ

ンターを中心に動いていくことになりますが、

これからの介護保険も含めた高齢者福祉は、地

域福祉の観点からのアプローチが非常に大事に

なってくると思います。例えば、サービスをコ

ーディネートする場合にも、インフォーマルな

サービスも含めた形でのコーディネートするこ

とが大事になってきます。サービスが無ければ

コーディネートすることが出来ないので、コミ

ュニティワークやコミュニティソーシャルワー

クをしなければなりません。介護予防でも、廃

用症候群になる最大の要素は閉じこもりですが、

閉じこもり予防には、地域コミュニティの係わ

りが非常に重要であり、この部分無しでの予防

は効果が上がらないでしょう。

今回の連続講座で学んだことを活かして、今

年度の高齢者保健福祉計画の見直し作業及び来

年度以降の事業実施を行なっていきたいと思い

ます。

最後になりましたが、指導助言者である澤井

先生をはじめ講義をしてくださった先生方、ま

た、この研修を企画していただいたマッセ大阪

の担当者のみなさん、有意義な研修をありがと

うございました。
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東大阪市健康福祉局福祉部健康福祉企画課　　　　 
北　林　康　男 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

地域福祉政策とは、「規制改革と地方分権」

の双方からアプローチしていかなければ、充実

していかないものです。規制改革で官から民へ

の新しい流れが地域活性化のアイデアを生み、

地方分権では機関委任事務の廃止に伴い、地方

が法の運用・解釈を行なうことが出来るように

なりました。すなわち「規制改革と地方分権」

が充実すれば、地域色豊かな地域福祉政策を創

造していくことが可能となるわけです。

ただし、規制改革等が上手くいったとしても

地域福祉政策の実施は、地域との協働抜きでは

考えることができません。地域の意向・希望等

を聞き「地域と行政が共にその地域のことを考

え政策推進していく」というスタイルが無けれ

ば、行政から押し付けられた地域福祉政策とな

り、地域の福祉力を上手く活用する事が出来な

くなるばかりか、地域の福祉ネットワークづく

り（維持していくこと）もできなくなります。

地域のネットワークは、地域福祉を推進して

いく上で重要な役割をはたし、地域の福祉力の

底上げをし、サービスを受けるときにも、サー

ビスを提供（協力）したいと考えたときにも、

役立つものです。従来の福祉政策は、「どうやっ

て要援助者にサービスを提供するか」という点

に重きを置いてきましたが、これからの福祉政

策は、地域の住民にボランティア活動の場を提

供したり等「地域のネットワークを養っていく」

といった視点がなければ、これからの地域福祉

政策は成り立っていかないものです。地域のネ

ットワークのサポートを行政ができない場合は、

代わって社会福祉協議会（以下社協）等が中心

となってネットワークを養っていくべきです。

社協には行政と地域の間に立ち、調整役を果

たしてきた実績があります。ＮＰＯ法人は、あ

る特定の福祉サービスを提供するために設立さ

れた場合が多く、「やりたいときにやりたい場

所でサービスを提供する」というスタイルなの

で、迅速でしがらみの無いサービスを提供する

ことが出来ます。かたや社協は、市町村をまた

いでサービスすることはありません。逆に言え

ば、その地域の福祉を向上させることだけを考

えていけばいいわけで、それがその地域の社協

の存在意義となるわけです。

スタイルは異なりますが、現在の多種多様な

ニーズに対応できるようにするためには、その

地域に根付いた社協と、色々なＮＰＯ法人の連

携が理想であると思われます。連携が上手くい

けば、その地域の福祉力が飛躍的に上がること

は間違いありません。

今回の連続講座では、ここまで書いたような

ことを学びました。学んだことを、今後の東大

阪市域の地域福祉力の向上推進に、また地域福

祉計画等の政策に活かしていきたいと考えてお

ります。

最後になりましたが、今回の講座を通じて澤

井先生他講師の方々と、府内数市の職員の方々

と知り合うことができ、私の福祉力のアップに

なったと考えております。この機会を作ってい

ただいたマッセ事務局の皆様、本当にありがと

うございました。
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堺市北支所地域福祉課　　　　 
岩　川　節　子 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

本市では平成１７年３月に地域福祉計画を策

定したところであり、今後その計画をどのよう

に実践していくのかが課題となっている。私は、

支所勤務であるため計画策定には関与できなか

ったが、基幹型在宅介護支援センター業務の兼

任と言う立場にあるため、住民の視点に立った

地域福祉の推進という大きな役割が課せられて

いると考えている。

本講座を受講した目的は、「今取り組んでい

る高齢者あんしんネットワーク会議を通して住

民の視点での活動を今後どのように展開してい

けばよいのかを学びたい」であったが、５回を

終了して、その目的は概ね達成できたといえる。

特に本市の計画策定委員をしていただいた澤井

先生との出会い、講義を通して「自治体・公共

サービス分野のあり方」を広く社会的背景から

学ぶことができたことは、日々の現場活動では

学べない事柄で新鮮であった。「地域自治組織

と行政との協働」では、住民の力をつけるため

の仕掛けとして ①たまり場を作る ②継続的に

討論する場を作る ③情報公開の徹底 ④行政は

まちに出ようということを学んだが、これは今

取り組んでいる、あんしんネット会議がその役

割を果たしているのではないかと自信をもつこ

とができた。

牧里氏の講義からは、従来の「受ける福祉」

から「創る福祉」へと福祉のあり方が変わって

きていることを学んだ。地域福祉計画の特徴と

して、他の計画と違って補助金等の財源がない。

だからこそ他の計画と具体的な政策を一緒にす

ることで連携し、地域福祉を実践していかなけ

ればならないということ。これは裏返せば実践

者側のやる気によって「夢のある町」にしてい

けるということでもある。

本市では、Ｈ18年度から区行政へと移行して

いくが、まちづくりをテーマに各分野にまたが

る事業等をリンクさせ、これまでの縦割り行政

を地域社会で横割り展開する、つまり施策の総

合化を行政職員がどこまで取り組めるか問われ

るであろう。

社協の荻田氏からは、実践のノウハウを学ぶ

ことで、今後のあんしんネット会議が目指す方

向性が見えてきたことは大きな収穫であった。

人口15万人の北支所を４つのエリアに分けあん

しんネット会議をたちあげたが、地域福祉計画

とどう連動させていけばよいのか迷っていたの

で、「地域福祉経営」という概念を知って“目

から鱗”であった。現在のネット会議では、参

加者が ①生活課題の発見・共有する力 ②問題

解決に向けて行動し協働する力 ③地域の資源

を活用し、開発する力 ④専門機関・行政と連

携する力を有してきたと思えるので、今後は小

地域（ネットのエリアか小学校単位にするか）

の福祉計画づくりに取り組んでいきたいと考え

ている。

最後に、すばらしい講師の方々や他市職員と

の出会いを作ってくださった担当者に感謝しま

す。



第２部 

115

泉大津市健康福祉部地域福祉課　　　　 
上　西　菊　雄 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

平成17年４月１日、21年ぶりに健康福祉部

地域福祉課へ拝命を受けてから早７ヶ月が過ぎ

ようとしているが、日々福祉業務に追われてい

るのが現状である。

今回の特別研究の参加をひとつの区切りとし

て、また再出発点として考え直してみたいと思っ

ていた。

本市においては、平成15年３月に地域福祉計

画を策定し、２年が経過する中、計画推進に鋭

意努めているところである。

そういった中での参加であり、特に、地域福

祉計画を推進していくうえで、地域との関わり

方やどのような取組みを展開すれば良いのか、

また、地域の現状と計画上の課題との差異につ

いて判明することを期待し、参加させていただ

いた。

この連続講座の受講と、現状の自治会活動を

実践するうちに、また、地域福祉を専門的に考

えると、ようやく講師の先生方が言われること

が少しずつではあるが理解できるようになった

のが今回の成果である。

今、現下の地方行財政を取り巻く環境は大変

厳しく、極度の歳入不足の前に、市民の関心は、

行政コストの削減合理化と施策の適正な選択に

向けられている現状にある。このような環境下、

自治運営並びに地域においても、より一層の自

主性・自立性が求められている。

そういったことからも地域福祉の充実を叫ば

れることは、よく理解するところである。しか

し、それらより数倍の速さで、情報化社会が刻

一刻、確実に進んでいる。さらに、ガラス張り

行政への対応についても、外的事情や諸要求に

より、行政のあらゆる分野で変動が起き、この

先どういう変化を見せるのか、市民生活や価値

観はどのように変わっていくのか、予測が不可

能といっても過言でない。

ただはっきりしていることは、情報化社会の

進展で人々が接する情報が益々増大し、それを

さばくのに社会も行政も企業も個人も、膨大な

エネルギーを使わざるを得ないところである。

以上のことからも、「自助・互助・公助」か

ら「自助・互助・公助・共助」へと移り変わっ

た事を実感しなければならないと感じたことと、

これからの地域福祉が行政にとって非常に大切

であり、今後の自治体を左右することを実感し

た連続講座でありました。講師の先生方には、

お世話になり誠にありがとうございました。

今後とも、よろしくお願い申し上げまして私

の感想といたします。
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阪南市保健福祉部生活支援課　　　　 
濱　口　育　秀 

「生活保護世帯の地域生活自立支援と地域福祉」 

2004年に社会保障審議会福祉部会から出され

た「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」

報告書では、生活保護制度を「利用しやすく自

立しやすい制度へ」の改革をコンセプトに、就

労による経済的自立のための支援（就労自立支

援）のみならず、生活保護を利用しながら、自

分で自分の健康・生活管理を行うなど日常生活

において自立した生活を営むための支援（日常

生活自立支援）や、社会的なつながりを回復・

維持するなど社会生活における自立の支援（社

会生活自立支援）が必要であり、地方自治体は、

地域の生活保護世帯の抱える問題を把握したう

えで、自主性・独自性を生かして多様な支援メ

ニューを整備し、生活保護世帯の問題に応じた

自立支援プログラムを策定し、これに基づいた

支援を実施すべきであると提起した。

私は、福祉事務所において生活保護の査察指

導員（面接相談員も兼務）として生活保護世帯

の援助実践に取り組んでいる。その中で、地域

社会との関係が崩壊したり希薄化しているケー

スの場合は、経済的な給付だけでは自立支援は

困難であり、地域社会の一員として自立した生

活を営むことができるようにするために、生活

保護世帯の抱える様々な問題をいかに理解し、

その課題に対して地域の社会資源と連携しなが

ら、どのような自立支援が必要か検討すること

が重要であると考えるようになった。

そして、2000年に成立した社会福祉法により、

地域（市町村）を基盤とした地域生活自立を支

援する地域福祉が日本の社会福祉のメインスト

リームとなってきているが、新自由主義的構造

改革が格差社会を生み、生活保護世帯と一般低

所得世帯との所得の逆転現象を強調し、保護基

準の引き下げを政策誘導する等、地域住民（納

税者）と生活保護世帯（制度利用者）との相互

理解が分断され、スティグマを助長しているよ

うに思われる。

三位一体改革により国庫補助削減分が税源移

譲されていない地方自治体にとって、財政運営

が一層厳しくなっているが、ケアのインフォー

マライゼーションの推進は地域福祉の予算削減

のためのものであってはならない。また、自立

支援プログラムが社会的な制度として役割を果

たすためには、その必要性に対する地域社会の

理解や信頼が確保されている必要があり制度利

用者も地域福祉の担い手となるような社会参加

のプログラムの整備が急務とされるところであ

る。
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田尻町民生部健康福祉課　　　　 
坂　本　美保子 

「住民主体の地域福祉政策─連続講座」を受講して 

今、行政施策では「住民との協働」が主流に

なっています。私が活動している分野は特に住

民と身近なところある保健活動ですが、住民と

の協働で健康づくり、町づくりであるヘルスプ

ロモーションの考え方で事業を実施しています。

平成16年度に策定した「元気トライ21 健康た

じり21」も住民と共に作りました。

今回の講座は、「住民主体」を今後どう推進

すればいいのかを知りたくて参加しました。

第一回の講義で住民主体の考え方が分権改革

と規制改革から起こったことであるというそも

そも論を知りました。「住民主体」から「ネッ

トワーク」「組織づくり」のキーワードが続く

理由もおぼろげながらわかったような気がしま

す。規制改革を考えると、「公務員は不滅です」

感覚の危うさを思います。

第二回目の講義で、住民と協働で町づくりを

するには、「地域福祉」の切り口は住民には一

番わかりやすいのでないかと思いました。住民

は地域で日常生活を送っています。住民はこの

生活をいい様子で送りたいと思っています。生

活の中の困りごとへの支援が「福祉」だとすれ

ば、この視点抜きでは町づくりはできないと思

っています。

第三回の講義は、介護保険の中で言われてい

る、地域密着型小規模多機能ケアのことがわか

り、非常に勉強になりました。介護保険に生活

圏の考え方が導入され、地域に密着し、多様な

ニードにあわせたケアを実施していく方向が出

された経緯や今後の進む方向を知りました。で

もこのシステムを全国押しなべて、介護保険サ

ービスで展開することができるのか疑問に思い

ました。

第五回目の講義で社会福祉協議会の役割はこ

うだったのかと、知りました。いつも思うこと

ですが、社会福祉学は理論が深く明確だと思っ

ています。さすがに社会福祉の専門の機関であ

る社協の方だと感心してしまいました。地域福

祉の担い手の社協と協力して何かできないかと

考えています。

全四回の講義を受けて、日常の業務の中で悩

んでいることの整理ができ、各市町村の方がい

ろいろな考え方を持ち、本当に熱心に町づくり

を考えて、実際に活動していることを知り、わ

が町の遅れていることを反省しました。

今、社会福祉は本当に変わろうとしています、

児童福祉法、介護保険、自立支援法等の改正は、

わが町のような小規模な町は、法の変化につい

ていけない事項が多すぎる、どう展開したらい

いのか考える日々です。



住民主体の地域福祉政策－連続講座

（概　要）

現在、各自治体において、行政、社会福祉協議会、地域住民等が協力し「地域福祉計画」が策定さ

れています。今後の地域福祉を推進していく上で、自治体にとって大変重要な柱となるものと考えら

れています。このことは、これまでの国主導型の福祉政策から地域主導の福祉政策への転換を示して

います。

この連続講座では、学識経験者やボランティア協会、社会福祉協議会より４人のゲストスピーカー

を迎え講演していただき、今後の地域住民が求める福祉サービスのあり方について議論しました。

（期　間）

平成17年６月～平成17年10月（５回開催）

（指導助言者）

澤井　勝 氏（奈良女子大学名誉教授）

（参加者名簿）

　　氏　名 市町村名 　　　　担当部局 

木　崎　　　裕 池田市 保健福祉部保健福祉総務課 

羽　渕　亜紀子 高槻市 福祉部福祉政策室 

中　野　堅一郎 箕面市 健康福祉部健康福祉政策課 

石　津　公　敏 茨木市 健康福祉部福祉総務課 

丹　羽　和　人 摂津市 保健福祉部福祉総務課 

中　嶋　鉄　也 能勢町 福祉部福祉課 

杉　田　庄　司 豊能町 生活福祉部高齢障害福祉課 

張　　　はる江 守口市 福祉部総務課 

山　村　真　弘 八尾市 保健福祉部福祉政策課 

柴　田　知　成 寝屋川市 保健福祉部高齢介護室 

北　林　康　男 東大阪市 健康福祉局福祉部健康福祉企画課 

岩　川　節　子 堺市 北支所地域福祉課 

上　西　菊　雄 泉大津市 健康福祉部地域福祉課 

濱　口　育　秀 阪南市 保健福祉部生活支援課 

坂　本　美保子 田尻町 民生部健康福祉課 



（日程とテーマ）

第１回　６月23日e 奈良女子大学名誉教授　澤井　勝 氏（一般にも公開）

講義テーマ「住民主体の地域福祉政策」

第２回　７月29日f 関西学院大学社会学部教授　牧里　毎治 氏

講義テーマ「住民の視点に立った地域福祉推進システムの構築に向けて」

第３回　８月８日b 神戸学院大学総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部助教授　藤井　博志 氏

講義テーマ「地域福祉資源の開発と地域福祉計画」

第４回　９月16日f 大阪ボランティア協会事務局長　早瀬　昇 氏

講義テーマ「ＮＰＯの地域福祉への関わり方と行政支援の現状」

第５回　10月13日e 兵庫県社会福祉協議会地域福祉部主事　荻田　藍子 氏

講義テーマ「社協の視点からみた地域福祉の課題と地域福祉実践」




